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公立大学法人県立広島大学 



１ 大学の概要 

 

(1) 目 標 

美しい自然に恵まれ，豊かな文化をはぐくみ，高度な産業の集積を誇り，日本，ひいては世界に貢献してきた広島県の歴史を継

承しながら，国際化の進展を背景に，次代の社会を担う人材の育成を通じて，新たな時代を着実に拓いていくため，公立大学法人

県立広島大学は，「地域に根ざした，県民から信頼される大学」を基本理念とする。 

この基本理念にのっとり，公立大学法人県立広島大学は，地域に貢献する知の創造，応用及び蓄積を図る知的活動の拠点として，

主体的に考え，行動し，地域社会で活躍できる実践力のある人材を育成するとともに，地域に根ざした高度な研究を行い，もって

地域社会の発展に寄与することを目的とする。 
 

(2) 業 務（定款第２５条） 

① 大学を設置し,これを運営すること。 

② 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

③ 法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行う

こと。 

④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

⑤ 県立大学における教育研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。 

⑥ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 
 

(3) 事務所等の所在地 

① 法人本部（広島キャンパス）  広島県広島市南区宇品東一丁目１番７１号 

② 庄原キャンパス        広島県庄原市七塚町５６２番地 

③ 三原キャンパス        広島県三原市学園町１番１号 
 

(4) 資本金の状況 

１７４億６，７３６万円（全額 広島県出資） 

 

 

 

1



 

(5) 役員の状況（平成２９年４月１日現在） 

役  職 氏 名 就任年月日 備      考 

理事長 中 村 健 一 平成 25年 4月 1日 学長兼務 

理事【総務・企画・広報・MBA担当】 栗 栖 恭 三 平成 27年 4月 1日 事務局長 

理事【研究・地域貢献・国際交流担当】 原 田 俊 英 平成 27年 4月 1日 副学長 

理事【教育・学生支援担当】 西 本 寮 子 平成 27年 4月 1日 副学長，総合教育センター長兼務 

理事(非常勤) 安 東 善 博 平成 27年 4月 1日 株式会社中国放送 相談役 

理事(非常勤) 榊 原 恒 雄 平成 29年 4月 1日 広島県教育委員会 理事 

監事(非常勤) 赤 羽 克 秀 平成 19年 4月 1日 公認会計士・税理士 

監事(非常勤) 舩 木 孝 和 平成 28年 9月 1日 弁護士 
 

(6) 職員の状況（平成２９年５月１日現在） 

① 教員 ２４２人（学長を除く県立広島大学専任教員） 

② 職員 １３１人（県派遣職員，法人職員，法人契約職員） 

 
 

(7) 学部等の構成 

① 学 部  人間文化学部，経営情報学部，生命環境学部，保健福祉学部 

② 専攻科  助産学専攻科 

③ 大学院  総合学術研究科，経営管理研究科 
 

(8) 学生の状況（平成２９年５月１日現在） 

総学生数 ２，７１１人 

（内訳）学 部  ２,４７８人［人間文化５２７人，経営情報４６４人，生命環境６９１人，保健福祉７９６人］ 

専攻科     １０人 

大学院    ２２３人［修士・博士（前期・後期）課程１６８人，修士課程（専門職）５５人］ 
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年  月 摘        要 

大正 9(1920)年 3月 広島県立広島高等女学校に専攻科設置 

昭和 3(1928)年 4月 広島女子専門学校開校 

昭和 25(1950)年 4月 広島女子短期大学開学 

昭和 29(1954)年 4月 広島農業短期大学開学 

昭和 40(1965)年 4月 広島女子大学（文学部，家政学部）開学 

昭和 41(1966)年 3月 広島女子短期大学閉学 

平成 元(1989)年 4月 広島県立大学（経営学部，生物資源学部）開学 

平成 2(1990)年 3月 広島農業短期大学閉学 

平成 6(1994)年 4月 広島県立大学大学院（経営情報学研究科，生物生産システム研究科）修士課程開設 

平成 7(1995)年 4月 広島県立保健福祉短期大学開学 

平成 10(1998)年 4月 広島県立大学大学院（経営情報学研究科，生物生産システム研究科）博士課程開設 

平成 12(2000)年 4月 広島女子大学を県立広島女子大学に改称・広島県立保健福祉大学（保健福祉学部）開学 

県立広島女子大学大学院（国際文化研究科，生活科学研究科）修士課程開設 

平成 13(2001)年 2月 県立大学運営協議会設置 

平成 14(2002)年 3月 広島県立保健福祉短期大学閉学 

〃   12月 県立大学運営協議会から最終まとめ「新たなる県立大学をめざして」答申 

平成 15(2003)年 9月 「新県立大学基本構想」策定 

平成 17(2005)年 4月 県立広島大学・県立広島大学大学院開学 

平成 19(2007)年 4月 公立大学法人県立広島大学設立 

〃    7月 「第一期中期計画」策定（同年 8月認可） 

平成 21(2009)年 4月 県立広島大学助産学専攻科開設 

平成 24(2012)年 6月 県立広島女子大学閉学・広島県立保健福祉大学閉学 

平成 25(2013)年 3月 「第二期中期計画」策定・認可 

平成 25(2013)年 4月 「サテライトキャンパスひろしま」設置 

平成 26(2014)年 2月 広島県立大学閉学 

平成 28(2016)年 4月 県立広島大学大学院経営管理研究科（専門職学位課程）開設  

(9) 沿  革 
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(10) 経営審議会・教育研究審議会（平成２９年４月１日現在） 

① 経営審議会 

氏 名 現    職 

中 村 健 一 理事長（学長兼務） 

栗 栖 恭 三 理事〈総務・企画・広報・MBA担当〉（事務局長） 

原 田 俊 英 理事〈研究・地域貢献・国際交流担当〉（副学長）  

西 本 寮 子 理事〈教育・学生支援担当〉（副学長，総合教育センター長，宮島学センター長兼務） 

安 東 善 博 理事（非常勤）株式会社中国放送 相談役 

平 田 冨美子 学校法人ひらた学園 理事長 

唐 川 正 明 株式会社栄工社 代表取締役社長 

牛 来 千 鶴 株式会社ソアラサービス 代表取締役社長 

大 竹 美 喜 アフラック 創業者  
② 教育研究審議会 

氏 名 現    職 

中 村 健 一 理事長（学長兼務） 

栗 栖 恭 三 理事〈総務・企画・広報・MBA担当〉（事務局長） 

原 田 俊 英 理事〈研究・地域貢献・国際交流担当〉（副学長）  

西 本 寮 子 理事〈教育・学生支援担当〉（副学長，総合教育センター長，宮島学センター長兼務） 

榊 原 恒 雄 理事（非常勤）広島県教育委員会 理事 

伊 藤 敏 安 広島大学地域経済システム研究センター センター長・教授 

長 尾 ひろみ 公益財団法人広島県男女共同参画財団 理事長 

藤 井   保 学長補佐〈中期計画・学部等再編推進担当〉（業務評価室長，学部等再編推進室長兼務） 

馬 本   勉 学長補佐〈教育改革・大学連携担当〉 

三 浦   朗 人間文化学部長 

肖   業 貴 経営情報学部長 

奥     尚 生命環境学部長 

小 野 武 也 保健福祉学部長（助産学専攻科長兼務） 

原 田 浩 幸 大学院総合学術研究科長 

横 山 禎 徳 大学院経営管理研究科長 

川 原 田  淳 学術情報センター長 

市 村   匠 地域連携センター長 

森 永   力 国際交流センター長 
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２ 全体的な状況とその自己評価 
第二期中期計画（平成２５～３０年度）の５年目の事業年度となる平成２９年度は，「県立広島大学将来構想」（平成２４年１０

月策定）において本学が目指すべき姿を見据えるとともに，第二期中期計画の着実かつ効果的な事業展開を図ることに主眼を置いて，

より実質的・効率的な事業の執行に努めた。具体的には，県が定めた中期目標を達成するため，「第二期中期計画の履行状況に係る

中間点検」における今後の課題を踏まえて，平成２９年度計画の着実な実施に取り組んだ結果，おおむね順調に計画を履行すること

ができた。また，大学機関別認証評価及び同選択評価を受審し，同評価結果において「大学設置基準をはじめ関係法令に適合し，独

立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている」，同選択評価「地域貢献活動の状況」の評価結果に

おいては「目的の達成状況が良好である」との評価を得た。 
 

(1) 教育内容の質的向上・質的転換に向けた取組 

本学の基本理念及び教育の特色を踏まえ，教育改革・大学連携担当の学長補佐を委員長とする「教育改革推進委員会」及び総合

教育センターが主導して，大学，学部・学科，研究科及び専攻科における学位授与・教育課程の編成・実施・入学者の受入方針

（ディプロマポリシー，カリキュラムポリシー及びアドミッションポリシー）の一部の見直しを行うとともに，成績評価に係るガ

イドラインを新たに策定し，併せて各学部・研究科等と連携し，教育内容の質的向上・質的転換を図るための，次の取組を推進し

た。 

   ① 全学共通教育プログラムについて，受講動向やアンケート結果に基づく検証を踏まえ，開設科目の見直しや配当年次の変更な

どにより受講対象者の拡大を図ったほか，副専攻プログラム「異文化間コミュニケーション」の充実に資する「宮島観光学入門

（英語）」を新たに開講した。 

② 文部科学省大学教育再生加速プログラム（ＡＰ，テーマⅠ）事業において，自律的なアクティブ・ラーナーの育成に係る取組

を推進し，同プログラム委員会（日本学術振興会）によるＡＰ事業の進捗に対する中間評価で，「ファカルティ・ディベロッパ

ーを中心とした授業改善等において優れている」として，総括評価区分「Ａ」の高い評価を得た。 

③ 総合教育センターとＡＰ事業推進部会が連携し，「ルーブリック」の開発や運用を意識したＦＤ(Faculty Development：授業

内容・方法を改善・向上させるための組織的取組)研修会を実施し，初年次導入科目「大学基礎セミナー」において，３０年度

前期から，その運用を開始することとした。  

また，総合教育センターと各学部等が連携し，単位の実質化や教育内容・方法の改善に資する多様な取組を着実に実施した。 

① 履修上限単位数の全学統一（各期２４単位）など，見直し後のＧＰＡ・ＣＡＰ(※)制度を運用し，単位の実質化に係る取組を 

推進するとともに，学期ＧＰＡ値や通算ＧＰＡ値に基づく個別指導や成績優秀学生の表彰等を行った。 

 

 

※ 学士課程教育の単位の実質化，並びに教育の質保証と学生支援に資することを目的に平成２２年度に導入した制度。 

・ＧＰＡ（Grade Point Average）：個々の学生が履修した授業科目全体の成績評価を点数化した平均値。 

・ＣＡＰ：学期ごとに履修登録できる単位数（授業科目数）の上限を設定し，過剰な履修登録を防止し，単位の実質化を図る取組の一つ。 
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② ＡＰ事業と連携した全学レベルでのＦＤ研修会の開催，新任・昇任教員を対象とする研修会や公開授業（ピア・レビュー）の 

実施等により，ＦＤ活動を推進した。 

③ 「新入生意識調査」，２～４年次生対象の「学生意識調査」並びに「学生による授業評価」（授業改善アンケート）を継続し， 

集計・分析結果の活用を図った。授業改善アンケートにおける主体的学修状況の把握に関する項目では，２７年度から各選択肢 

の判断基準となる学修時間数を明示して，その客観性・正確性の向上を図るとともに，学修時間の変化に関する分析に着手した。 

これらの取組の結果，平成２９年度開講の学部授業科目に対する総合的満足度（「総合的に判断して，この授業に満足」と答えた

学生の割合）は，前期科目９１．１％，後期科目９２．６％で，引き続き高いレベルを維持した。 

 主体的な学修時間（調査科目１科目当たり時間数／週）の確保については，全学共通科目及び専門科目でおおむね５割の学生から

肯定的な回答（２単位科目で２時間以上）を得た（全学共通科目：４７．８％（全学平均・前期），５１．１％（同・後期），専門

科目：５０．２％（同・前期），５３．７％（同・後期））。 

一方で，教職科目においては，肯定的な回答（２単位科目で２時間以上）が４割弱（３２．６％（全学平均・前期），３５．７％

（同・後期））と低く，前年度と比較して減少したものの，４時間以上と回答した学生の割合が，前期は２．８ポイント，後期は４．

８ポイント増加していた。 

(2) 学士課程教育における専門教育の充実 

少人数の授業（各学部・学科の多様な専門教育科目）や卒業論文・卒業研究・プロジェクト研究の実施，国家資格の取得支援，外

国語検定等の受検支援，教員免許の取得支援・教員採用試験対策支援等を通じ，実践力を備えた学生の育成に努め，標準修業年限内

の卒業率と卒業時の総合的満足度は，それぞれ，全学平均で９１．３％，８６．７％であった。 

① 人間文化学部国際文化学科では，引き続き，自国と他国の文化に対する理解を深め，現代社会で活躍できる人材の育成を目指

す教育を実施するとともに，体系的な学修を保証するため，９つの履修モデルを土台とした３つの主専攻プログラムと３つの副

専攻プログラムを導入した。健康科学科では，スリム化した専門教育課程の運用を継続するとともに，学科独自に実施している

「学生による教育プログラム評価」を継続し学修内容や学修環境の改善に取り組み，管理栄養士国家試験の合格率では，目標値

を上回る１００％を達成した。 

② 経営情報学部では，専門演習にアクティブ・ラーニングの要素を取り入れ，学外での実習，調査，発表等を課すことにより教

育内容の充実と学生満足度の向上を図った。また，経営学科においては「学外実習型専門演習による研究力・実践力向上の取

組」，経営情報学科においては「情報処理技術者試験の受験料助成事業」により，学外実習の促進や学外試験の活用を通じて，

学修成果の把握や向上に努めた。その結果，卒業時の学生の総合的満足度は経営学科８４．４％，経営情報学科９０．３％と高

値を示した。 

③ 生命環境学部では，２学科それぞれの専門分野に加えて，フィールド科学教育を引き続き実施し，専門知識，技能課題解決能

力，コミュニケーション能力を備えた人材の育成を図った。また，生命科学科の中に２つの履修コース（応用生命科学，食品資
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源科学）を設け，２年次進級時に専門分野を主体的に選択できる制度（経過選択制）の運用を継続し，新入生への制度の周知や

学修意欲の向上に努めた。学生の選択状況は導入以降，各コースで設定した人員に対する超過率は１０％前後で推移し，おおむ

ね学生の希望に沿ったものとなっている。 

④ 保健福祉学部では，５学科それぞれの専門分野に加えて，コミュニケーション力，倫理的思考・判断力や地域のニーズに気づ 

き行動する力の育成を目的とした研究会，キャリア関係授業，模擬患者演習等を実施し，保健福祉職を志す同学部学生の心（ヘ 

ルスサポーター・マインド）の生涯発達について，初期段階での支援に取り組んだ。これらの取組により，理学療法士，言語聴 

覚士及び精神保健福祉士国家試験で合格率１００％を，社会福祉士国家試験では全国合格率を３６．１ポイントも上回る高い合 

格率（９０．７％）を達成した。精神保健福祉士国家試験合格率は，保健福祉系大学等１０４校中（１０人以上受験）において，

全国１位であった。 

 

(3) 大学院教育等に係る教育内容の充実 

大学院総合学術研究科の各専攻において，教育課程の編成・実施方針に基づく教育を行い，修了時の総合的満足度は８５．５％で

おおむね良好な結果であった。各専攻において研究活動支援制度を積極的に運用し，計１１６件の支援により大学院生の学会発表や

学術論文の公表を奨励した。また，情報マネジメント専攻において，海外学術交流協定締結校対象のイングリッシュトラック制によ

る入学者選抜（平成２９年度）を実施し，中国から１人の学生が入学した。 

経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻において，講義に加えケーススタディ，グループによるディスカッションやワーク

ショップ，プロジェクト演習など多様な授業を行うとともに，地域経営人材の育成に資する「浮城塾」を三原市と連携して開塾する

など，経営学分野における高度専門職業人の育成に取り組んだ。また，科目等履修生制度の導入や入学者選抜試験に係る募集区分

「企業等推薦」を新設するなど，入学志願者数の拡大に資する新たな取組を行った。同専攻に対する文部科学省による「平成２９年

度設置計画履行状況等調査」においては，是正意見や改善意見は付されなかった。 

助産学専攻科においては，実習内容の充実に向けて実習施設との連携の強化に取り組み，助産師国家試験合格率１００％，就職率

１００％を達成した。 

 

(4) 学生支援の充実 

多様化・高度化する学生ニーズへの適切な対応を図るため，教学システムによる情報提供の徹底，教育教材，実験実習施設・設

備や図書館書誌の更なる充実，本学合格者の習熟度格差を是正するための入学前教育や入学後の補習授業の提供，e ラーニング教

材の活用，授業外学修にも対応する学修支援システムの充実等により学修意欲と理解度の向上を図るとともに，チューターによる

個人面談等を通じて学修支援や学生生活支援を実施した。また，学生の心身の健康に関しては，ＵＰＩ心理テスト（「こころ」の

健康調査）の全学での実施（実施率９０．１％），同調査結果を踏まえたフィードバック面接の実施と要支援学生の「早期把握」
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及び「チーム支援」の推進，学生ピア・サポーターの養成・活動支援，３キャンパスで整備したピア・プレイスの運用などにより，

きめ細かな支援に努めた。 

一方，学生の自主的な活動や主体的な成長を支援するため，引き続き「学生の自主的活動助成制度（いきいきキャンパスライ

フ・プロジェクト）」や「ボランティア活動助成制度」の運用による自主的課外活動の奨励や３キャンパス交流スポーツ大会，新

入生と文化系サークルが交流する学生活動「３Ｃ（Culture Club Commune）」等により，キャンパスを越えた学生交流の促進を図

るとともに，学部生を対象に新設した在学期間中の各種活動等（学術研究活動，課外活動，社会活動などの各種活動）における優

秀者・学生団体の表彰，及び他の学生の模範となる学業成績を収めた学生の表彰，計８６件の表彰を実施した。 

 

 (5) 国際化の推進 

国際交流センターにおいて，本学の国際化の推進に係る幅広い取組を各学部等と連携して活発に実施した。その結果，海外学術

交流協定締結校は２７校から３０校に増え，海外留学派遣学生数１４７人，留学生受入数１１７人と，何れも数値目標を達成した。

また，海外留学派遣学生の留学による成果検証の１つとして，留学前後にＴＯＥＩＣ受検を義務付けたところ，スコアの平均点は，

長期の学生では１５６点，短期の学生でも３０点上昇するなど，顕著な成果を確認することができた。併せて，派遣期間終了時に

留学による学修成果を自ら振り返る「留学成果報告書」の作成・提出を課すことで，事業成果の検証に資する資料とした。提出さ

れた報告書の一部は，関係学生の了解を得て，留学体験報告会やオープンキャンパス等で活用した。 

また，健康科学科３年次生１人が日本とメキシコ両政府による「第４５期日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画」

の研修生に選ばれメキシコに１年間，理学療法学科４年次生１人が官民協働で取り組む「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」プログラム

に採択され平成３０年１月からデンマークに半年間留学していることは，本学における国際化の取組の成果の一つとして特筆に値

する。 

受入留学生に対しては，外国人留学生と日本人学生との交流や留学生の地域への理解を促進するため，「スタディツアー」や

「留学生交流会」などを実施するとともに，昼食時間帯を活用した「語学カフェ」を開催するなど，留学生と日本人学生とのキャ

ンパス内交流の促進を図った。また，私費外国人留学生の確保に向けて，国内外の日本語学校や日本留学塾等を積極的に訪問し，

本学の教育，入試制度及び支援内容に関する情報の周知を図った。海外協定校の同窓会ネットワークの構築については，世新大学

（台湾）に続き，中国からの留学生についても組織化に向けた情報収集を開始した。 

 

(6) きめ細かな就職支援 

学生支援の核となる就職支援に関しては，キャリアセンターと各学部・学科等が連携し，全学的なキャリア形成支援，インター

ンシップ制度の運用，適性検査等の実施とともに，各学部・学科等の特色に合わせた資格取得の支援や就職ガイダンスの開設，求

人情報の提供，キャリア・アドバイザー等による個別相談対応，並びに教員による企業等訪問などに取り組んだ。 
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正課内での取組としては，１年次から始まる全学共通教育のキャリア科目群（キャリアデベロップメント，キャリアビジョン，

インターンシップ）を引き続き開講・提供するとともに，文部科学省採択「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事

業」のフォローアップ事業に取り組み，就業意識の向上，論理的思考力，コミュニケーション能力及びチームワーク力などの育成

を図った。 

就職活動への支援では，就職支援に係る在学生・卒業生・企業の情報管理を含む総合的なシステムの運用，「企業と学生との合

同就職懇談会」等の開催，在学生や卒業生のキャリアサポーターを講師に迎えた「就職ガイダンス（内定者懇談会）」や「業界研

究」，ＯＢ・ＯＧ訪問を希望する学生に対する卒業生の紹介，模擬面接，就職未決定者に対する個別指導などを実施した。これら

の取組の結果，全学の就職希望者就職率は，９９．８％を達成した。なお，４学部１１学科中１０学科で，同就職率１００％を達

成した。 
 

(7) 地域に根ざした高度な研究の推進 

本学の研究水準の向上並びに県内産業の振興や地域課題の解決に資する研究を推進するため，自主財源により運営している「重

点研究事業」の推進，外部資金の獲得支援，研究成果の公表や地域への還元など，研究活動の活性化に取り組んだ。特に，「重点

研究事業」においては，重点的に取り組むべき研究分野を明確化した募集区分による学内公募を実施し，「県内産業の活性化」分

野１２件，「地域の再生・発展」分野７件，「暮らしの安心」分野１３件を採択し，地域に根ざした研究の推進に努めた。 

また，外部資金の獲得促進に資する全学的な支援を実施するとともに，インセンティブを高める制度，すなわち外部資金の獲得

実績に応じて研究環境の改善のための経費を学部等に配分する制度を引き続き運用した。これらの取組により，文部科学省「科学

研究費助成事業」の採択・獲得状況は高い水準を維持し，平成２９年度の採択件数は８６件（平成２９年１０月１０日文部科学省

公表の関係資料によると，本学は中四国・九州地方の公立大学の中で１１年連続第１位），採択額は１１２，１５０千円であった。

更に，平成３０年度（平成２９年度申請分）の本学教員の応募（申請）率は９５.０％（退職までの期間が３年以内等の教員を除く）

で，目標値を達成した。併せて，その他の競争的資金への応募や企業等からの共同・受託研究資金の受入にも積極的に取り組み，

外部資金の年間獲得総額２億円以上を達成した（平成２９年度実績：数値目標の１０５％）。 

外部資金の獲得促進に資する取組の一つとして，新たに「ＨＢＭＳ地域医療経営プロジェクト研究センター」を設置するととも

に，研究成果の積極的な公表の一環として，平成２８年度に設置した「レモン健康科学プロジェクト研究センター」においては，

サッポロホールディングス，ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社と共同で「レモンのチカラ特別授業ｉｎ大崎上島」を開

催し，共同研究の成果を報告した。また，「高度人工知能プロジェクト研究センター」においては，ＩｏＴの導入事例やデータ分

析，セキュリティ等に関する「ＩｏＴ人材育成セミナー」を広島県立技術短期大学校と共催で実施するとともに，「同センター」

及び「資源循環プロジェクト研究センター」の教員が，公開講座「産学官連携事業の成功事例に学ぶ」を開催した。 

また，研究論文や研究報告書等の「学術情報リポジトリ」への登録（登録件数：平成２９年度追加分２２０件を含む１，２７１
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件）や概要のウェブ・サイトへの掲載により，研究成果の積極的な公表に努めるとともに，地域連携センターでの地域企業ニーズ

と大学シーズとのマッチングの推進などにより，研究成果の地域への還元に努めた。 

 

 (8) 大学連携の推進 

大学連携を担当する学長補佐を引き続き配置し，総合教育センター等との連携のもと，大学連携に係る取組を全学的に推進した。

具体的には，一般社団法人教育ネットワーク中国と連携して，平成２５年４月に開設した「サテライトキャンパスひろしま」を運

営し，県内大学等との単位互換制度の運用や県内大学と連携した２講座（「グローバル人材育成」に係る県補助事業）の共同実施，

各種公開講座の実施など，地域の教育拠点，産学官の連携拠点及び学生・社会人の交流拠点として活用した。同施設の利用延べ件

数（講座開設等）は７９１件（複数大学の連携利用１６４件，本学又は他大学の単独利用２４７件，大学以外の一般利用３８０件）

であった。 

 

(9) 大学資源の地域への提供 

本学の基本理念「地域に根ざした，県民から信頼される大学」のもと，地域連携センターと各学部等が連携し，広島県や県内市

町等との連携事業の推進，公開講座や教員免許状更新講習等の開催など，多様な地域貢献活動に取り組んだ。具体的には，広島県

委託事業「広島県看護教員養成講習会」や青少年育成広島県民会議との共催による「青少年育成カレッジ総合講座」を実施したほ

か，地域社会の活性化や地域課題解決に資する「地域戦略協働プロジェクト事業」８事業に本学の教員と学生が取り組んだ。 

また，地域の文化施設等との連携にも引き続き取り組み，双方の資源を活用した「連携講座」を実施した。併せて，資格取得支

援を目的とした講座の継続，児童・生徒や保護者，社会人を対象とした講座の継続など計７３講座を開講し，幅広い世代にわたる

地域住民延べ５，４０６人が参加した。受講者の満足度は９１．０％と極めて高く，目標値とした８０％を前年度に引き続き達成

した。また，「平成２９年度後期」及び「平成３０年度版公開講座パンフレット」を新たに作成した。 

地域貢献活動による教育への反映の観点からは，自治体等との連携事業や地域貢献活動への学生の参加促進などに引き続き取り

組み，具体的には，外国籍児童に対する学習支援活動，学生の主体的な参加による産学官連携商品開発（「Calbee Future Labo」

との協働，野草等を活用した入浴剤の開発研究）や，株式会社サンフレッチェ広島のスポーツマネジメントに関する調査，企画提

案などを通じて，地域が抱える課題の主体的な把握の機会を提供するとともに，学生の実践的な問題解決能力やコミュニケーショ

ン能力の向上に努めた。これらの取組事例をモデルにして，学生の成長，地域の活性化，並びに事業の有効性等の観点から，事業

成果に係る検証を４学部において実施した。 

 

(10) 戦略的広報の展開と意欲ある学生の確保 

優秀な学生の確保や大学の知名度向上のため，平成２５年度に設置した「広報室」を中心に，引き続き，戦略的広報を展開した。
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具体的には，ウェブ・サイトの内容の一層の充実や年間を通じたメディア・ＳＮＳによる積極的な情報発信とともに，ウェブ・サ

イトのユーザビリティーの向上に努めた。その結果，平成２９年度の総ページビュー数は，前年度の実績を約６万３千回上回る約

４５０万回に達した。この他，広島テレビ「広島発！夢の通り道スペシャル」では，ビジネス・リーダーシップ専攻の授業風景，

広島レモンの研究，学生団体がカルビー株式会社とコラボレーションした新商品開発プロジェクト，庄原キャンパスボランティア

サークル「ファーマーズハンズ」の活動，広島ホームテレビ「J ステーション」の「ひろしま建物探訪」コーナーでは，広島キャ

ンパス図書館における学生の利用状況，当日図書館で開催されていた「脱出ゲーム」の様子，ＴＳＳテレビ新広島「情熱企業 新

たなる価値の創造」では，地域の未来をつくるビジネススクールＨＢＭＳとしてビジネス・リーダーシップ専攻が紹介されるなど，

テレビ番組への出演や，中国新聞社のクラウドファンディングの活用など，本学の認知度の向上に資する様々な取組を行った。 

また，意欲ある学生の確保のための広報活動として，大学説明会やオープンキャンパス，「県大へ行こう」の実施，高校訪問・

同教員との意見交換の継続実施，出前講義や高大連携講座の開設，併せて入学者選抜方法を分析・検証し，留学体験等を重視する

「異文化体験枠入試」を国際文化学科が新設したほか，健康科学科等５学科でも留学経験を評価する仕組みを導入し，その運用を

開始した。こうした取組により，平成３０年度入学者選抜結果は，４学部の志願者総数が２，９３９人，一般選抜（前期・後期日

程合計）の志願倍率は５．９倍で，引き続き高い倍率を維持することができた。 

 

(11) 法人運営の基盤確立 

大学全体の改革に向けた取組を着実に実施するため，理事長（学長）のリーダーシップのもとで，「戦略・運営会議」を定例的

に開催（２３回，５５議案，９７報告事項，５意見交換）し，公立大学法人としての組織的な方針案の決定，並びに大学運営にお

ける情報の共有化に努めるなど，法人運営の一元化と事業執行の効率化・迅速化を推進した。 

また，公立大学法人制度の利点を活かした大学運営体制を強化するため，公立大学法人の目標設定・計画策定及び自己点検を業

務とする組織「目標・計画委員会」と，評価機能を担う「業務評価室」との役割分担を明確にしたＰＤＣＡサイクル（内部質保証

システム）の確立に努めるとともに，引き続き，業務評価室に副室長１人を配置し，評価機能の強化を図った。併せて，「監査室」

において各種監査に対応するとともに，公立大学法人としての内部統制機能の確保に努めた。 

更に，平成２９年度に学内横断的な喫緊の重要課題として位置付けた「教育改革の推進」，「国際化の推進」，「経営学機能強

化」，「戦略的広報」，「競争優位資源の活用」，「学部・学科等再編への取組」に取り組み，本法人の運営基盤の強化を図った。 

① 高大接続改革を推進するため，初等中等教育及び教育改革に精通した教員を総合教育センターの専任教員として配置した。 

② 「社会人経験者（国際職）」枠で法人職員（４人）を採用し，国際化の推進に係る運営体制の強化を図った。 

③ 経営管理研究科の採用教員について，任期制度の見直しを行うとともに，みなし専任教員を制度化した。 

④ 広報に係る経営資源をホームページに集中し，本学の強みや魅力の発信の強化やブランドイメージの一層の確立等に努めた。 

⑤ 広報室，財務課，健康科学科が連携し，中国新聞社が開設したクラウドファンディングを活用したレモンの取組を開始した。 

⑥ 学部等再編推進担当の学長補佐を任命するとともに，「学部等再編推進室」を設置し，職員の重点配置を行った。 
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３ 項目別の状況 

№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

Ⅰ 実践力のある人材の育成（教育の質の向上に関する目標）を達成するために取るべき措置 

１ 教育に関する取組 

（中期目標） 

 社会経済情勢の変化に柔軟に対応し，企業や地域社会において活躍できる実践力のある人材を育成するためには，主体的に問題を発見し，解を見出す能力の向上が求められており，能動的学修の導入など学生の主体的な学びを拡

大するよう教育方法の転換を行う。また，学部学科の枠組みを越え，各領域の専門性や強みを全学的な資源として活かし，特定領域の専門性を深めるだけでなく，幅広い知識の修得や複眼的な学修を可能とし，学生の動機付けや学修

意欲の向上につながるよう，教育内容の質的向上・質的転換を図る。さらに，教員中心の授業科目の編成から，学位を与える課程としての「教育プログラム」中心の授業科目の編成への転換など，教育課程の体系化や組織的な取組を進

め，教育体制の整備を図る。 

入学者の選抜に当たっては，質の高い学生を確保するため，戦略的な広報を実施し，入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき選抜方法の充実を図るとともに，その成果を検証し，必要に応じて見直しや改善を図る。 

また，学生の卒業時又は修了時に求められる能力を確保するため，学修成果に係る達成状況の把握や検証を行うなど，適正な成績評価の仕組み等を構築する。 

１－１ 教育内容の質的向上・質的転換 

（１）教育課程（プログラム）の体系化 

1 〔人材育成目標の明確化〕 

地域や社会における今日的人材養成ニ

ーズや学生が大学教育でどのような力を

身につけたいかというニーズを踏まえ，地

域に軸足を置き，世界を視野に活躍でき

る人材の育成拠点を目指し，全学（大学・

大学院）及び各学部・各専攻は，人材育

成目標の明確化・具体化に係る改定を行

う。 

■ 入学者選抜状況，国家試験合格率を含む学修成果，

求人・就職状況，実習施設での学生に対する評価，卒業

生に対する評価などに基づいて，必要があれば，各学部

等の人材育成目標の改定を行う。（各学部・学科等，総合

教育センター） 

・各学科において，入学者選抜状況，学修成果，就職状況等に基づいて，人材育成目標の妥当性を検証した。 

■ 学部・学科再編に係る具体的な検討に併せて，再編

後の人材育成目標（案）の明確化に取り組む。 

・平成29年7月に法人において定めた学部等再編に係る方針において，再編後の人材育成目標を「課題探究型地域創

生人材」の育成と定めた。 

 ■ 大学院総合学術研究科の今後のあり方に関する検討

に併せて，再編後の人材育成目標の明確化・具体化に取り

組む。 

・大学院総合学術研究科については，学部等再編推進委員会大学院準備部会を３回開催し，現状の大学院の課題分析

結果を踏まえた再編後の大学院のあり方に係る検討を開始するとともに，人材育成目標（案）の具体化を図った。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

2 〔学位授与方針等の策定〕 

全学（大学・大学院）及び各学部・各専攻

は，入学者受入れ方針（アドミッション・ポ

リシー）と学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）を示すとともに，学生の受入れから学

位授与までを視野に入れた体系性と一貫

性のある教育課程（教育プログラム）の編

成・実施に係る方針（カリキュラム・ポリシ

ー）を確立する。 

■ 全学（大学・大学院）及び各学部・各専攻において，学

部長・学科長や研究科長・専攻長が中心となって，学位授

与方針等３つの方針の妥当性と整合性について，卒業（修

了）時の学生の満足度等に留意し，継続的に検証する。 

■ 学士課程における現行の３つの方針について，教育改

革推進委員会及び総合教育センターにおいて点検を行

い， 各学部・学科等と協力して必要に応じて修正を行う。 

・教育改革推進委員会及び総合教育センターが主導して，学士課程全体及び各学部・各専攻における３つの方針につい

て，29 年度に受審した大学機関別認証評価に係る訪問調査における指摘事項を踏まえ，卒業（修了）時の学生の満足度

等に留意し，全学的な見直しを実施した。 

・アドミッション・ポリシーについては入学者選抜の基本方針を，カリキュラム・ポリシーについては，学修成果の評価に係る

基本的な方針を追記した。改訂後のポリシーについては，全体的な表記方法の統一を図るため，教育改革推進委員会に

おいて調整を行い，確定後は速やかにウェブ・サイトにおいて公表した。 

 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/47/policy.html 

 卒業（修了）時の学生満足度：学部86.7％，総合学術研究科85.5％，経営管理研究科72.2％                  

■  総合教育センターが主導して，専門分野を問わず本

学の学生が身に付けるべきコンピテンシーの具体化と，卒

業時までの修得に向けた取組を継続する。 

・本学の学生が共通して身に付けるべきコンピテンシーを具体化する際の指標とし，併せて初年次教育の重要性に鑑み，

大学基礎セミナーに係る試行版ルーブリックを作成し，30年度前期から運用することとした。 

 

  ■ 大学入学希望者学力評価テストの導入に向けた動き，

広島版「学びの変革」アクション・プラン（広島県教育委員

会）についての情報収集を継続するとともに，総合教育セ

ンターと各学部が連携して，人材育成目標や３つの方針に

対応した，より体系的で一貫性のある教育プログラムの編

成に向けた取組を継続する。 

・大学入学希望者学力評価テストに関する具体的な情報を収集するため，大学入試センター主催「大学入試センター・シ

ンポジウム2017」などに参加し，総合教育センター入学試験委員会等を通じて情報共有に努めた。 

・広島版「学びの変革」アクション・プラン（広島県教育委員会）についての情報を収集するため，28 年度に引き続き，広島

県高等学校教育研究・実践合同発表会（1/24参加者数240人）をサテライトキャンパスひろしまにおいて開催し，全体会

で高大接続・連携に焦点を当てた報告を行うとともに，分科会（ポスターセッション）で各学部等の13 の取組を紹介した。 

★・・・重点項目，◆・・・数値目標を有する項目 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

     

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

3 

★ 

〔教育プログラムの改善と構造の明示〕 

カリキュラム・ポリシーに基づき，学位を与

える課程としての教育プログラムの編成・

改善に努めるとともに，その構造・体系を

分かりやすく示すため，科目間の関連や

科目内容の難易を表現するナンバリング

や履修系統図などの導入を図る。 

■ 全学共通教育の新教育プログラム（平成27年度入学

生から適用）の運用を円滑に進めるため，新入生に対して

同プログラムの構造等を丁寧に説明するとともに，チュータ

ー等による個別の履修指導をきめ細かに行う。 

・全学や各学科のオリエンテーションやチューターとの個別面談，大学基礎セミナー等において，全学共通教育の新教育

プログラムの理念，目的，特色，履修方法などについて説明し，周知を図った。 

■ 各学部・学科の専門教育プログラムの改善・運営状況

を，学生アンケート等の結果に基づき検証し，必要に応じ

て，更なる改善に取り組む。 

・各学科において，学生意識調査や授業評価アンケートの結果を分析・検証し，30年度開講授業科目の内容改善につな

げるなど，専門教育プログラムの内容の改善に取り組んだ。 

・健康科学科において，新しい「全学共通教育」とスリム化した「専門教育課程」に関して単位の取得状況等に基づく検証

作業（全学年），学科独自の教育プログラム評価の実施（４年次生），クォーター制に準ずる開講拡大の検証（３年次生） 

を行った。 

（参考）健康科学科が独自に行っている教育プログラム全体に対する満足度は高く，30年３月卒業生では，「とても満足」

「満足」と回答した学生の割合は 82.4％であった。（回答数29 人，卒業生総数35人） 

■ 総合教育センターと各学部・学科が連携し，学生に対

する履修指導にナンバリングや履修系統図（カリキュラムマ

ップ）を活用するとともに，その分かりやすさの改善に取り組

む。 

・各学部・学科等において，作成した履修系統図（カリキュラムマップ）を大学案内や入学者選抜要項等に掲載するととも

に，同マップやナンバリングを学生に対する履修指導等に活用した。 

〔30 年３月卒業者へのアンケート結果〕全学共通教育に対する満足度：83.9％，専門教育に対する満足度：89.2％ 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，教育プログラムの改善と構造の明示に努めた。 

4 

★ 

〔教員間の連携と協力による組織的教育

の実施と大学教育の質的転換〕 

教員間の連携と協力により，学生の「主体

的な学び」を拡大する教育内容・方法の

改善，学修成果の検証，適正な成績評

価，シラバス等の充実，学修時間の増加

などに総合的・ 組織的に取り組み，教員

中心の授業科目の編成から，体系的な教

育プログラム中心の授業科目の編成への

転換を図るとともに，大学教育の質的転換

を推進する。（関係項目(5)～(10)）  

■ 大学教育再生加速プログラム（AP）の主要な取組の一

つとして，各学部・学科等における教育改革（授業改善や

教育プログラムの体系化等）をリードする，ファカルティ・デ

ィベロッパーの養成に資する講座を開設する。 

■ AP 事業の取組の一つとして広島県教育委員会や県内

高等学校と連携して合同発表会を開催するなど，高大連

携の強化や高大接続改革に資する取組の拡大を検討し，

その具体化を図る。 

・ファカルティ・ディベロッパー（FDer）を構成員とする「FDer連絡調整ワーキンググループ」において，「FDer自己評価ルー

ブリックの活用」などの事業方針・研修内容等を共有するとともに，本学におけるアクティブ・ラーニングの導入拡大等の役

割を担う FDer 養成講座を５回開催した。（延べ433人参加） 

・教員個々の授業改善に資する取組として，総合教育センター教員が中心となって FDerを中心とした授業ピア・レビュー

を実施し，学生の受講状況から見た授業改善に係る意見交換を行った。（公開コマ数：218 コマ，公開教員数：延べ75

人，参加教員数：延べ92人） 

・小項目№２に記載のとおり，「広島県高等学校教育研究・実践合同発表会」（1/24参加者数240 人）をサテライトキャン

パスひろしまにおいて開催した。 

・広島県立広島中学・高等学校等への授業参観（全５回，延べ26人参加）をはじめとした実質的な交流や，総合教育セン

ター長及び教育改革担当副センター長が中心となって，校長会の進路指導部会の委員と意見交換を行うなど，継続的に

連携した。 

■ 国際文化学科において，学期初めのオリエンテーショ

ンでの説明やファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を

通して，新しい教育プログラムにおける教員間の連携の実

質化に努める。 

・国際文化学科において，29年度入学生から導入した新たな教育プログラム（主専攻・副専攻プログラム）の実効性を高

め，組織的な教育活動を実現するために，教員相互の連携体制や授業内容を共有するための学科FD「主専攻・副専攻

プログラムの具体化―「国際文化学入門」開始に向けて―」（9/19）を実施し，30年度開講「国際文化学入門」のシラバス

に反映させた。 

  ■ 健康科学科において，管理栄養士養成課程に係る新

教育プログラムについて，関係各授業科目の位置づけや

達成目標を教員間で相互に確認し，授業案内（コースカタ

ログ）及び授業概要（シラバス）の改善につなげるとともに，

新教育プログラムの運営を適切に進める。 

・健康科学科において，新教育プログラムの授業科目の位置づけや達成目標について，日本栄養改善学会が策定した

「管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム」に基づき，教員間で相互に確認するとともに，コースカタログ・シ

ラバスへの反映に取り組んだ。 

・新しい「全学共通教育」とスリム化した学科「専門教育」を可視化したカリキュラムマップ及びナンバリングを活用して，学

科ガイダンス・大学基礎セミナーでの全体説明及びチューターによる個別指導を実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■  経営情報学部において「学士・修士５年一貫教育プロ

グラム」を引き続き実施する。また，２学科のビジョン委員

会が中心になり，専門教育科目のコースカタログ等の確認

を分野ごとに行うとともに，「専門演習」において学生の主

体的学修（アクティブ・ラーニング）の拡大に資する学外実

習等を行うことにより，学部専門教育の充実と学生満足度

の向上を目指す。 

・経営情報学部において，大学院情報マネジメント専攻の授業を学部４年次生が履修できる制度「学士・修士５年一貫教

育プログラム」を実施し，経営情報学科の学生１人が早期履修に取り組んだ。 

・「学外実習型専門演習による研究力・実践力向上の取組」を実施し，学外コンテストへの参加，工場等見学，日経TEST

受験等に８ゼミ延べ88 人の学生が参加した。  

・専門教育科目の配置，コースカタログの記載内容等について，教務委員による確認・検討に加え，経営戦略マーケティ

ング，会計ファイナンス，公共経営の各分野の教員２人ずつ計６人からなる企画委員会（旧・ビジョン委員会）を４回開催

し，検討・調整した。 

  ■ 生命環境学部において，平成26年度入学生から適用

している教育プログラムの運営に，各学科・コースの達成

目標を意識した授業内容の改善，並びに教員間の連携の

強化に留意して引き続き取り組む。 

・生命科学科において，専門科目における必修・選択及び科目区分ごとの必要単位数の見直しなど，応用生命科学コー

スの教育プログラムの見直しを行った。 

・環境科学科13人の教員が連携して，キャリア形成を意識した「環境科学セミナーⅠ」を１年次生の必修科目として配当

し，個々の学生に対して学修達成目標に関する理解を促した。 

  ■ 保健福祉学部において，学部や学科レベルで授業改

善，教育プログラムの体系化に資する活動を継続し，併せ

て教員の学科間の連携を強化する。 

・保健福祉学部において，ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップ（9/21，会場：三原キャンパス，参加者12人），

「大学基礎セミナー」担当教員会議，ピア・レビュー等の取組を通じて，教員間連携を学部や学科レベルで促進した。 

卒業（修了）時の学生満足度： 

学部86.7％，総合学術研究科85.5％，経営管理研究科72.2％    

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組を順調に実施し，教員間の連携と協力による組織的教育の実施と大学教育の質

的転換に努めた。併せて，卒業時の学生満足度の状況がおおむね良好であることから，年度計画をおおむね順調に実

施しているレベルと判断した。 

5 

 

〔教育内容・方法の改善に資する FDの推

進〕 

組織としての教育力の向上，及び能動的

学修の導入など学生の主体的な学びを拡

大するための教育内容・方 

法の改善に向けて，ピア・レビューの拡

充，学期の途中並びに学期末に実施して

いる授業改善（評価）アンケートの組織的

な活用，全学的な改革サイクルの確立に

資するワークショップの開催などにより，Ｆ

Ｄ（ファカルティ・ディベロップメント）※を推

進する。 

■ 各学部において，教員相互の授業参観（ピア・レビュ

ー）の実施，アクティブ・ラーニングの推進，ティーチング・

ポートフォリオの活用等による FD活動を継続する。 

・小項目№４に記載のとおり，各学部・学科における FD活動を継続し，教育力の組織的な向上に努めた。 

・組織的な教育の実質化を図る一環として，FDer や全学共通教育部門の科目担当主任等を中心にして，教育課程表の

科目区分ごとに，適宜，教育目標や評価方法の確認を行うなど，教育課程の基本単位における FD活動を促進した。 

■ 総合学術研究科及び経営管理研究科において，大学

院生に対するアンケート調査を実施し，教育内容・方法に

関する課題の抽出に努め，満足度の向上につなげる。 

・総合学術研究科及び経営管理研究科において，大学院生に対するアンケートを行い，集計結果を各専攻にフィードバッ

クするとともに，ウェブ・サイトに掲載した。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/general-education/04-graduate.html 

・集計結果並びに自由記述内容を分析し課題の抽出・改善により，総合的満足度の向上に努めた。 

総合学術研究科：回答者数102人，回答率69.9％，修了時の学生満足度85.5％ 

経営管理研究科：回答者数  18人，回答率66.7％，修了時の学生満足度72.2％  

 ■ ビジネス・リーダーシップ専攻において，ケース教授法

に関する模擬授業の実施等により， FD活動を継続する。 

・経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻において，最新動向や実務に精通した外部講師を招聘した授業を専任教

員に公開する仕組みを新たに導入し，異なる専門分野の知識や最新動向を学ぶことで，各自の教育内容の質的向上に

役立てた。 

 ■ 総合教育センターにおいて，新任教員のための研修

会や目的別各種FD活動を継続するとともに，教育プログラ

ムの体系化を進めるに当たり必要な情報の収集と共有化

に努める。 

・総合教育センターが主導して，新規採用教員，昇任教員による授業公開（公開コマ数53）を行った。また，学科の特性

を考慮した FD活動２件を同促進事業として採択し支援した。 

・小項目№２，４に記載のとおり，関係情報の収集や学内共有化に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

6 

★ 

〔学修成果の把握と検証〕 

学修成果に係る達成状況の把握に向け

て，客観的・具体的な指標を用いた目標

の設定に努める。また，入学後の成績調

査や授業出席状況調査，資格取得状況，

キャリア・ポートフォリオ，卒業時の学生意

見聴取，就職先意見聴取など各種データ

を収集・分析することにより，学生の学修

成果を検証する。  

■ 国際文化学科において，学生の履修状況に関する情

報をチューター等が共有し，教育の組織的改善につなげ

る。また，学修成果の検証の取組の一つとして，３年次に

課す「中国語」「韓国・朝鮮語」検定の受検について，問題

点の把握と改善に取り組む。 

・国際文化学科において，学生が記入した履修状況確認シート及び履修計画シート，キャリア・ポートフォリオ・ブックに基

づき，チューター面談を行い学修状況の把握に努めるとともに，面談内容を記録し，学科教員間で情報を共有した。 

・「中国語」，「韓国・朝鮮語」の学修成果を検証するため，８単位履修者に対して３年次での検定試験の受検を義務付け，

その結果に基づいて，非常勤講師を含めた担当者間で授業計画について協議した。なお，いずれの検定においても受検

者数，合格者数がともに増加した。 

 ■ 健康科学科において，学生アンケート等の結果に基づ

き学修成果を検証し，教育プログラムの見直しにつなげる。

また，栄養教諭養成プログラムの充実に向けて，非常勤講

師との連携の強化に取り組む。 

・小項目№３に記載のとおり，学生アンケートの結果に基づき，学修成果を検証した。 

・栄養教諭養成プログラムについて，客員教授との連携により，「教育実習（栄養教諭）」に係る事前・事後学修の内容を改

善するとともに，教育実習における成果を検証した。 

 

  ■ 経営情報学部において，学部重点事業として取り組む

学外試験の活用や学外実習の促進を通じて，学修成果の

把握や向上に努める。 

・小項目№４に記載のとおり，経営情報学部において学部重点事業「学外実習型専門演習による研究力・実践力向上の

取組」を実施し，その報告書により学修成果の把握に努めた。 

・経営情報学科において，学部重点事業「情報処理技術者試験の受験料助成事業」を実施し，基本情報技術者試験の団

体受験をサポートし，資格取得状況を調査した。（秋期試験後の取得率：１年次生０％，２年次生33.3％，３年次生

23.5％，４年次生37.9％） 

  ■ 生命環境学部において，学生アンケートの結果，GPA

値の推移，専門分野に係る資格試験の受検状況や合格率

などに基づいて，学生の学修成果の把握や検証に引き続

き取り組む。 

・正課科目の講義時間の一部を利用してeco検定，環境測定分析士，バイオ技術者試験の受検準備の支援を行い，その

合格率により学修成果の水準を確認した。 

eco検定：受検者130人（140人），合格者122人（132 人），合格率93.8％（94.3％） 

※全国平均73.0％ 

環境測定分析士：受検者21 人（18人），合格者17人（12人），合格率81.0％（66.8％） 

バイオ技術者試験：中級受検者39人（77人），合格者28人（68 人），合格率71.8％ 

（88.3％），上級受検者８人（９人），合格者４人（５人），合格率50.0％（55.6％） ※ （ ）はいずれも28年度実績 

 

 

 ■ 保健福祉学部において，引き続き全学生に対するチュ

ーター等による面談を行い，必要に応じて個別支援を行

う。 

・チューター，科目担当者，学生相談員，学科長がチームとして連携し，各学期の GPA が低い（学部基準：2.0未満，コミ

ュニケーション障害学科：2.5 未満）学生に対する面談や学修支援を行った。 

  ■ ルーブリックについて，総合教育センター（高等教育推

進部門会議）が中心となって，学内の先行事例を参考にし

て効果的な導入の拡大とその定着を図る。 

・総合教育センターとAP事業推進部会が連携し，「ルーブリック」の開発や運用を意識した FD研修会の開催など具体的

な取組を実施し，初年次導入科目「大学基礎セミナー」において，30年度前期からルーブリックの運用を開始することとし

た。 

・環境科学科において，学科独自のフォーマットでルーブリックを作成し，学修成果の把握・検証に取り組み，本学ウェブ・

サイトで公表した。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/life/180105.html 

  ■ 組織的な教育の実施を着実に定着・促進させる一環と

して，全学共通教育に関する情報や課題の，担当者間で

の共有化に努める。 

・全学共通教育の運営状況について，部門長と各科目担当主任等が主導して，科目区分ごとに担当者会議を適宜開催

し，教育目標・教育内容・評価基準などを相互に確認・点検し，課題の抽出と必要な改善に努めた。 

  ■ IR に係る取組を推進する一環として，「大学IR コンソー

シアム」に加盟し関係情報の収集に努めるとともに，学修成

果の経年把握や検証等に資する学生調査の導入につい

て，学内調整や準備を開始する。  

・大学IRコンソーシアムと協議を行い，コンソーシアムに参加することにより可能となるIR関連メニューについて検討を行う

とともに，本学の特性に応じた独自のIRの仕組みを検討するため，戦略・運営会議（2/14）において，IRシステムを提供す

る事業者からのプレゼンテーションの場を設け，本学としての対応の方向性について意見交換を行った。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，学修成果の把握と検証に努めた。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

7 〔適正な成績評価と単位認定〕 

平成２２年度に導入したＧＰＡ制度・ＣＡＰ

制を実際に機能させながら，ＧＰＡ分布の

学部学科間の共有化，ＧＰＣの公表など

により，組織として成績評 

価・単位認定並びに卒業・修了認定の適

正化に努める。 

■ 各学部・学科において，GPA 制度及びキャップ制の周

知とその適切な運用に努めるとともに，運用状況について

の検証を継続し，必要に応じて改善を図る。 

・各学部及び助産学専攻科の教授会（前・後期の単位認定会議）等において，GPA・GPC に関する情報の共有化と意見交

換を行った。また，学科長やチューター教員等が中心となって，GPA 値が低い学生に対する面談や個別指導（期初面談

を含む）等を行った。 

 ■ 総合学術研究科において，GPA 制度の運用状況に関

する検証を継続する。 

・各専攻で取りまとめた GPA 一覧資料を専攻会議及び代議員会で確認するなど，関係情報を共有し，的確な成績評価と

学生指導に活用した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

8 〔シラバス等の充実〕 

授業関連資料として，他の授業科目との

関連性に関する説明や他学部・他専攻学

生の履修の可否などの記述を含む，履修

科目選択用のコースカタログ（授業案

内），並びに各科目の各回の授業内容や

事前学習等の具体的な指示等を含むシ

ラバス（授業計画）を作成し，学生による

主体的な事前の準備や事後の展開など

を促す。 

■ 総合教育センターにおいて，教育情報や成績管理に

係る「教学システム」の更新を受けて，シラバスの学修支

援機能の充実など追加機能の有効活用に向けた取組を計

画的に進める。 

・「新教学システム」の機能を活用して，授業計画時におけるシラバスの担当者間での相互点検を実施し，全ての科目に

おいて組織的教育の推進，教育改革の着実な実施及び成績評価の厳格な実施等の観点から，記載内容や課題の明示

が適切か，記入漏れがないかなどについて，領域ごとに確認した。 

・教学システムの更新を受けて，学修指導・学生指導の強化に資する新システムの活用について，教職員に協力を要請

した。また，第２回FD研修会において，新機能等の周知に努めた。 

・ＩＣ学生証の読み取り以外の方法で出欠確認をしている場合においても，授業実施後に出欠情報を教学システムに入力

するよう要請するなど，同システムの更なる活用を促した。 

・総合教育センターと各学部・学科が連携し，「出席状況が思わしくない学生」の早期発見・指導に同システムの活用を促

した。 

・正課外で実施する各種講習会等への学生参加を促すため，「課外講習会等受講ポイント制度」を教学システムを利用し

て運用した。 

 

・以上のとおり，年度計画をおおむね順調に実施した。 

9 〔シラバス等の公開〕 

本学ウェブ・サイトへの掲載によりコースカ

タログを引き続き学内外に周知するととも

に，シラバスについては，学内者向けウェ

ブ・サイトに掲載し，その共有化を図る。 

■ 教学システムの更新を受けて，公式ウェブ・サイトから

各授業科目のコースカタログを検索・閲覧できる仕組みの

利便性の向上を図る。 

・小項目№８に記載のとおり，教員間の相互点検を経て，コースカタログに加えシラバスについても，公式ウェブ・サイトから

検索・閲覧を可能とした。（平成30年４月～） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

10 〔学修時間の実質的な増加・確保とその

的確な把握〕 

学生の主体的な学修を促す教育内容と

方法の工夫，並びに学修環境の改善，学

生の学修時間の実態把握などにより，学

生の学修時間の実質的な 

増加・確保を目指す。 

■ AP事業推進部会の主導のもと，AP事業計画に基づき

学生のアクティブ・ラーニングを促す取組を推進するととも

に，学修支援アドバイザーの養成等の各種支援制度を継

続し，引き続き，学生の学修意欲の向上に努める。 

・小項目№４に記載のとおり，AP 事業計画に沿って，県立広島大学型アクティブ・ラーニングの導入・実践支援や FDer養

成等の取組を推進するとともに，学修支援アドバイザーの養成を通じて，学生の学修意欲の向上を図った。 

FDer：養成人数16人，総数49人（28 年度36人） 

学修支援アドバイザー：養成人数93人，総数129人（28 年度42人） 

・27 年度に開始したアクティブ・ラーニングの導入状況に係る調査を継続し，結果を分析した。その結果，90％以上にの

ぼる高い導入率など，AP事業推進の成果を把握することができた。 

①アクティブ・ラーニング手法導入科目数 833科目（92.1％） 

②県立広島大学型アクティブ・ラーニング ※実施科目数 560科目（67.2％）  

※１学期に300分以上アクティブ・ラーニング手法を実施している科目 

・大学教育再生加速プログラム委員会（日本学術振興会）による AP事業の進捗に対する中間評価が行われ，本学の取

組（26～28年度）は，FDerを中心とした授業改善等において優れているとして，総括評価区分「Ａ」の高い評価を得た。

（Ａ：計画どおりの取組であり，現行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待できる） 

・学生の授業内外における学修を促進するため，AP事業において ICT機器の整備を継続し，ラーニングコモンズ等で利

用できるタブレットを庄原キャンパスに整備した。（他のキャンパスの整備状況：広島26 年度，三原28年度） 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 新入生や在学生を対象とする学生意識調査を引き続

き全学で実施し，学生の学修時間・行動の実態を把握し，

検証する。 

・総合教育センターにおいて，学生の状況の把握や学修成果の検証に役立てるため，全学において，新入生意識調査，

学生意識調査を実施し，FD 研修会でも活用するとともに，オープンキャンパスの保護者向け説明会で，学生生活の実態

説明に活用している。また，調査結果をウェブ・サイトで公開した。（29年度実施分の総回答者数2,168人，回答率

87.5％） 

「学生意識調査・新入生意識調査」集計結果 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/general-education/03-students.html 

  ■ シラバスを通じた課題の明示，学生による授業評価ア

ンケートにより，学修時間の確保並びにその状況の把握に

努める。 

・平成30年４月からのシラバス部分の公開（授業の詳細情報の公式ウェブ・サイトへの掲載）に向けて，教員によるシラバ

スの相互点検（小項目№８，９参照）を経て，ウェブ・サイトから検索・閲覧できる環境を整備した。 

・学生の授業外学修の状況把握について，調査結果の客観性や信頼性を高めるため，引き続き，授業評価アンケートか

ら関係調査項目の選択肢に判断基準となる学修時間を明示し，調査を実施した。29 年度においても同様の調査としたた

め，調査結果の客観性が向上するとともに，学修時間の変化の把握が可能となった。全学部生を対象に行った29年度調

査に基づく主体的な学修状況の概要は，次表のとおり。  

 

平成29年度の主体的な学修時間（１科目当たりの1 週間の平均）  ※ ( )は28年度調査結果 

区 分 
前期科目の学修時間 後期科目の学修時間 

4時間以上又
は1時間以上 

2時間以上又
は30分以上1

時間未満 

2時間未満又
は30分未満 

全くして 
いない 

4時間以上又
は1時間以上 

2時間以上又
は30分以上1

時間未満 

2時間未満又
は30分未満 

全くして 
いない 

全学共通 
14.2 
(12.1) 

33.6 
(31.2) 

37.2 
(39.0) 

14.9 
(17.7) 

15.1 
(13.0) 

36.0 
(35.5) 

35.0 
(37.2) 

13.9 
(14.3) 

専門科目 
16.0 
(16.3) 

34.2 
(37.0) 

38.2 
(37.0) 

11.7 
(9.7) 

18.9 
(18.3) 

34.8 
(36.0) 

35.2 
(34.5) 

11.1 
(11.2) 

教職科目 
9.6 
(6.8) 

23.0 
(26.9) 

51.7 
(53.0) 

15.7 
(13.2) 

13.1 
(8.3) 

22.6 
(27.7) 

46.6 
(46.2) 

17.7 
(17.8) 

 注）学修時間の４時間又は１時間は，それぞれ２単位又は１単位科目で必要とされる授業時間外の自主的学修時間 

 

学部専門科目等における主体的な学修時間（１科目当たりの１週間の平均）   

 

区 分 
前期科目の学修時間 後期科目の学修時間 

4時間以上又
は1時間以上 

2時間以上又
は30分以上1

時間未満 
2時間未満又
は30分未満 

全くして 
いない 

4時間以上又
は1時間以上 

2時間以上又
は30分以上1

時間未満 
2時間未満又
は30分未満 

全くして 
いない 

国際文化 
14.6 
(17.1) 

34.1 
(35.0) 

42.3 
(40.8) 

9.0 
(7.1) 

13.6 
(16.6) 

32.7 
(29.9) 

42.5 
(40.2) 

11.2 
(13.3) 

健康科学 
27.3 
(28.1) 

23.3 
(26.1) 

38.9 
(34.7) 

10.5 
(11.1) 

49.3 
(41.9) 

23.5 
(25.1) 

24.4 
(27.6) 

2.8 
(5.3) 

経営情報 
11.1 
(12.4) 

30.6 
(35.7) 

43.5 
(41.3) 

14.8 
(10.5) 

13.8 
(10.8) 

33.6 
(38.2) 

41.7 
(39.3) 

10.9 
(11.7) 

生命環境 
9.4 

(10.3) 
35.9 
(36.6) 

43.2 
(42.9) 

11.5 
(10.2) 

12.5 
(13.8) 

36.5 
(36.3) 

37.0 
(37.6) 

13.9 
(12.3) 

保健福祉 
20.0 
(19.1) 

37.0 
(40.7) 

31.3 
(30.4) 

11.7 
(9.8) 

20.2 
(20.4) 

37.7 
(39.0) 

30.9 
(30.1) 

11.3 
(10.5) 

全学共通 
14.2 
(12.1) 

33.6 
(31.2) 

37.2 
(39.0) 

14.9 
(17.7) 

15.1 
(13.0) 

36.0 
(35.5) 

35.0 
(37.2) 

13.9 
(14.3) 

・全学共通教育科目については，２時間以上，４時間以上と回答した学生の割合が28年度に比べて前期4.5ポイント，後

期2.6 ポイント増加した。 

17



№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

   ・専門科目では，同区分（２時間以上・４時間以上）での増加傾向は認められず，特に前期は3.1ポイント減少しており，「全

くしていない」と回答した学生の割合が２ポイント増加していた。 

・教職科目では，同区分を選択した学生の割合が僅かながら減少しているが，４時間以上と回答した学生の割合が，前期

2.8 ポイント，後期4.8 ポイント増加していた。 

・これらの結果から判断して，主体的な学修時間の確保については，一層の配慮と工夫が必要であることから，30 年度コ

ースカタログ・シラバスにおいて「準備学修」の記載もれがないかなどの点検を組織的に実施した。 

 

・以上のとおり年度計画を順調に実施し，学生の主体的な学修の拡大や授業改善に取り組み，AP事業の中間評価におい

て高い評価を得ている。更に，シラバスの学外公開を推進していることから，総合的にみて年度計画を上回るレベルで実

施していると判断した。 

11 〔全学的な教学マネジメントの確立〕 

学長を中心として，教学担当副学長，学

部長及び専門的な支援スタッフ等がチー

ムを編成し，人材育成目標等に応じた教

育課程（プログラム）の編成・改善，並びに

教員の教育力の向上を含む諸課題の発

見と解決に資する，全学的な教学マネジ

メントの確立を目指す。 

■ 大学運営や組織体制，職員の能力開発に関する先進

事例の把握や課題の抽出に，引き続き取り組む。 

・学外で開催される研修会に計画的に関係職員を派遣するとともに，学内においても「ええじゃんトーーク！」などを通じ

て，課題の抽出や改善策の提案を行った。（小項目№80-1参照） 

・29年度からのSD研修の義務化を踏まえ，研修体系を整備し，高等教育や県の施策・マネジメント手法に関するSD研修

（教職員共通）を実施した。（受講者数1,209人） 

■ 全学的な教育改革（アクティブ・ラーニングの推進，入

試改革等の高大接続改革等）について，初等中等教育か

ら大学までを見通して企画できる教員を総合教育センター

に配置し，広島県教育委員会・県立高等学校との連携等を

推進する。 

・中等教育の現場での経験が豊富で，初等中等教育及び教育改革に精通した教員を総合教育センターの専任教員として

配置した。 

・総合教育センター・高等教育推進部門の下に教育改革推進ワーキンググループを設置し，AP事業担当と総合教育セン

ターが連携を深め，事業推進体制を構築した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

12 〔専門的な支援スタッフ等の活用と養成〕 

全学的な教学マネジメントを機能させるた

め，教員の適切な配置等に努めるととも

に，専門的な支援スタッフの活用を検討

し，教員だけでなく，職員等の専門スタッ

フによる組織的参画とその能力開発を促

進する。 

■ 小項目No.11 の再掲 ・小項目№11 に記載のとおり実施した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

13 〔全学共通教育推進体制の強化〕 

社会人としての基礎力，汎用的能力，幅

広い教養，異文化理解・活用力を身につ

けた，グローバル化が進む企業や地域社

会で活躍できる実践力のある人材を育成

するため，全学共通教育を推進・統括す

る総合教育センターの機能・体制を強化

する。具体的な取組として，全学的な教

学マネジメントの下，全学共通教育と専門

教育の有機的な連携を図れるよう，全学

共通教育に係る全学支援体制※を強化す

る。また，教員の専門性を活かして他学

部・他学科で担当する全学共通教育科目

を増やす取組を推進する。 

■ 29 年度から開講する「教養ゼミ」の適切な運営に取り

組み，その理念の定着を目指す。また，各部局等との協力

体制をより強化し，全学共通教育プログラムの改善に継続

的に取り組む。 

・「教養ゼミナール」については，「ものの見方・考え方並びに生き方を問い直すため」の７つのテーマに 16人の学生が履

修した。 

・全学共通教育の中間総括，27年度後期から継続して実施してきた受講動向やアンケート結果に基づく検証を踏まえて，

次のような改善に取り組んだ。 

① 担当教員の増員と履修者数が多い科目における協力教員の確保 

② 「広島と世界」科目群における履修者の特定科目への集中を回避するための，プログラム改善，授業形態の変更の 

検討 

③ 教養ゼミナールの受講者確保に向けて，27年度以前入学生の聴講を促すとともに30年度入学生からの配当年次 

の変更 

・新設した「宮島観光学入門（英語）」については，履修者数の上限を20人とし，TOEIC スコア 450点以上を履修要件とし

た。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

14-

1 

 

〔副専攻プログラムの導入と他学部履修

等の促進〕 

広い視野と専門性を兼ね備えた人材の育

成，高い到達目標への挑戦等，多様化す

る学生のニーズに対して多様な学びの機

会を提供するため，学部学科の特色づくり

の一環として，主専攻分野の内外で体系

的に学ぶことができる副専攻※プログラム

を一部の学部学科において導入し，成績

優秀者や他学部生の発展的学習が可能

になるカリキュラムの提供を検討する。 

■ 副専攻プログラム「異文化間コミュニケーション」につい

て，プログラムの充実を図るとともに，引き続き円滑な運営

に努める。 

・副專攻プログラム「異文化間コミュニケーション」について，オリエンテーションにおいてプログラムの特徴などの丁寧な説

明を行い，周知と積極的な履修を促した。 

・小項目№13 に記載のとおり，同プログラム必修科目「教養ゼミナール」について，受講対象者の拡大を図ったほか，プロ

グラムの充実に資する「宮島観光学入門（英語）」を新設した。 

・同プログラム必修科目「県大生として学ぶ広島と世界」「留学生と学ぶ広島」（何れも１～４年次配当）の履修者数は365

人，64人，２～４年次配当科目「異文化としての日本」の履修者は 33人（４学部の合計）で，好評であった。 

■ 各部局等と協力して，新たな副専攻プログラム（案）の

開発を試みる。 

・学部等再編推進委員会の下に設置した各キャンパス部会における教育課程編成イメージの検討に合わせて，学生が将

来の進路等にあわせて主体的に選択できる副専攻プログラム案の洗い出しを行った。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

14-

2 

 

また，他学部履修等を促進するための効

果的な仕組みを導入する。 

■ 全学共通教育「自由選択」科目区分の対象となる授業

科目（教育ネットワーク中国提供単位互換科目，学部開放

科目）を明示し，当該科目の履修を促進する。 

・自由選択科目枠の対象となる学部開放科目（44科目）を明示し，それらの積極的な履修を促した。教育ネットワーク中

国の単位互換科目の活用については，他大学学生の本学提供科目の履修者11人，本学学生の他大学提供科目の履修

者４人であった。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

15 

★ 

〔学部学科の再編に係る検討〕 

グローバル化が進む企業や地域社会の

課題に主体的に取り組み，住民の健康の

増進や生命・食料・環境に関わる分野の

専門知識や技術を修得させ，高度の専門

性と幅広い知識を活用して問題解決に導

く実践的な能力を有する人材を，適切か

つ効果的に育成するとともに，教育面での

本学の特色を伸長するため，県内他大学

との連携等に係る動向を視野に入れなが

ら，学部学科の再編について検討する。 

■ 学部等再編推進委員会及び同推進室を設置し，教育

組織の再編等に係る方針（案）を更に具体化する。 

・29 年４月に学部等再編推進室を設置し，７月には法人としての学部等再編方針を取りまとめた。更に９月には，学部等

再編推進委員会及びその下にキャンパス別の部会，大学院部会等を設置し，法人方針に基づき，人材育成目標や３つの

ポリシーなどの具体化を進めた。 

・小項目№１に記載のとおり，再編後の人材育成目標を「課題探究型地域創生人材」の育成と定めた。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，教育組織の再編等に係る方針（案）の具体化を着実

に進めた。 

16 

★ 

〔修士・博士課程の再編〕 

学部学科の再編の動向を視野に入れな

がら，優れた研究者養成機能の強化，地

域産業及び地域社会を支える高度専門

職業人の育成を図るため，大学院総合学

術研究科の修士・博士課程の再編につい

て検討する。 

■ 前項の学士課程における再編の方向性を視野に入れ

ながら，総合学術研究科の修士・博士課程の今後のあり方

に関する方向性を更に具体化する。 

・学部等再編推進委員会の下に設けた大学院部会において，総合学術研究科の現状や学士課程に係る再編の検討状況

など踏まえ，大学院再編の方向性について検討を進めた。 

・小項目№１に記載のとおり，再編後の大学院のあり方に係る検討を開始するとともに，人材育成目標（案）の具体化を図

った。 

・保健福祉学専攻については，社会人学生からのニーズを踏まえ，博士課程設置に係る情報収集等を行った。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，総合学術研究科の今後のあり方に関する方向性を

具体化した。 

17 〔アドミッション・ポリシーの明確化と発信〕 

アドミッション・ポリシーについて，ディプロ

マ・ポリシーとの整合性の観点から点検・

見直しを行い，受入れる学生像を明確に

し，学内外に積極的に周知する。 

■ 各学部や研究科において，アドミッション・ポリシーの点

検を行い，必要に応じて見直しを行う。 

・小項目№２に記載のとおり，アドミッション・ポリシーについては入学者選抜の基本方針を追記し，本学ウェブ・サイトで公

表した。 

■ 平成28年度に整理したアドミッション・ポリシー等の周

知について，引き続き，ソーシャル・ネットワーク・サービス

（SNS）やウェブ・サイト，入試広報用の冊子を活用するとと

もに，高校訪問，公開授業，オープンキャンパス，高大連

携講座等の機会を通じて効果的に行う。 

・年度計画に基づいて実施した広報活動，並びに高校訪問，オープンキャンパス等の機会（小項目№19参照）を活用し，

アドミッション・ポリシー等の周知に努めた。 

19



№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 「高大接続改革実行プラン」に基づく改革の方向性に

留意し，関係情報の収集や学内共有化に努める。 

・小項目№２に記載のとおり，関係情報の収集や学内共有化に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

18-

1 

 

〔入学者選抜方法の改善〕 

アドミッション・ポリシー及び志願状況に基

づき，入学後の成績調査等の状況を踏ま

え，必要に応じて，入試科目や選抜区分

別の募集定員の見直しなど，入学者選抜

方法の改善を行う。 

■ 全学及び各学部・学科において，平成29年度入試の

結果を分析し，必要に応じて入学者選抜方法の見直しを行

う。 

 

・入学試験委員会及び各学部・学科において，29年度入学者選抜結果に係る分析を７月～29 年４月に前倒して実施し，

29 年度第１回同委員会（４月）において情報共有を図った。また，30 年度入学者選抜結果についても，同様に実施した。 

・多様な経験を持つ優秀な学生の確保のため，国際文化学科において留学体験等を重視する「異文化体験枠入試」を新

設したほか，生命環境学部においては留学経験を面接試験の評価の中で加点，健康科学科及び経営情報学部において

は，留学経験を総合的に評価するなどの仕組みを導入した。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた取組を順調に実施し，併せて留学体験等を重視する「異文化体験枠入試」の新設によ

り，優秀な学生の確保につなげていることから，年度計画を上回って実施しているレベルと判断した。 

18-

2 

また，学生収容定員の適正な規模につい

て検討する。 

■ 学部・学科等再編に係る方向性の具体化に併せて，

社会情勢も踏まえ，学生定員の適正規模について検討す

る。 

・入試委員会議において，全学的な視野から学生定員の適正規模について検討した。 

 

・以上のとおり，年度計画をおおむね順調に実施した。 

19 〔戦略的な広報による優秀な学生の確保〕 

優秀な学生を確保するため，オープンキ

ャンパスや高校訪問・高大連携事業等に

よる高校生への広報活動を積極的に行う

とともに，受験生の志望動機等の分析に

基づいた戦略的な広報活動を行う。  

■ 大学の知名度を更に向上させるため，引き続き，ウェ

ブ・サイトやSNS の充実・活用を推進するとともに，大学説

明会やオープンキャンパスを実施する。 

・年度計画に基づいて，知名度の向上に資する次の取組を実施した。 

○高校訪問や公開講座等による高校生への広報活動の実施 

○大学説明会，オープンキャンパス，「県大へ行こう」の実施 など 

○各学科のウェブ・サイトや SNSを活用した高校生にとってタイムリーな情報の提供 

○専門演習（ゼミ）を高校生に公開し，少人数専門教育の体験の場を提供（経営情報学部） 

○生命環境学部における体験実験実習（「県大へ行こう in 白楊祭」）の開催 

・大学説明会やオープンキャパスにおいて，新たにスマートフォンアプリによる AR動画の配信を行った。 

・本学ウェブ・サイト管理者を講師として，効果的なウェブ・サイトの作成方法に係る全学広報研修会を実施し，教員一人ひ

とりが広報マンであることの意識付け，ウェブ・サイトを通じた積極的かつ即時的な情報発信への動機付けの機会とした。

（3/16，58人参加） 

ウェブ・サイトの総ページビュー数：4,504,333 回（28年度4,441,497，27年度4,433,596） 

  ■ 総合教育センターと地域連携センターが連携し，多様

な高大連携公開講座や授業公開等を実施する。また，出

前講義も含めて，高校訪問を引き続き実施する。 

・総合教育センター，地域連携センター及び各学部が連携し，高大連携公開講座の充実に努めた。（12講座に40校から

275人が受講） 

・教育ネットワーク中国が備北地区で開催した中高大連携公開講座に４講座，提供した。（７月，９校から100人が受講） 

 出前講義：61 校，高校訪問：178校 

  ■ 総合教育センターが各学部・学科と連携し，入試広報

用資料の一つとして「県立広島大学卒業論文題目・要旨集

（平成28年度）」をとりまとめる。 

・総合教育センターと各学部・学科が連携し，高校生への広報資料の一つとして「県立広島大学卒業論文題目・要旨集

（平成28年度）」をとりまとめ，高等学校の進路指導教員との懇談会における配付資料などとして活用した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

20 〔社会人の受入れ促進〕 

各学部及び研究科の各専攻は，社会人

特別選抜入試や科目等履修生・聴講生の

受入れ，長期履修学生制度の運用，履修

証明制度の導入など，それぞれの受入れ

方針に沿った社会人の受入れを積極的に

行い，社会人教育の充実を図る。 

■ 社会人特別選抜入試や科目等履修生・聴講生の受入

れなどにより，社会人の受入れを引き続き実施する。 

・29 年度入学者のうち，社会人特別選抜による入学者数は学部４人，大学院総合学術研究科22人，経営管理研究科

26 人であった。また，科目等履修生４人（延べ５科目，学部・大学院２科目），聴講生10人（延べ 12人，広島 7人，三

原３人）を受け入れた。 

・30 年度入学者選抜試験（社会人特別選抜）において，学部は２人が合格・入学し，総合学術研究科は18人が合格（入

学17人），経営管理研究科30 人の社会人が合格・入学した。 

・履修証明制度については，制度改正の動向や他大学の導入状況などに関する情報収集に努め，30年度にその具体化

を図ることとした。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 大学院の各専攻において，引き続き，長期履修制度を

適切に運用する。 

・総合学術研究科において長期履修制度を運用し，社会人の大学院生16人（人間文化学専攻５人，保健福祉学専攻11

人）が活用した。 

・経営管理研究科において長期履修制度を運用し，１人が活用した。 

  ■ ビジネス・リーダーシップ専攻において，「科目等履修

生制度」による社会人の受入れを開始するとともに，同専

攻の入学志願者数の拡大に資する当該制度の改善を図

る。 

・ビジネス・リーダーシップ専攻において，新たに導入した科目等履修生制度による受講者10人のうち，２人が30 年度入

学者選抜試験を経て入学した。 

・新たな募集区分（企業等推薦）を設け，10社以上からの出願意向があり，想定を大きく上回る受験者及び入学者を得

た。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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41 

◆ 

〔留学生の確保と教育・支援〕 

求める留学生像を明確にし，留学生受入

れ計画を策定するとともに，海外向け広

報活動の充実，並びに国際交流協定締結

校や本学への留学経験者等への継続的

な情報発信を行うことにより，より多くの優

秀な留学生を確保し，適切な教育及び支

援を行う。  

〔数値目標：留学生受入数…120人（平成

30 年度）〕                       

■ 既に開設している英語版ウェブ・サイトの充実を図る。 ・国際交流センターにおいて，28年度に全面的に見直した英語版ウェブ・サイトの掲載情報を更新するとともに，更なる充

実のため，同センター内で意見交換を行った。 

http://international-center.pu-hiroshima.ac.jp/ 

■ 国際交流の推進に係る学部提案事業について，平成

28 年度に改正した制度のもとで外国人留学生の受入れの

拡大を図る。 

・国際交流センターが各学部等の協力のもと，３件の短期受入プログラムを実施し，16人の留学生を受け入れた。（豪州

５人，韓国６人，スペイン５人） 

■ 受入れ留学生に対する支援の一環として，日本語のプ

レースメントテストの実施，ビジネス日本語教育や日本語能

力試験の受検支援などを実施する。 

・受入れ留学生に対する支援の一環として，日本語のプレースメントテストを実施し，その結果に基づいて日本語や専門科

目の受講に関する助言を行い，ビジネス日本語研修を実施するとともに，日本語能力試験に係る模擬試験や受検料の助

成を実施した。 

 ■ 総合学術研究科情報マネジメント専攻及び生命システ

ム科学専攻において，選抜区分「イングリッシュトラック」に

よる秋季募集を実施し，協定校との連携のもとで入学者の

確保に努める。 

・総合学術研究科情報マネジメント専攻と生命システム科学専攻において，イングリッシュトラック制による秋季募集を実施

し，情報マネジメント専攻で中国から１人の学生を受け入れた。 

・イングリッシュトラック生を確保するため，情報マネジメント専攻において中国の４大学（大連民族大学，成都大学，西南

交通大学，四川農業大学），英国のアルスター大学を10月に訪問し，イングリッシュトラックや学部等の紹介，並びに学術

交流を行った。また，生命システム科学専攻においても，教員が協定校５校を訪問し，学生支援や教育・研究内容等を紹

介した。 

・生命システム科学専攻の留学生２人について，イングリッシュトラックによる入学の意志があることを確認した。 

  ■ 広島キャンパスの留学生のための宿舎の確保に努め

るとともに，庄原キャンパスにおいては，引き続き，教職員

宿舎の活用・整備を着実に進める。 

・広島キャンパス近隣で，安価で一定数確保できる民間アパートの調査を行い，23室を確保するとともに，庄原キャンパ

スでは，教職員宿舎内に留学生用宿舎を新たに２室整備した。 

  ■ 国際文化学科において，新たな大学間国際交流協定

の締結を視野に，タイの大学との交流を促進する。   

 

〔数値目標：留学生受入数…110人〕 

・国際文化学科教員１人，学生12人が，ブラパー大学（タイ）を訪問（9/4～9）し，授業の聴講，学生交流等を行うととも

に，国際交流協定締結に向けた協議を行った。 

 

〔留学生受入数…117人（年度累計）〕 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた多様な取組を着実に実施し，留学生受入数に係る数値目標を達成していることから，

年度計画を順調に実施しているレベルと判断した。 

 

参考：29 年度「学生意識調査」集計結果（４年次生，回答者総数：490 人）によると，「本学は国際化への対応について，

積極的であると思いますか」の設問に対して，肯定的な回答（積極的・やや積極的）の割合は75.1％であった。（28年度

63.3％，27年度46.0％，26年度44.5％） 
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22 

◆ 

〔定員充足率の改善〕 

定員充足率※に課題を有する研究科の専

攻にあっては，教育内容の充実，進学者

の増加策，積極的な入試広報などに総合

的に取り組み，定員充足率の改善を目指

す。併せて，取組の成果を検証し，改善

策を検討する。          

〔数値目標：研究科全体の定員充足率…

100％（各年度）〕 

■ 小項目No.21 の再掲 ・小項目№21に記載のとおり，情報マネジメント専攻において，29年度秋入学のイングリッシュトラックによる入学者選抜を

実施し，中国から1人の学生が入学した。  

・生命システム科学専攻の同選抜区分における入学者の確保に向けて，教員が協定校５校を訪問し，教育・研究及び学

生支援内容等を紹介した。 

■ 総合学術研究科における定員充足率100％の実現に

向けて，引き続き広報活動等を強化するとともに学内で進

学説明会を実施する。  

 

〔数値目標：研究科全体の定員充足率…100％〕 

・イングリッシュトラックを含む学生募集を行い，研究科全体の定員充足率（30年６月末現在）は 88.0％（入学者66人／

定員75人）であり，30年度秋入学に係るイングリッシュトラックの募集人員５人を除いて算出した充足率は94.3％であっ

た。 

（参考）29 年度94.3％，28年度111％，27年度77.5％，26年度80.0％ 

・各専攻において，ウェブ・サイトや専攻紹介のパンフレットを活用した広報活動を実施するとともに，学部３・４年次生を対

象とする進学説明会を開催した。また，情報マネジメント専攻においては，広島YMCA専門学校を訪問し，進学希望者(10

人)に対し，説明会を開催した。 

 

・以上のとおり，定員充足率は高い水準を維持しており，併せて情報マネジメント専攻のイングリッシュトラックにおいて入学

者を確保していることから，年度計画をおおむね順調に実施しているレベルと判断した。 
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★ 

〔卒業時に保証する能力水準の具体化と

その確保〕 

学士課程教育の学修成果として，基礎学

力や専門知識とともに，現代社 

会や次代を生き抜く基礎となるコミュニケ

ーション力やプレゼンテーション力，問題

発見・解決力，論理的思考力，異文化理

解・活用力などを重視し，全学共通教育

や専門教育の充実に総合的・組織的に取

り組み，本学在 

学中に専門分野にかかわらず全ての学生

に保証する（修得させる）力を「県立広島

大学スタンダード」＜仮称＞と定義し，そ

の具体化と確保（修 

得）を図る。（関係項目24～30，33，34） 

■ 小項目No.２の再掲 ・小項目№２に記載のとおり。 

■ 国際文化学科において，卒業論文の水準の向上に向

けて，初年次からの履修指導やルーブリックの活用に取り

組むとともに，同論文の最終報告会を学科行事として実施

する。 

・国際文化学科において，初年次からの体系的な学びを実現させるため，教育課程を可視化したカリキュラムマップを活

用して履修指導を行った。 

・卒業論文の質的向上を図るため，ルーブリックを作成し，３・４年次生全員に公開した。 

・卒論最終発表会をポスター発表に改め，教員・学生が全ての発表に質疑応答ができる形式にした。 

・卒論中間報告会ではコメントシートを導入し，発表者が他の学生や教員から寄せられた様々な疑問・意見を，卒論執筆

に活かせるようにした。 

 ■ 健康科学科において，学生アンケート等の結果に基づ

き，学生が修得した力の把握に努めるとともに，その力やス

キルのレベルを学生が自ら客観視できる実習内容の拡充

に取り組む。 

・健康科学科において，小項目№３に記載のとおり，アンケート等の結果に基づいた検証を行った。 

・総合演習（３年次生37人履修）において，外部講師として保健所・保健センター，病院管理栄養士計７人，腎臓病治療

中の患者５人を招聘し，多様な講話の提供を通じて学生自身に学修目標や課題を再確認させるなどの工夫を行い，教育

内容の改善を図った。30年３月卒業者へのアンケート結果は以下のとおり。 

学科の教育プログラム全体に対する満足度：「とても満足」「満足」と回答した割合：82.4％（回答数29/35 人） 

管理栄養士免許取得課程に対する評価：「良かった」と回答した割合：97.0％（回答数32/33人） 

栄養教諭免許取得課程に対する評価：「良かった」と回答した割合：80.0％（回答数８/10人） 

 ■ 経営情報学部において，課題発見・解決力，論理的思

考力，コミュニケーション力の向上，並びにアクティブ・ラー

ニングの拡大に留意して，教育プログラムの充実を図る。 

・小項目№４及び６に記載のとおり。 

   ■ 環境科学科において，卒業時に保証する能力水準の

確保に関する取組の一環として，卒業論文の中間発表（３

年次）及び中間報告書の提出（４年次）を課し，その後の指

導につなげる取組を継続する。 

・環境科学科において，卒業時に保証する能力水準を確保するため，３年次に卒業論文の要旨の提出とポスター発表

（12/5）を課し，学科教員による組織的評価を行った。また，４年次の卒業研究Ⅱでは，提出期限を 10月末に設定し，最

終発表前に学生に自らの到達度を確認させる工夫を行った。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/life/171205.html 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/life/2017intpre.html 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/environmental/180207.html 

  ■ 保健福祉学部において，ヘルスサポーターマインド（コ

ミュニケーション力，倫理的思考力，ニーズに気づき行動

する力）の修得に向けた取組を継続する。 

・保健福祉学部において，コミュニケーション力，倫理的思考力，ニーズに気づき行動する力の修得に向け，臨床的能力

試験（OSCE)や模擬患者演習（SP）に取組んだ。 

・養護教諭二種免許状の取得に係る特別措置授業（「保健体育理論」など３科目）について，対象となる看護学科卒業生

の意向を確認しながら，着実に実施するとともに，引き続き周知に努めている。 

22



№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

    

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保に

努めた。 
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★ 

◆ 

〔英語力の全学的な養成〕 

グローバル化への対応の基礎として，英

語力に応じた習熟度別クラス編成と少人

数教育，ｅラーニングシステム ※の活用促

進，TOEICスコアなどの単位認定への活

用などを通して，英語力の全学的な向上

に努める。          

〔数値目標：２年次修了時までに

TOEIC450点以上の到達者の割合…

90％以上（平成30年度）〕 

■ 総合教育センターが主導して，TOEIC・TOEFL 検定料

補助制度の運用並びに具体的な達成目標の設定により，

全学的な英語力の向上に取り組む。 

                     

〔数値目標：TOEIC受検者のうち450点以上の到達者の割

合…40％以上〕 

・28 年度に引き続き，TOEIC・TOEFL 検定料補助制度を運用した。TOEIC-IP テストの実施日が，学外実習と重なった影響

等により，受検率は１・２年次生の 48.3％に留まった。一方，２年次修了時までに 450点に到達した学生の割合は，受検

者のうち 49％であり，目標数値を達成することができた。 

受検率：29年度（１・２年次生）受検者数581人（756人），受検率48.3％（62.6％）            

１年次生受検者数580人（683人），受検率67.9％（83.0％） 

２年次生受検者数207人（324人），受検率27.4％（42.4％）    ※ （ ）はいずれも 28年度実績 

〔数値目標：TOEIC 受検者のうち450点以上の到達者の割合…49％（28年度40％）〕 

・総合教育センターにおいてこれまでのデータを分析し，全学的な語学力向上のため，30年度から以下の取組を実施す

ることとした。 

 ①必修科目「英語Ⅰ」（１年次前期配当）及び「英語Ⅳ」（２年次後期配当）について，学期末に実施するTOEIC-IP テス 

トの受検を単位認定要件とする（前・後期とも，定期試験期間直後を試験日として確保）。 

 ②29年度に導入した新CALLシステムを活用し，eラーニングの積極的な利用の促進とともに，授業外学修支援の充実 

を図る。 

  ■ 同補助制度の運用を通じて収集した２年分の情報を分

析し，その結果を新たに開発する eラーニング教材に反映

する。 

 

・学修環境の整備の一環として，新CALL システムの活用促進に取り組み，英語の４技能の修得とともに，学力の３要素の

向上，とりわけ主体性の育成を目指すという本学の語学教育の方針に基づき，指導を行った。 

・moodle サーバ上に継続して自動採点やフォーラム機能を組み込んだ教材を作成し，授業外学修を促した。29年度の

moodle 新規登録者は６コース 340人であり，英語の自学自習に役立てた。 

・CALL システムの更新にあわせてアクティブ・ラーニング対応型のシステムに改修し，TOEIC目標得点別の学習プログラ

ムからなるNetAcademy NEXT を導入した。新しいｅラーニング教材を後期授業や課外の TOEIC講座で利用した。 

 

・以上のとおり，１・２年次生の受検率は下がったものの，数値目標は達成しており，30 年度からの受検率及び得点向上対

策の具体化にも取り組んでいることから，年度計画をおおむね順調に実施しているレベルと判断した。 

25 〔地域社会で活躍できる実践力等の育成〕 

豊かな教養に支えられた洞察力を持ち，

主体的に考え，行動し，地域社会で活躍

できる実践力を育成するため，専門教育

を支える幅広い基礎となる「教養科目」，

学部学科の枠組みを越えて地域に関する

理解を深める「地域科目」，高度な情報・

コミュニケーション能力を養成する「リテラ

シー科目」などを一層充実するとともに，

学生個人に応じた到達目標の明示や，ア

クティブ・ラーニング ※の積極的な導入を

図る。 

■ 全学共通教育について，その理念に基づいた教育の

実施状況等に関する検証を開始し，長期的視野に立った

見直しにつなげる。 

・全学共通教育の履修者数や受講状況などを検証し，開設科目の見直しや配当年次の調整を行った。また，「広島と世

界」科目群の一部の科目について履修学生数に上限を設定することとし，授業の運営をサポートする協力教員の配置を

決定した。 

・学部等再編の枠組みの中で，27年度から開始した新たな全学共通教育の運営状況を検証し，今後の課題を整理した。 

 ■ 平成29年度から開講する全学共通教育科目「教養ゼ

ミ」及び新設科目「宮島観光学入門（英語）」について，円

滑な運営に努めるとともに，学生の履修動向等を踏まえた

検証を行う。 

・小項目№13 に記載のとおり，「教養ゼミナール」については少人数の授業形態で実施し，理念の定着を図った。 

・新設科目「宮島観光学入門(英語）」については，学修効果の向上を目的として、受入人数を20人とし，TOEICスコア450

点以上取得という履修要件を設け，12人の学生が履修した。広島県教育委員会からの依頼で，オーストラリアの研修生

（高校生）に宮島を案内した。 

 ■ 学修方法を見直した「地域の理解」について，授業評

価アンケート等の結果を踏まえて学修成果の検証を行う。

また，アクティブ・ラーニングを積極的に導入した効果に関

する情報を，各学部・学科と協力して収集する。 

・「地域の理解」について，授業評価アンケート等の結果を踏まえ学修方法を見直し，全体報告を行う意義やレポート評価

の指針をあらかじめ学生に示し，学修効果が上がるよう丁寧に説明した。 

 

 ■ AP の取組の一環として，学生のフィールドワークやキ

ャンパス間交流等の拡大に資する支援制度や教員研修

を，AP事業推進部会と総合教育センターが連携して行う。 

・AP の取組の一環として，フィールドワークやキャンパスを越えた合同学修に係る支援制度の積極的な活用を促すため，

バス借上げ等の支援対象を明確にするとともに，当該制度の学内周知に努めた。支援実績：29年度20件3,063,593円

（28 年度12件2,414,030 円） 

・小項目№４に記載のとおり，AP 事業推進部会と総合教育センターが連携して，FDer 養成講座を５回実施した。 
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・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

26 

◆ 

〔国家資格取得のための実習や地域活動

を通じた学生の社会的自立の支援〕 

国家資格取得のための実習，地域社会に

おける学生の実践活動（ボランティア，地

域課題解決に係る調査や提案等）の単位

化などにより，地域活動に必要とされる資

質や素養，主体性や責任感などの育成を

支援する。  

〔数値目標：学外実習・学外実践等科目

※履修率…95％（平成30 年度）〕（各学

部・学科）        

■ 健康科学科及び保健福祉学部において，実習施設と

の連携の強化により実習内容の充実に努める。 

〔関係６学科の数値目標：学外臨地実習履修率100％〕 

・健康科学科において，「臨床栄養臨地実習」等に係る報告会資料の実習施設（10病院・医療センター）への送付，同施

設の指導者との情報交換会（出席者：病院側３人，教員６人）の実施などにより実習施設との連携の強化を図った。 

〔学外実習・学外実践等科目履修率…100％〕 

・保健福祉学部において，看護学科実習指導担当者協議会（看護学科）や，臨床実習指導者会議を開催（理学療法学

科・作業療法学科）した。また，コミュニケーション障害学科においては，三原市失語症友の会（患者会）のプログラムを企

画・運営し，実習の充実を図った。人間福祉学科においては，「こころネットみはらまつり」への参加を精神保健福祉援助実

習の一環として位置づけ，実習内容の充実を図った。 

・新たな実習施設として，理学療法学科が３件，人間福祉学科においては社会福祉実習６件，精神保健福祉実習８件を

開拓した。 

〔学外実習・学外実践等科目履修率…100％） 

■ 各学部・学科において，学生の学内・学外での多様な

実践活動（地域の行事やイベントを支援するボランティア，

地域課題解決に係る調査や提案等）への参加を，引き続

き促進する。 

・主な活動として，日本語教育や中国語教育に関心を持つ国際文化学科学生９人による，基町小学校での外国籍児童に

対する学習支援活動，健康科学科学生30人による「Calbee Future Labo の新商品開発プロジェクト」への参加，経営情報

学部学生（経営情報学科３人，経営学科５人）の地域戦略協働プロジェクト事業への参加，経営学科学生６人による，株式

会社サンフレッチェ広島のスポーツマネジメントに関する調査，企画提案，生命環境学部学生20人の「ゆるるの森づくり」

事業への参加，同学部生14人と大学院生２人による野草等の地域資源を活用した入浴剤の開発研究（地域戦略協働プ

ロジェクト），保健福祉学部学生の「アダプテッドスポーツサークルによる広島県民の健康増進活動」（参加者数：約100

人），「第28 回トライアスロンさぎしま」運営支援（66人）などがある。 

  ■ 国際文化学科において，「教育実習」や「博物館実習」

の事前・事後学修の支援等を通じて，免許・資格の取得を

支援する。 

 

〔その他各学部・学科の数値目標：学外実習・学外実践等

科目履修率…75％〕 

・国際文化学科において，「教育実習」の事前学修として関係教員の指導のもと，複数回の公開模擬授業を課すとともに，

事後学修として実習の反省，総括，評価を学生自ら行う機会を設けた。 

・「博物館実習」においては，学生が受入先を選定・依頼し，事前学修として各実習施設の概要をプレゼンテーションしたほ

か，事後学修に実習日誌を活用した。学外館務実習の実施率は100％（９人）を達成した。 

・広島市立宇品中学校と連携し，教職を目指す学生のために教育現場の体験活動を推進した。（８人登録） 

〔学外実習・学外実践等科目履修率…国際文化学科100％〕 

  ■ 経営情報学部において，学外での実践的な活動を含

む演習・実習科目をフィールド科目と位置づけ，ボランティ

ア活動や地域貢献活動などに取り組む。また，これらの取

組を通じて，学生と地域住民との交流を促進する。 

・小項目№４及び６に記載のとおり。 

・経営学科の学生が「魅力発信グランプリ」に参加し，広島県内の中小企業若手社員とともに，中小企業の魅力を伝える採

用パンフレットを作成・発表し，敢闘賞を受賞した。 

〔学外実習・学外実践等科目履修率…経営学科89.1％，経営情報学科100％〕  

  ■ その他の学部・学科においても，当該学部等が学外実

習・学外実践と位置づけた科目の履修を促進する。 

 

〔学外実習・学外実践等科目履修率…生命科学科93.2％，環境科学科89.8％〕 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組を実施し健康科学科及び保健福祉学部においては数 

値目標（100％）を達成し，その他の学科においても当該年度の数値目標を達成していることから，年度計画を順調に実

施しているレベルと判断した。 

27 〔初年次教育・キャリア科目の充実〕 

他者とともに豊かな社会づくりに貢献でき

る人材を育成するため，学生の大学への

適応支援から就業力養成までの，大学や

社会への円滑な移行を支援する初年次

教育科目やキャリア科目（就業力育成プレ

ミア科目※を含む。）の充実を図る。 

■ 各学部・学科において，「大学基礎セミナー」が全学共

通教育の要であるとの認識のもと，教員間の連携により当

該科目を運営し，新入生の大学への移行を支援するととも

に，引き続き内容の充実を図る。 

・「大学基礎セミナー」の運営に当たっては，新入生の大学への移行を支援するため，教員間の連携と役割分担のもと，

次の取組により内容の充実を図った。 

○国際文化学科において，プレゼンテーションやレポートのまとめ方，キャリア教育を実施し，新入生の大学への移行を支

援した。 

○健康科学科において，当該科目の中で「全学共通教育」と「専門教育課程」の構造をカリキュラムマップやナンバリング

を使って説明し，新入生に対する履修指導をきめ細かに行った。 

○経営学科において，全学生の合同授業を４回（キャリア支援，図書館利用，資格取得，新聞活用）実施するとともに，イ 
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   ベント計画の作成などをグループに分かれて実施し，専門教育への導入を図った。 

○経営情報学科において，学科全体で行う学修（数学基礎力テスト，キャリア支援，文献検索ガイダンス，ブラックバイトに

関する講演会）と，グループごとに行う学修（スタディ・スキルの習得ICT活用技術に関するプレゼンテーション）を実施し，

学修成果の発表会を開いた。 

○生命科学科において，「大学基礎セミナー」の実施方法の改善について学科FD として取り組み，専門教育に関わる全

教員が分担した。 

○環境科学科において，大学基礎セミナーの中で教員がファシリテーターとしてグループワークを行い，学科のディプロ

マ・ポリシーから想定される職種を探り，学修成果として求められる知識や技能の理解を通して，４年間で学ぶカリキュラ

ムに対する理解を深めた。 

○保健福祉学部において，21 人の教員が学科横断的に構成された学生のグループを担当するとともに，授業開始前後

に担当者会議を開催し，内容の充実を図った。， 

  ■ 同科目において，キャリア形成支援に関する講義を各

学科で１コマ実施し，キャリア・ポートフォリオ・ブックの活用

促進と「キャリアデベロップメント」などのキャリア科目への

展開を図る。 

・各学科における取組は，本小項目内で前述のとおり。 

・総合教育センターが主導して，導入科目「大学基礎セミナー」において，キャリア・ポートフォリオ・ブックの活用促進に向

けたガイダンスや，キャリア形成支援に関する講義を実施した。 

  ■ 社会で必要とされる実践的能力を育成する取組の一

つとして，引き続き公益財団法人マツダ財団と連携して，キ

ャリア科目「キャリアビジョン」を開講する。 

・キャリア科目「キャリアビジョン」において，マツダ財団と連携し社会で必要となる実践的な能力を養成する「中四国産学

連携合宿授業」を実施した。（参加６大学から３人，本学６人合計24 人が受講） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

28 〔卒業要件に係る必要単位数の見直し〕 

専門領域にかかわらず「学士」に求められ

る能力の多様化への対応として，専門教

育の充実とのバランスを取りながら，卒業

要件に係る全学共通教育科目区分での

必要単位数の見直しを図る。 

■ 全学共通教育において，履修状況及び学生による授

業評価アンケート，学生意識調査の結果等を参考にして，

引き続き分析・検証を行い，必要に応じて速やかな改善に

努める。 

・小項目№10，13，25 に記載のとおり実施した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

29 

★ 

◆ 

〔一貫した学士課程教育の推進〕 

各学部は，総合教育センターとの連携の

下，策定されたカリキュラム・ポリシーに基

づき，初年次から卒業年次にかけての効

果的な教育を実施する。 

〔数値目標：標準修業年限内の卒業率…

90％（各年度）〕，標準修業年限の1.5倍

以内の卒業率…95％（同上），卒業時の

総合的満足度…85％（同上）〕（何れも各

学部・学科） 

〔数値目標：管理栄養士国家試験の合格

率…95％（各年度）〕 

〔数値目標：看護師・保健師・理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士の各国家試験の

合格率…100％（各年度）〕 

〔数値目標：社会福祉士国家試験の合格

率…90％（各年度）〕 

■ 各学部・学科において，カリキュラム・ポリシーに基づ

き，総合教育センターとの連携のもと，初年次から卒業年

次までの効果的な教育を実施する。 

・各学部・学科のカリキュラム・ポリシーに基づき，総合教育センターと連携して，初年次から卒業年次までの教育を実施し

た。 

［標準修業年限内の卒業率…91.3％，標準修業年限の1.5倍以内の卒業率…95.6％，卒業時の総合的満足度…

86.7％〕 

■ 小項目No.６の再掲 ・小項目№６に記載のとおり実施した。 

■ 健康科学科において，引き続き，教育課程の点検・評

価・改善を行うとともに，高い国家試験合格率を維持するた

めの対策講座や模擬試験を正課外で，きめ細かに実施す

る。 

〔数値目標：管理栄養士国家試験の合格率…95％〕 

・健康科学科において，教育課程の点検・評価・改善を行うとともに，高い国家試験合格率を維持するための対策講座や

模擬試験をきめ細かに継続的に実施した。 

・管理栄養士国家試験実施日が２週間早まったことに対応し，卒業論文発表会の日程も同様に早め，国家試験のための

学修時間を確保した。 

 

〔管理栄養士国家試験の合格率…100％（全国合格率95.8％）〕 

■ 小項目No.４，６の再掲 ・小項目No.４，６に記載のとおり実施した。 

■ 生命環境学部において，初年次から卒業年次までの

教育課程の運営と成果をセメスターごとに精査・点検する。 

・生命科学科のコース選択制について，年度始めのオリエンテーションや大学基礎セミナーにおいて説明した。また，12

月に説明会を開催し，同時に希望コースの予備調査を行い，その結果を学生にフィードバックした。 

・学生の選択状況は，導入以降，各コース（応用生命科学・食品資源科学）の配属希望者は，上限＋10％以内で推移し，

おおむね学生の希望に沿った選択が可能となっている。 

・生命環境学部教授会において，成績認定に併せて，教育課程の運営状況と成果を検証した。 
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法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

 〔数値目標：精神保健福祉士国家試験の

合格率…95％（各年度）〕 

■ 保健福祉学部において，高い国家試験合格率を維持

するために，学生のグループ学修を促進する指導，模擬

試験の結果を踏まえた個別指導，受験対策講座等の指導

を継続する。 

 

〔数値目標：標準修業年限内の卒業率…90％〕 

〔数値目標：標準修業年限の１.５倍以内の卒業率…95％〕 

〔数値目標：卒業時の総合的満足度…85％〕 

（何れも各学部・学科） 

〔数値目標：管理栄養士国家試験の合格率…95％〕 

〔数値目標：看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言

語聴覚士の各国家試験の合格率…100％〕 

〔数値目標：社会福祉士国家試験の合格率…90％〕 

〔数値目標：精神保健福祉士国家試験の合格率…95％〕 

・各学科の国家試験対策について学部として情報共有を行い，模擬試験，その結果を踏まえた個別指導，グループ学修

等を実施した。 

・理学療法学科においては，学科教員による国家試験対策講座及び模擬試験を実施した。（全９回） 

・人間福祉学科では前年度と同様に，「国家試験対策」担当チームによるガイダンス，模擬試験（５回），学修会（18回），

個別面談，本試験後フォローアップ等，組織的な学修支援を行った。 

・精神保健福祉士国家試験合格率は，保健福祉系大学等104 校中（10人以上受験）において，全国１位であった。 

〔看護師国家試験合格率…96.8％（全国合格率96.3％）〕 

〔保健師国家試験合格率…89.5％（同85.6％）〕 

〔理学療法士国家試験合格率…100％（同87.7％）〕 

〔作業療法士国家試験合格率…93.8％（同85.2％）〕 

〔言語聴覚士国家試験合格率…100％（同91.3％）〕 

〔社会福祉士国家試験合格率…90.7％（同54.6％）〕 

〔精神保健福祉士国家試験合格率…100％（同46.9％）〕 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組を実施し，数値目標に掲げた標準修業年限内の卒業率，各種国家試験合格率

は高水準を維持しており，年度計画を順調に実施しているレベルと判断した。 
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★ 

◆ 

〔社会的評価を有する審査・試験の積極

的な活用による学修成果の検証〕 

社会的評価を有する外国語運用能力に

係る判定試験（TOEIC，TOEFL，中国語検

定，韓国語検定等）のほか，情報処理・活

用力に係る技術者試験，バイオ技術や環

境技術に係る試験等を積極的に活用し

て，学修成果の検証に資する。 

〔数値目標：卒業時までにTOEIC700点以

上到達者の割合…30％以上（平成30 年

度）〕（国際文化学科） 

〔数値目標：卒業時までに中国語検定２級

レベル以上到達者の割合…10％以上

（平成30年度）〕（同上） 

〔数値目標：卒業時の情報処理技術者試

験合格率※…60％（各年度）〕（経営情報

学科） 

〔数値目標：中級バイオ技術者試験合格

率※…80％（各年度）〕（生命環境学部） 

〔数値目標：上級バイオ技術者試験合格

率※…60％（各年度）〕（同上） 

※学生の主体的な選択に基づく受験者の合格率。 

■ 各学部・学科において，専門分野に応じた各種資格・

検定試験等に関する情報を学生に提供するとともに，支援

講座の開設等により学生の受検率及び合格率の向上を図

る。 

■ 各学部において合格率等の情報を収集し，学修成果

の検証に活用する。 

 

〔数値目標：卒業時の情報処理技術者試験合格率…

60％〕（経営情報学科） 

〔数値目標：中級バイオ技術者試験合格率…80％〕（生命

環境学部） 

〔数値目標：上級バイオ技術者試験合格率…60％〕（同

上） 

・経営学科においては，中国税理士会会員の講演会（参加人数：約40人），あずさ監査法人による公認会計士に関する

講演会（約120人），金融関連資格の取得促進を目的に，日本FP協会のファイナンシャルプランナーによる講義（約70

人）を実施した。 

・日経TESTを受検する学生を対象に，ゼミ単位で勉強会を実施するなどの支援を行った。（日経TEST成果：全国学生団

体対抗戦約10チーム出場のうち第４位，５位，学生個人部門約100人出場のうち，１人が２位入賞） 

・経営情報学科においては，情報処理技術者試験の受験情報などの提供とともに，団体受験の窓口を継続設置した。ま

た，勉強会，直前模試，個別指導を行った。当該試験の合格率等の情報を収集した結果，卒業時までの合格者の割合は

37.9％（28年度34.1％）であった。 

情報処理技術者試験受験者数48人（46人），合格者数８人（11人）※（ ）内は28年度実績 

情報処理安全確保支援士：１人合格 

・生命科学科において，「生物学演習」と「生物工学」受講生に対し，バイオ技術者試験対策を実施し，中級バイオ技術者

試験では受検者39人（77人），合格者28人（68人），合格率71.8％（88.3％），上級バイオ技術者試験：受検者８人（９

人），合格者４人（５人），合格率50.0％（55.6％）であった。※同上 

・環境科学科において，「環境科学概論」の受講生に対し，eco検定対策を実施した。同検定を140人が受検し，130人が

合格，合格率93.8％は全国平均（第21回）73.0％を大きく上回った。環境測定分析士も17人（受検者21人）が合格し，

高水準の合格率（81.0％）により学修成果の水準を確認することができた。 

・保健福祉学部においては，福祉住環境コーディネーター２級の試験に４学科35人が合格したほか，保育士５人，障害

者スポーツ指導員初級10人，卓球バレー審判資格42人，全国手話検定試験18人，三原市要約筆記奉仕員４人，重

度訪問介護従事者養成研修４人が合格した。 

 ■ 国際文化学科において，学科専門科目「外国語検定

Ⅰ～Ⅲ」（認定科目）による単位認定を引き続き推進する。 

〔数値目標：卒業時までにTOEIC700点以上到達者の割合

…15％以上〕（国際文化学科） 

〔数値目標：卒業時までに中国語検定２級レベル以上到達

者の割合…５％以上〕（国際文化学科） 

・国際文化学科開講科目「外国語検定Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」による単位認定者数は，３言語（英語，中国 

語，韓国語）で合計75人（延べ人数）であった。 

・TOEIC700点以上到達者は13人，中国語検定４級に22人，３級に11人，２級に１人が合格，韓国語能力試験Ⅰ初級

に３人，Ⅱ上級に４人，ハングル能力検定試験３級に１人が合格した。 

〔卒業時までにTOEIC700 点以上到達者の割合…15.0％〕 （参考：28年度 21.2％） 

〔中国語検定２級レベル以上到達者の状況…１人合格（受検者数１人）〕 （参考：同上 １人） 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

   ・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組を順調に実施し，社会的評価を有する審査・試験の活用による学修成果の検証

に努めている。また，これらの取組を通じて数値目標の達成に努め，その結果，数値目標をおおむね達成していることか

ら，総合的にみて年度計画を順調に実施しているレベルと判断した。 

31 〔専門分野に係る経過選択制の導入〕 

高校生の進路選択・決定能力の低 

下，入学後の学部学科とのミスマッチ，学

修意欲の低下などの課題に対応するた

め，併せて，学部学科の特色づくりの一環

として，入学後に専門分野を選べる「経過

選択制※」の導入とその具体的な方法に

ついて検討する。 

■ 各学部・学科において，入学後の学部・学科とのミスマ

ッチ，学修意欲の低下など，学生が抱える課題に組織的に

取り組む。 

・学生が抱える諸課題に対し，学科関係教員と学生相談室（カウンセラー）が連携し，「チューターの手引き」を活用しなが

ら，チームによる個別支援を行った。 

 ■ 生命環境学部において，生命科学科の専門コース選

択制について，アンケートの結果に基づいて改善の必要性

を検討し，適切な運用の継続に努める。 

・小項目№29 に記載のとおり。 

・生命科学科の専門コース選択制について，アンケート調査を１月から２月にかけて行った。その結果，入学者の経過選

択制に関する認知度が低いことが分かり，入学前の広報について改善に取り組むこととした。 

 ■ 保健福祉学部において，初年度から丁寧な個別面談

を行い，転学部転学科の希望がある場合には速やかに対

応する。 

・保健福祉学部において，全学生に対してチューター等による面談を前・後期各１回行うなど，丁寧な個別面談を行った。

転学部転学科を希望する，学生からの相談はなかった。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

32 〔国際社会や地域社会で活躍できる人材

及び専門技術人材の育成〕 

幅広い視野と国際社会で通用する実践力

を持って積極的に行動でき，自 

ら課題を発見し，その課題を解決する主

体性と実践的な力を兼ね備えた，地域社

会に貢献できる人材の育成を図る。 

また，技術者教育プログラムの検討・ 

導入により，国内外で活躍できる専門技

術人材の育成に努める。 

さらに，保健・医療・福祉の領域において，

高度な専門知識や総合的実践 

能力を有する人間性豊かな人材の育 

成を図る。併せて，一部の専門課程等に

おいては，外国語による専門科 

目の提供などにより，専門的な知識や技

術を積極的に吸収し，国内外に向けて効

果的に発信できる力の養成に努める。 

■ 平成27年度入学生から適用を開始した新たな全学共

通教育に続き，各学部・学科における今後の専門教育のあ

り方や改善について，必要に応じて検討する。 

・学部等再編推進委員会において，各学部・学科の今後の専門教育のあり方について，効果的な教育プログラムを実施

するための仕組みや，適正な単位数・時間数の設定，四学期制（クォーター制）の導入方法等について他大学の事例を

参考に検討した。 

■ 国際文化学科において，国連やJICA の職員などを招

聘し，オープンセミナーや座談会を開催するとともに，協定

校との交流事業の実施等により，国際社会で通用する実践

力の涵養に努める。 

・国際文化学科において英国国際教育研究所所長や JICA 職員などを外部講師とするオープンセミナー等の開催や， ロ

ンドンの劇団の招致，学生が演出した英語劇の上演，学部提案事業による海外２大学との交流により，国際性や実践力の

涵養に努めた。 

・「英米地域論」「政治学」「ディベートプレゼンテーション（英語）」等において，英語による授業を行った。 

 ■ 健康科学科において，食品衛生管理者及び食品衛生

監視員の資格について，関係授業科目に関する履修指導

を徹底し，当該資格の取得を促進するとともに，取得状況

に係る検証を行う。 

・健康科学科において，大学基礎セミナーの中で食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格についての履修指導を行

った。 

・29 年度卒業生35人全員が当該資格を取得し，同資格の取得に対する学生の評価は良好であった。（「良かった」と回

答した学生の割合は 68.0％，回答総数23） 

 ■ 経営情報学部において，グローバル化に対応し専門的

な知識や情報技術を積極的に吸収・ 

・経営学科において，「外国書講読」を必修化し，29年度から全３年次生が履修した。 

・第２回国際産学連携交流会において，経営学科３年次生４人が学修成果を英語で発表した。 

 発信できる力の強化に取り組む。併せて，日経TEST や情

報処理技術者試験の受験者数の増加を図る。 

・経営情報学部において，学部重点事業「情報処理技術者試験の受験料助成事業」を実施し，資格取得を支援した。（受

験者48人（40 人），うち合格者８人（９人）） 

・小項目№30 に記載のとおり，日経TEST の受検者数は，経営学科５ゼミ（４ゼミ）で39人（23人）であった。                                   

※（ ）内は28年度実績 

  ■ 生命環境学部において，「フィールド科学」「同実習」で

地域課題の解決に取り組んでいる学外講師の招聘を継続

するとともに，地域の施設見学を通じた課題の再確認等に

より，地域に対する学生の関心の向上に努める。併せて，

関係科目における授業内容の改編の効果を，バイオ技術

者等の資格取得状況等に基づいて検証する。 

・基幹科目「フィールド科学」及び「同実習」において，地域の理解を図ることを目的に地域の企業や行政等から学外講師

7人を招聘するとともに，農業技術大学校等の地域の施設の見学を行った。更に，アクティブ・ラーニングとして「庄原探

訪」と題し学生が主体となって地域を訪問，歴史･文化･産業等を調査，発表する取組を行い，授業内容の充実を図った。 

（履修者数フィールド科学157人，同実習103人） 

・１年次配当科目「生物学演習」において，バイオ技術者認定試験問題を活用した授業を行い，同認定試験について意識

付けを行った。（２年次から受検可能） 

・小項目№６に記載のとおり，「環境科学概論」や「環境社会学Ⅰ」等の授業において，eco検定に関する授業を行うととも

に受検を促した。28年度と同レベルの受検者数が確保でき，90％以上の合格率を維持することができた。 

・また「基礎分析化学」や「環境・無機分析化学」等の授業においては，環境測定分析士に関する授業を行い，受検者数・

合格者数ともに増加した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

   環境測定分析士：受検者21 人（18人），合格者17人（12人），合格率81.0％（66.8％）  ※全国平均64.5％ 

  ■  保健福祉学部において，国際交流協定締結校・同締

結予定校との交流事業を継続するとともに，地域包括ケア

に関する最近の動向を踏まえた授業展開を図る。 

・保健福祉学部において，新たに台湾・馬偕醫學院と国際交流協定を締結するとともに，ドイツ・NRWカトリック大学等と学

部提案事業を実施した。 

・保健福祉学部における学部共通科目（地域リハビリテーション論，保健医療福祉行政論，ケアマネジメント）及び各学科

の専門科目において，地域包括ケアに関する最近の動向を踏まえた授業を展開した。 

・全学科必修４年次後期科目「チーム医療福祉演習」において，保健福祉専門職だけではなく，町内会長も参加する地域

ケア会議の事例（独り暮らしの80 歳台認知症患者に対するケア）を追加した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

33 〔産学官連携による実践的なキャリア教育

の充実〕 

学生の自主性や就業意識を涵養し，学生

を社会人・職業人へ円滑に移行 

させるため，就業力の育成を目指し，国内

及び海外インターンシップの活用，キャリ

ア・就業力育成プレミア科目の充実，学生

支援型キャリア教育プログラムの再構築

を推進するなど，産学官連携による実践

的なキャリア教育を行う。（関連項目27）  

■ 総合教育センターと各学部・学科が連携し，全学共通

教育・キャリア科目「キャリアデベロップメント」や「インターン

シップ」等の履修を促進する。 

・総合教育センターのキャリア科目担当教員が大学基礎セミナーを分担するなどの，各学部・学科との連携により，当該

科目（「キャリアデベロップメント」（受講者数492人），「インターンシップ」（受講者数89人），「キャリアビジョン」（受講者数

119人）等の履修を促進した。 

 ■ 文部科学省採択「産業界のニーズに対応した教育改

善・充実体制整備事業」の成果を正課のキャリア科目「キャ

リアビジョン」の中に組み込み，引き続き，当該科目の充実

に努める。 

・小項目№27 に記載のとおり，キャリア科目「キャリアビジョン」において「中四国産学連携合宿授業」を実施した。 

 ■ 国際交流センターにおいて，海外協定締結校や学外

機関の協力のもと，海外インターンシップの受入れ先の確

保につながる情報の収集に努める。併せて，民間団体が

主催するインターンシップに関する情報を収集する。 

・国際交流センターにおいて，タイ・チェンマイ大学と30年度インターンシップの実施に向けた協議を実施するとともに，民

間旅行会社との間でタイ・フィリピン・豪州等におけるインターンシッププログラムについて情報交換を実施した。 

  ■ 小項目No.32 の再掲 ・小項目№32 のとおり実施した。 

  ■ 健康科学科において，「総合演習」等の授業の中で多

様な職場で活躍している管理栄養士を講師として招聘する

ほか，食品関連企業の訪問（初年次対象），業界・企業研

究（講師：本学卒業生）並びに就活シンポジウム（講師：同

採用内定者）を開催し，実践的なキャリア教育を推進す

る。 

・小項目№23 のとおり，健康科学科において，授業（総合演習等）の中で多様な職場で活躍している７人の管理栄養士を

講師として招聘したほか，食品関連企業の訪問（初年次対象），業界・企業研究（講師：本学卒業生３人）並びに就活シン

ポジウム（講師：採用内定者８人）を開催し，実践的なキャリア教育を推進した。 

・産学連携による学生の社会人基礎力等の修得を目指し，「Calbee Future Laboの新商品開発プロジェクト」を学科発インタ

ーンシップと位置づけ，参加学生30人のうち，３年次生15人が単位を取得した。また，この中で学生がインタビュー(445

件）の結果に基づき新商品の企画を行った。更に，この取組による学修成果についてアンケートを実施し，検証を行った。 

  ■ 経営情報学部の「経営情報学実践実習」において，履

修学生の満足度や受入企業の状況を把握し，今後の方針

を決定する。 

・経営情報学部の「経営情報学実践実習」において，事前学修を行った上で，課題解決型インターンシップ研修を実施し

履修者の高い満足度を得た。（履修学生３人。受入企業：株式会社エネルギア・コミュニケーションズ，株式会社TSSソフト

ウェア，株式会社日立製作所中国支社）。 

・受入れ企業数が少なく多様な実習先の確保が難しいことから，30 年度から全学共通教育科目「インターンシップ」として

実施し，必要に応じて学部が実習プログラムを支援することとした。 

  ■ 生命環境学部において，地域の多様な人材や資源を

活用したフィールド科学教育の充実，インターンシップの活

用等により，実践的なキャリア教育を継続する。 

・フィールド科学の講義の一部において，学外実践プログラムを導入した。具体的には，地域の行事やイベントを支援する

ボランティア，地域課題解決に関わる調査や提案等へ参加することで，より実践的な学修となるよう配慮した。（野草等の

地域資源を活用した入浴剤の開発研究等） 

  ■ 保健福祉学部において，学外実習施設の安定的な確

保，同実習内容の一層の充実に向けた取組を継続すると

ともに，模擬患者演習，客観的能力試験（OSCE），地域活

動への参加等により実践的なキャリア教育を推進する。 

・保健福祉学部において，模擬患者演習，客観的能力試験（OSCE），地域活動への参加等により実践的な学修を推進し

た。 

・看護学科，人間福祉学科において，卒業生による就職活動を支援する講義や，上級生との座談会を開催した。 

・理学療法学科において，OSCE コメディカル版を開催した。（本学学生31人受講） 

・作業療法学科とコミュニケーション障害学科おいて，４年次生を対象にした学科主催の就職説明会を開催した。（作業療

法学科20施設，コミュニケーション障害学科21 施設参加） 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

    

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

34 〔キャリア・ポートフォリオの活用〕 

キャリア・ポートフォリオの活用やきめ細や

かな履修指導を行うことによって，学生の

自己形成を支援する。 

■ キャリア・ポートフォリオ・ブックについて，28年度前

期・後期の期初面談時の利用実績と課題を踏まえ，引き続

き学生指導と教員への周知に努め，その活用の拡大を図

る。 

・年度始めのオリエンテーションにおいて全学生にキャリア・ポートフォリオ・ブックを配付し，活用のためのガイダンスを実

施した。 

・期初面談，成績交付時，キャリアアドバイザーとの面談において同ブックの活用を促すとともに，キャリア科目や就職ガイ

ダンスで活用した。 

・国際文化学科においては，前年度に引き続きチューター面談時の活用を推進し，期初面談における利用実績は，前年

度後期の50.3％から70.9％（29年度後期）に向上した。 

・健康科学科においては，大学基礎セミナー及びチューターを通じて利用の促進を図った。 

・経営情報学部において，キャリア・ポートフォリオ・ブックを活用した期初面談を，全学年で実施した。 

・生命環境学部において，前・後期各１回，期初面談について学部教員にアンケートを取り，キャリア・ポートフォリオ・ブック

の改善点などについて教務委員会等で協議した。 

・保健福祉学部において，キャリア・ポートフォリオ・ブックを活用した期初面談を実施し，学生自身が自分の課題を客観視

できるよう修学支援を行った。 
 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

３ 大学院教育等に関する取組 

（中期目標） 

 （１）幅広い視野と応用的実践力を兼ね備えた人材を育成するため，学術研究の高度化と優れた研究者養成機能の強化を進めるとともに，高度で専門的な知識や技術を修得し，社会的に評価される能力を備えた県内産業や地域社会 

を支える職業人を育成する。 

（２）新たな付加価値の創出に向けた地域のイノベーション力の強化に資するため，経営学分野の機能の強化を図り，県内産業を支える中堅・中小企業の経営，地域資源の活用等による多様な創業・新事業展開及び農業や医療等の分 

野における経営を担う人材を育成するとともに，地域の企業等へのコンサルティングを行うことのできるシンクタンク機能の充実を図る。また，地域の企業等に立脚した経営に関する高度専門職業人の育成のため，経営専門職大学院 

を設置，運営する。 

（３）教員免許制度改革への対応を検討する。 

３－１ 大学院教育に係る教育内容の充実 

35 

◆ 

〔優れた研究者と高度な専門知識や技術

を有する職業人の養成〕 

各専攻は，策定されたカリキュラム・ポリシ

ーに基づき効果的な教育を行い，広い視

野とマネジメント能力，応用実践能力を兼

ね備えた，高度な専門知識や技術を有す

る職業人や優れた研究者を養成するとと

もに，社会人に対するより高度な学修機

会を提供する。  

〔数値目標：標準修業年限内の修了率…

90％（各年度）〕 

〔数値目標：標準修業年限の1.5倍以内の

修了率…95％（同上）〕 

〔数値目標：修了時の総合的満足度…

85％（同上）〕 

■ 総合学術研究科において，全学生を対象とするアンケ

ート調査を実施し総合的な満足度を把握するとともに，前

年度の調査結果（満足度等）に応じた対策を各専攻で講ず

る。 

〔数値目標：修了時の総合的満足度…85％〕 

・総合学術研究科において，大学院生に対するアンケート結果から学修時間や授業の問題点を把握して，今後の改善に

向けた資料として活用した。（回答者数102人，回答率69.9％） 

 

〔数値目標：修了時の総合的満足度…85.5％〕 （28年度78.2％）」 

■ 同研究科の各専攻において，大学院生対象の研究活

動支援等の制度の活用を促進し，学生の学会発表及び学

術論文の公表を奨励する。 

 

・各専攻において「研究活動支援制度」を運用し，大学院生による学会発表を奨励した。（各専攻の支援件数：人間文化

学９件，情報マネジメント５件，生命システム科学25件，保健福祉学７件） 

・TA制度の運用については，人間文化学24件（前・後期の合計件数。以下，同），情報マネジメント12件，生命システム

科学68件，保健福祉学12件の総計116件を採択し，大学院生に対し指導者としてのトレーニングの機会を提供すると

ともに，学部や大学院教育の充実を図った。 

・RA 制度の運用については，博士課程後期の大学院生４人を採択し，研究力の向上を図るとともに，研究活動の幅を広

げる機会を提供した。 

■ 名称変更後２年目の同研究科情報マネジメント専攻に

おいて，円滑な運営に努める。 

〔数値目標：標準修業年限内の修了率…90％〕 

〔数値目標：標準修業年限の１.５倍以内の修了率…95％〕 

 

・名称変更後２年目の情報マネジメント専攻において，同専攻の運営を着実に推進し，人材育成に努めた。 

・同専攻において，イングリッシュトラックによる留学生の選抜を行い，中国からの出願者１人が合格した。 

・各専攻における標準修業年限内の修了率は以下のとおり。 

〔標準修業年限内の修了率…90.4％（修士課程・博士課程前期），83.3％（博士課程後期）〕 

〔標準修業年限の1.5倍以内の修了率…89.3％（修士課程・博士課程前期），75.0％（博士課程後期）〕 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

   ・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

36 

★ 

〔経営学分野の機能強化〕 

地域のイノベーション力の強化に資する，

中堅・中小企業の経営や多様な創業・新

事業展開を担う人材，及び農業や医療等

の分野における経営人材 
を養成するための実践的な教育プログラ
ムを編成し実施するとともに，体系的な研
究体制の構築を検討する。こうした取組を
通じて，地域の企業等に立脚した経営学
の分野における高度専門職業人を育成す
るため，経営学修士課程（MBA）の設置を
検討する。 

■ ビジネス・リーダーシップ専攻において，経営人材を養

成するための実践的な教育プログラムの運営を着実に実

施する。 

・ビジネス・リーダーシップ専攻において，開講予定科目のうち履修者がいなかった２科目を除く，全科目を予定どおり開講

した。（基礎11科目，応用13科目，専門25科目，実践３科目） 

・同専攻に係る文部科学省「平成29年度設置計画履行状況等調査」において，「設置認可時等における留意事項及び授

業科目の開設状況，教員組織の整備状況，その他の設置計画の履行状況」について，意見は付されなかった。 

・同専攻の集大成科目となる実践科目（ビジネスデザイン企画，同創造演習）において，12月の中間発表を経て，２月に

最終発表会を開催し，学生26 人が半年以上にわたる課題研究成果のプレゼンテーションを行った。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，ビジネス・リーダーシップ専攻の着実な運営に努め

た。 

37 〔教員免許制度改革への対応〕 

教員の資質能力の総合的な向上方策に

係る教員免許制度の改革の方向性を注

視し，関係情報の収集に努めるとともに，

同改革への対応を検討する。 

■ 総合教育センター教職委員会及び総合学術研究科に

おいて，教員免許制度改革に係る情報収集を継続するとと

もに，学習指導要領の改訂に伴う再課程認定に向けて，適

切に対応する。 

・教職委員会が中心となって，制度改革に係る情報収集を行い，再課程認定に向けた具体的かつ適切な対応を行った。

その一環として，一部の科目の担当を非常勤講師から専任教員に変更した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

38 

◆ 

〔実践力のある助産師の養成〕 

助産に必要な高度な専門知識と実践力を

有し，地域社会の母子保健の発展に貢献

できる助産師を着実に養成するため，実

習施設の拡充等，体制の整備に努める。 

〔数値目標：助産師国家試験の合格率…

100％（各年度）〕 

■ 助産学専攻科において，実習施設との連携の強化，並

びに学生や卒業生等の評価結果に基づいて学修内容の充

実を図る。 

■ 助産師養成課程の今後のあり方について，引き続き検

討する。 

 

〔数値目標：助産師国家試験の合格率…100％〕 

・実習担当者協議会を開催し，教育内容に関する意見交換を行い，教育方針を確認した。 

・学部等再編推進委員会において，助産師養成課程の今後のあり方を検討し，議論の内容を法人方針に盛り込んだ。 

 

〔助産師国家試験の合格率…100％〕 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

39 ［事業方針の制定と国際交流センターの

設置］ 

国際化を推進するため，総合的な事業方

針を定めるとともに，各学部・各専攻等と

の連携の下で関係業務を一元的に統括

するため，国際交流センター＜仮称＞の

設置を検討する。 

■ 総合学術研究科情報マネジメント専攻に特任教授１人

を配置し，国際交流センターとの連携のもと，イングリッシュ

トラックを含む受入留学生支援事業等の内容の充実を図

る。 

・総合学術研究科のイングリッシュトラック・プログラムの強化及び国際交流事業の充実等を担う特任教授１人を採用し，

協定締結数及び派遣留学生数並びに受入留学生に関して，目標を上回る実績を上げた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

40 

◆ 

〔海外留学等の促進〕 

学生が選択しやすい海外留学（短期を含

む。）や海外インターンシップ等のプログラ

ムを開発し，外国語教育の充実，単位認

定の拡大，国際交流協定締結校の拡充，

奨学金制度の拡充，危機管理体制の充

実等による環境整備を行い，より多くの学

生に海外体験の機会を提供する。 

〔数値目標：海外留学派遣学生数…１30

人（平成30年度）〕 

■ 国際交流センターと各学部等が連携し，学生のニーズ

を踏まえた短期海外研修プログラムを拡充し，海外研修メ

ニューの充実を図る。 

・国際交流センターにおいて，新たにニュージーランド・カンタベリー大学及び米国・オースティン・ピー州立大学の短期海

外研修プログラム（各プログラムの参加学生数：17人，10人）の提供を開始するとともに，学部等による提案事業（８件）を

実施した。 

・外務省主催の米国派遣プログラム「KAKEHASHI」に初めて４学部の学生11 人が参加した。 

■ 海外危機管理マニュアルに基づき，事前研修等の危

機管理対策の充実を図る。 

・派遣学生に対して，民間会社を活用した事前研修や渡航前オリエンテーションを実施するとともに，教職員を対象とした

海外危機管理セミナーを実施し，関係者の危機管理対策に係る意識の向上を図った。 

■ 留学の成果の検証について，引き続き留学前後の

TOEIC受検を義務付けるとともに，留学の学修成果を客観

的に測定するための心理分析テストの導入について検討

する。 

・引き続き，留学前後のTOEIC 受検を実施し，長期派遣12 人，短期派遣44人について，スコアの平均点がそれぞれ

156点，30点アップするなど，一定の成果を確認した。また，留学の学修成果を客観的に測定するための心理分析テスト

については，３種類に関する情報を収集した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

 〔数値目標：国際交流協定締結校数…24

校（平成30年度）〕 

■ 小項目No.21 の再掲 

 

〔数値目標：海外留学派遣学生数…115人〕 

〔数値目標：国際交流協定締結校数…23校〕 

・小項目№21 に記載のとおり実施した。 

・新たに３校と国際交流協定を締結した。 

 大連民族大学（中国），州立イスラム大学マラン校（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ），馬偕醫學院（台湾） 

・健康科学科３年次生の１人が，「第45期日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画」の研修生に選ばれ，メキシ

コに１年間留学した。 

・理学療法学科４年次生１人が「トビタテ！留学JAPAN」プログラムにより，平成30年１月からデンマークに半年間留学し

た。 

〔海外留学派遣学生数…147人〕 

〔国際交流協定締結校数…13か国・１地域30校〕 

 

・以上のとおり年度計画を順調に実施し，国際交流協定締結校や海外留学派遣学生数の数値目標を達成していることか

ら，総合的にみて年度計画を上回るレベルで実施していると判断した。 

41 

21 

★ 

◆ 

〔優秀な留学生の受入れ拡大〕 

留学生向け履修科目の拡充，受入プログ

ラムの開発，奨学金制度の拡充等により

外国人留学生の受入環境を整備し，主に

国際交流協定締結校からの，優秀な学生

の受入れを拡大する。〔数値目標：留学生

受入数…120 人（平成30 年度）〕＜再掲

＞  

■ 私費外国人留学生の確保に向けて，日本語学校や専

門学校等との連携を図るとともに，協定締結校からの研究

留学生等の確保に努める。 

・私費外国人留学生の確保に向けて，国内外の日本語学校・日本留学塾等（韓国８校，日本24校）を訪問し，本学の教

育，入試制度及び支援内容に関する情報の周知を図った結果，外国人留学生特別選抜試験における受験者・合格者数

の増加を達成するとともに，協定校へ周知強化を図り，同校からの留学生が増加した。 

私費外国人留学生数 51人（28年度48人） 

協定校受入留学生数 66人（28 年度47人） 

■ 留学生の受入れに際しては，関係学部・学科におい

て，チューター教員及びバディ（ピア・サポート学生）を配置

する。 

・日本人学生によるバディを52 人（広島42人，庄原７人，三原３人）配置し，チューター教員と共に，留学生の来日時の

サポートや交流会の企画・運営を実施した。（28 年度バディ42 人） 

 ■ 小項目No.21 の再掲 

 

〔数値目標：留学生受入数…110人〕 

・小項目№21 に記載のとおり実施した。 

 

〔留学生受入数…117人（年度累計）〕 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた多様な取組を着実に実施し，留学生受入数に係る数値目標を達成していることから，

年度計画を順調に実施しているレベルと判断した。 

42 〔外国人留学生と日本人学生との交流促

進〕 

日本人学生と外国人学生との相互理解や

交流を促進するため，多文化交流を実践

する授業を開講するとともに，交流会や研

修等を開催する。 

■ 国際交流センターにおいて，各学部・学科との協力の

もと，バディ活動やスタディツアー，留学生の歓送迎会を

実施するとともに，新たに語学カフェを運営し，外国人留学

生と日本人学生との交流を促進する。 

・国際交流センターにおいて，バディの自主企画を取り入れながらスタディツアー（３回），留学生の歓送迎会等（前・後期

各２回）を実施するとともに，昼食時間帯を活用した語学カフェ（広島キャンパス）を実施することにより，留学生と日本人

学生との交流促進を図った。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

43 〔秋入学制への対応〕 

本学大学院で実施している秋入学の実績

や，他大学の議論や動向を踏まえ，適宜

対応できるよう検討する。 

■ 秋入学に関する他大学等における議論や動向の把握

を継続する。 

・他大学における実施状況に関する情報収集を行った。 

■ 健康科学科において，学事暦の柔軟な運用（３年次後

期配当講義科目の同期前半での前倒し開講）を継続し，学

外実習の早期化，卒業論文への円滑な接続等を図るとと

もに，学生からの意見聴取等により，その効果を検証する。 

・小項目№３に記載のとおり実施した。 

  ■ 総合学術研究科人間文化学専攻において，引き続

き，秋季募集を実施する。 

・人間文化学専攻において，引き続き秋季募集を実施した。 

・新たに生命システム科学専攻博士課程（前期・後期）において，秋季募集の導入を決定し，30年度入学者選抜試験か

ら実施することとした。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 小項目No.21 の再掲 ・小項目№21 に記載のとおり実施した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

44-

1 

◆ 

〔学修支援〕 

入学前教育や入学後の補習等により，大

学教育への円滑な移行を支援するほか，

チューター等が行う学修支援，講義資料

の添付機能や参考書 

の検索機能等を備えたシラバスシステム

の運用，学生が自らの学修成果の進捗状

況を点検できるキャリア・ポートフォリオの

活用，ＩＣＴ教材やｅラーニング教材の整備

など，学生の学修意欲を引き出す支援を

行う。 

〔数値目標：学生１人当たり年間図書貸出

冊数…15冊以上（各年度）〕（学術情報

Ｃ） 

〔数値目標：退学者の割合（入学から標準

修業年限内）…３％以下（各年度）〕 

〔数値目標：退学者の割合（入学から１年

以内）…１％以下（各年度）〕 

（何れも各学部・研究科） 

■ 各学部・学科において，学修支援の一環として，前掲

の教育プログラムの構造の明示（小項目番号（３）），チュー

ターによる学修支援（同（６）），キャリア・ポートフォリオ・ブ

ックの活用支援（同（34）），ｅラーニング教材の活用等に取

り組む。 

・小項目No.３，No.６，№24，No.34に記載のとおり実施した。 

 

■ 小項目No.８の再掲 ・小項目№８に記載のとおり実施した。 

■ 各学部・学科の在学生の実態や必要性に応じて，入学

前教育，入学直後の履修指導，正課外での補習（物理，生

物等），定期的な個別面談，国家試験受験対策指導等に

よる学修支援を適切に組み合わせて，着実に行う。 

・経営情報学部において，推薦入試合格者に対し入学前教育（数学）を実施した。（４回，受講者数31人） 

・生命環境学部において，物理，化学，生物等で正課外の補習授業を行った。（実施回数：物理29，化学・生物各15，受

講者数：正確に把握している生物では 69人） 

・小項目№６，29，34 に記載のとおり，各学部・学科において，チューター等による個別面談や履修指導をきめ細かく行う

とともに，国家試験受験対策に係る学修支援を行った。 

■ 小項目No.10 の再掲 ・小項目№10 に記載のとおり実施した。 

■ 学術情報センターにおいて，主体的学修の促進に資

する適切な学修環境を提供する一環として，月末休館日

を廃止するとともに，図書館ガイダンス，文献検索ガイダン

ス，データベース活用講習会等を開催し，図書館の効果

的な活用を図る。 

■ 学術情報センターと各学部・学科等が連携し，教室外

学修の拡大に資するレポート課題 

や，シラバスに掲載する参考書・推薦図書の数を増やす取

組など，図書等の貸出冊数の拡大につながる取組を全学

的に推進する。 

〔数値目標：学生１人当たり年間図書貸出冊数…15 冊以

上〕（学術情報Ｃ） 

・３キャンパス図書館において月末休館日の設定を見送るとともに，庄原キャンパスでは土曜日開館を通年実施し，学修

の場の拡大を図った。これらの取組による開館日数等の実績は次のとおり。 

 前期：24日，入館者数：2,012人（延べ） うち夏季休業期実績：７日 入館者数：556人（延べ） 

 後期：23日，入館者数：1,651人（延べ） 

・学修支援のため，図書館オリエンテーション（11回），大学基礎セミナーにおける同オリエンテーション（８回），データベ

ース活用講習会（35回）等を実施した。 

・卒業論文作成に係る図書の特別貸出等の取組を継続するとともに，夏季休業期間中の貸出期間延長及び冊数拡大，試

験期における休日臨時開館，学生参加のビブリオバトルの開催等を通じて，図書館の利用機会の拡大に努めた。 

・学術情報センターと各学部・学科等が連携し，学科推薦図書（2,017冊）を整備したことなどにより，学生１人当たり年間

図書貸出冊数は15.2冊と数値目標を上回った。また，大学図書館ランキング（大学ランキング2017朝日新聞出版）にお

いて，全国第16 位の高評価を得た。 

〔学生１人当たり年間図書貸出冊数： 15.2 冊（28年度15.1冊）〕 

  ■ 小項目No.５の再掲 

〔数値目標：退学者の割合（入学から標準修業年限内）…

３％以下〕 

〔数値目標：退学者の割合（入学から１年以内）…１％以

下〕 

（何れも各学部・研究科） 

・小項目№５に記載のとおり実施した。 

〔退学者の割合（入学から標準修業年限内）…2.3％（学部），13.4％（研究科）〕 

〔退学者の割合（入学から１年以内）…0.3％（学部），1.5％（研究科）〕 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた多様な取組を順調に実施している。特に，図書館利用状況を判断する指標の１つであ

る図書の年間貸出冊数については，数値目標を達成し，全国の大学の中でも極めて高い水準を維持している。一部の学

部において退学者の増加傾向が認められるものの，総合的にみて年度計画をおおむね順調に実施しているレベルと判断

した。 

44-

2 

また，学生選書を含む蔵書や電子ジャー

ナル等の充実に努める。 

■ 学生による書誌の一層の利用を促進するため，利用

状況が良好な「学生選書」の取組を継続する。 

･広島市内の書店において学生選書を実施した。（参加学生数：16人，選定冊数：312冊） 

  ■ 平成28年度に改定した「図書等整備方針」に基づい

て，ニーズの高い書誌の活用環境の整備に努める。 

・「図書等整備方針」に基づき，8,584件の書誌等を整備した。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/life/25599_55776_misc.pdf 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

45 〔課外活動支援〕 

サークル活動に対する支援，全学サーク

ル活動発表会やスポーツ大会の開催，学

生表彰制度の実施など，課外活動を学生

の自己形成の場として幅広く支援する。 

■ 総合教育センターにおいて，学生の自主的課外活動

（全学スポーツ大会，サークル活動発表会，いきいきキャ

ンパスライフ・プロジェクト，ボランティア活動等）を支援す

る。 

・学生の次の自主的課外活動について，引き続き支援した。 

３キャンパス交流スポーツ大会（10/21 開催，豊平総合運動公園，参加学生280人），新入生と文化系サークルが交

流する学生活動「３Ｃ（Culture Club Commune）」（4/16開催，広島Ｃ，参加者192人），いきいきキャンパスライフ・プロジ

ェクト（３件採択），ボランティア活動（国内17件，延べ 634人）等 

■ 学業，学術研究・課外・社会活動等において他の模範

となる成績を修め，本学の名誉を著しく高めた学生個人又

は団体を，理事長・学長が適時適切に顕彰する。 

・理事長・学長が，学業，学術研究・課外・社会活動等において他の模範となる成績を修め，本学の名誉を著しく高めた学

生（成績優秀者70人，各種活動等優秀者13人）及び３学生団体を顕彰した。 

・小項目№８に記載のとおり，課外で実施している各種講習会等への参加促進事業の一環として，学生対象の「課外講習

会等受講ポイント制度」を運用した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

46-

1 

〔学生生活の支援〕 

チューター制度を効果的に運用するととも

に，心理的不適応等の諸問題を抱えた学

生の早期発見のための対応フローの運

用，学生の相談への適切 

な対応，心身に障害を有する学生や経済

的な事情を抱える学生への支援を行う。 

■ 在学生対象の学生意識調査を実施するとともに，投書

箱（ご意見箱）を引き続き運用し，学生の要望を的確に把

握し，対応策について関係部署と協議する。 

・小項目№10 に記載のとおり，学生意識調査を実施した。 

・ご意見箱や副学長と学生の意見交換会等により学生の要望を聴取し，迅速な対応ができる体制を維持するとともに，意

見に対する対応状況を学生掲示板に掲出した。（29 年度学生のご意見箱への意見件数30 件） 

 ■ 総合教育センターにおいて作成した「チューターの手

引き」を活用し，各部局等における学生支援活動の強化に

努める。 

・「チューターの手引」については，新任教員研修会の資料の一つとして関係教員に配付したほか，学生支援部門会議等

を通じて学生指導の際の参考とするよう依頼した。また，学生支援をテーマとした FD研修会（29年度第２回「学生理解と

教学システムの利活用」）において，当該資料の活用を促した。 

 ■ 各部局・チューターと学生相談室等とが連携し，欠席

日数の多い学生や休学中の学生に対するチームによる支

援を継続する。 

・欠席日数の多い学生や休学中の学生に対して，各学部においてチームによる継続的な支援に努めた。 

・総合教育センター学生支援部門会議と教学課が連携して，キャリア・ポートフォリオ・ブックを活用した期初面談制度の定

着を図った。また，新教学システムにおける出欠管理システムへの速やかな入力を依頼した。 

  ■ 各部局等において，オフィスアワーの周知を徹底し，そ

の利用促進を図る。 

・各学部・学科等において，学年始めオリエンテーションや大学基礎セミナー，シラバスへの記載等を通じて，各教員がオ

フィスアワーの周知を徹底し，その利用促進を図った。 
 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

46-

2 

また，感染症対策や薬物乱用防止対策の

実施など，学生の健康維持に資する支援

を行う。 

■ 総合教育センター学生支援部門において，学生を取り

巻くリスクの多様化を踏まえ，薬物乱用防止，ネット犯罪防

止等の防犯並びに学生の健康の維持・増進に資する注意

喚起，意識啓発等に，本学教職員や学外機関と連携し総

合的・効果的に取り組む。 

・入学式後のガイダンスにおいて，安心安全な学生生活を送ることができるよう，学生の実態を踏まえた学生を取り巻くリ

スクと，その軽減に資する注意喚起を行った。また防犯講習，薬物乱用防止講習会，SNSマナー講習，アルバイトセミナ

ーなどを警察等の学外機関と連携して開催し，学生の意識啓発を図った。 

薬物乱用防止講習会，577人参加 受講率：93.8％（28年度563人，93.6％） 

・意識啓発リーフレット「SNSを安全に利用するために」を作成し，29年度前期成績配付時に同リーフレットを配付した。 

・30 年度から運用する学校安全計画，学校保健計画を策定し，平成30年４月１日付けで施行した。 
 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

47 〔学生の「こころ」の健康支援〕 

メンタル面での問題を抱える学生が増え

ていることから，カウンセリング体制の充

実，ピア・サポーターの育成と活用，ピア・

プレイスの運営などにより，学生の自己理

解や自己決定，心理的不適応等の諸問

題に対する解決のための働きかけを強化

する。 

■ 総合教育センターにおいて，カウンセリング体制の充

実，ピア・サポーター制度の運用，チーム支援体制の充実

などを行いながら，多様化・複雑化する学生相談に対応す

る。併せて，支援が必要な個々のケースについてチーム

内の情報共有を図り，適切な対応につなげる。 

・ピア・サポート活動に係る研修を広島キャンパスにおいて５月に実施し，研修を受けた学生14人が，ピア・サポートの各

種活動を実施した。 

・総合教育センターに新たに着任した教員（学生相談室長）を中心に，カウンセリング体制の充実を図るとともに，３キャン

パス間の連絡協働体制を見直し，連携強化を図った。支援を要する事案について，個々の事情に配慮しつつ，適切な対

応を行った。 

・UPI調査の結果や学生意識調査の結果に基づき，学修支援・学生支援を連携して行えるよう，３キャンパス合同で FD研

修会を開催した。 

UPI 調査実施率：広島87.6％，庄原96.1％，三原88.1％（全学90.1％） 

カウンセラーが対応した学生相談件数：108人 
 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

48 

◆ 

〔就職支援〕 

就職ガイダンスや企業説明会の開催に加

え，就職支援情報システムの効果的な活

用を図るとともに，キャリアアドバイザーの

配置や教員による求人開拓・インターンシ

ップ受入れ先の拡充のための企業等訪問

などにより，きめ細かな支援を行う。 

〔数値目標：就職支援に対する卒業時の

満足度…90％（各年度）〕 

〔数値目標：進路（就職・進学）決定率…

90％（各年度）〕 

〔数値目標：就職希望者の就職率…

100％〕（何れも各学部・研究科） 

■ キャリアセンターにおいて，各部局等と連携して，就職

ガイダンス，企業と学生との合同就職懇談会，卒業生を講

師とする「キャリア教育シンポジウム」の開催，個別相談，

求人情報の提供等，きめ細かなキャリア形成・就職支援を

行う。 

・キャリアセンターにおいて，学部・学科等と連携して，以下のキャリア形成・就職支援事業などを実施した。 

①グローバルな視野を有し社会で活躍できる人材育成事業として，中四国産学連携合宿授業，ディベート演習合宿授

業，マツダインターンシップを実施 

②キャリア教育の充実 

・労働法，金融，健康管理の知識を身に付けるための科目として，「ライフデザイン」を開講 

・インターンシップ合同報告会を実施し，86 人の学生等が参加 

③就職活動ガイドブックを作成し，３年次生全員に配付（就職ガイダンス） 

④保護者向けリーフレットを作成し，後援会出席者に配付。併せて，３年次生の保護者に前期成 

績表とともに送付 

⑤各種試験（公務員・就職筆記・教員採用）対策講座の実施 

⑥栄養教諭を志望する学生への卒業生の就職講話【新規】 

⑦就活支援バスの運行（インテックス大阪） 

⑧企業と学生の合同就職懇談会の開催（3/5） 

参加企業：80社，学生参加者数：226人（H28：257，H27：258人） 

⑨キャリア形成支援シンポジウムの実施（11/14，広島キャンパス） 

⑩卒業予定者及び卒業生対象のアンケートの実施 

  ■ 小項目No.33 の再掲 ・小項目№33 に記載のとおり実施した。 

  ■ 小項目No.33 の再掲 ・小項目№33 に記載のとおり実施した。 

  ■ 同フォローアップ事業の一つとして，「コミュニケーショ

ン講座（大学生としてのマナー）」を広島キャンパスにおい

て開講するほか，社会人基礎力養成・就業力育成に資す

る「ディベート演習合同合宿事業」を実施する。 

■ 同フォローアップ事業の一環として，産学連携によるグ

ローバル人材育成体制を強化するため，引き続き，総合教

育センターに特任教授を配置する。 

・「コミュニケーション講座（大学生としてのマナー）」を，広島キャンパスにおいて開講したほか，「ディベート演習合同合宿

事業」の予選（７人）を９月に，本選（９人）を12月に実施した。 

・総合教育センターの特任教授によるきめ細かな指導のもと，「中四国産学連携合宿授業」やキャリア科目において，高い

満足度が得られた。 

 

  ■ キャリアセンターにおいて，卒業予定者を対象とする

キャリアセンター満足度調査を実施し，調査結果を検証

し，関係各事業の改善につなげる。 

〔数値目標：就職支援に対する卒業時の満足度…90％〕 

〔数値目標：進路（就職・進学）決定率…90％〕 

〔数値目標：就職希望者の就職率…100％〕（何れも各学

部・研究科） 

・各キャンパスの就職支援において，個々の学生に対する個別支援を強化した。就職支援に対する卒業時の満足度は

88.4％と高く，数値目標をほぼ達成しているレベルであった。 

・就職支援に対する卒業時の満足度が生命環境学部で比較的低いレベルで推移していることから，庄原Ｃキャリアセンタ

ーの利用率の向上と併せて，改善に向けた分析等を継続した。また，同センターと学部教員との連携を密にする，グルー

プトレーニングの回数を増やす等の対策を行った。 

 

卒業予定者アンケートにおけるキャリアセンター利用率（％） 

キャンパス 広 島 庄 原 三 原 全 学 

肯定的回答の割合 82.7 55.8 95.1 79.5 

アンケート調査期間：30 年１月15日～２月28 日 

就職支援に対する卒業時の満足度（％） 

キャンパス 広 島＊１ 庄 原 三 原 全 学 

「（とても）満足」の 

回答率 
90.9 66.7 97.4 88.4 

＊１人間文化学部91.4％，経営情報学部87.9％ 

〔就職支援に対する卒業（修了）時の満足度…学部88.4％，研究科85.4％〕 
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年度計画の進捗状況等 

   30年３月卒業者における各データは以下のとおり。 

〔進路（就職・進学）決定率：95.7％（学部），100％（助産学専攻科）， 

88.2％（修士課程・博士課程前期），100％（博士課程後期）〕 

〔就職希望者の就職率：99.8％（学部），100％（助産学専攻科）， 

91.2％（修士課程・博士課程前期），100％（博士課程後期）〕 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた取組を順調に実施し，学生一人ひとりに合ったきめ細かな支援により，極めて高いレベ

ルの就職希望者就職率99.8％を達成したことから，年度計画を上回って実施しているレベルと判断した。 

49 〔卒業生に対するキャリア支援〕 

同窓会等と連携して，卒業生のキャリアや

職場での悩みなどに関するキャリアセンタ

ーの相談窓口機能を強化する。  

■ キャリアセンターと各学部・学科等が連携し，就職未決

定等の希望者に対する既卒者向け求人情報の配信や面

談等により，卒業生に対する支援機能を強化する。 

・キャリアセンターにおいて，就職未決定者等の希望者に対する求人情報の提供やキャリア相談（来学相談14 件，電話

相談３件）を実施した。 

・転職や教員採用試験に関する卒業生の相談について，キャリアセンター職員やキャリアアドバイザーが対応した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

６ 大学連携推進に関する取組 

（中期目標） 

県内の大学が有する高等教育資源を最大限活用し，産業界や地域社会の多様かつ高度な期待に応えていくことができるよう，新たに設置するサテライトキャンパスを県内の大学の共用の場として用いて，単位互換科目及び公開講座

等の幅広い提供を進め，大学コンソーシアム組織と連携して大学連携の推進役を担い，積極的な取組を進める。 

50-

1 

〔大学連携の推進〕 

大学の教育機能の一層の向上など，産業

界や地域社会からの多様で高度な期待に

応えていくため，一般社団法人教育ネット

ワーク中国と連携して，大学連携の推進

役を担い，地域における関係事業の推進

に積極的に取り組む。 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国や同加盟大学等と

ともに，「サテライトキャンパスひろしま」を地域の教育拠点

及び学生・社会人の交流拠点として活用し，大学連携事業

を積極的に推進する。 

・大学連携講座の開設，県内大学の利用等791件（717件）により，「サテライトキャンパスひろしま」を地域の教育拠点等

として活用し，延べ32,225人（30,115 人）の利用者があった。 

（内訳） 

大学連携による利用164件（167件），本学又は他大学利用247件（185件）， 

一般利用380件（365件） ※（ ）内は28年度実績 

 ■ 「サテライトキャンパスひろしま」の運用について，平成

28 年度と同程度の利用実績を目指すとともに，同年度に

拡大した学生利用の無料対象に関する情報等，ウェブ・サ

イトの充実を通してその周知を図る。 

 

・「サテライトキャンパスひろしま」の活用を促進し，10大学（10 大学）が，授業や公開講座等74 件（63 件）で利用した。 

（内訳）単位互換科目８件（６件），公開講座66件（57件） 

・学生向けの独自チラシを作成し，ウェブ・サイトに掲載するなど利用促進を図ったことで，交流スペースの学生利用は

351 件（285 件）と28 年度の実績を上回った。 ※同上 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/attachment/11761.pdf 

  ■ 県内他大学等との連携の一環として，単位互換制度の

運用に取り組む。 

・小項目№14-2 に記載のとおり，一般社団法人教育ネットワーク中国主催の単位互換制度に参加した。 

  ■ 県内の他大学と共同運用している学術情報リポジトリを

活用し，本学の教育・研究成果物の収集・保存並びに公開

を推進する。 

・学術情報リポジトリについて，県内他大学との共同運用を継続した。 

URL:http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/pu-hiroshima/    

リポジトリ登録総数：1,271件（1,051件），閲覧・ダウンロード数：16,252件／月（13,602 件）  

※同上 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

50-

2 

また，連携事業の一環として，地域の研究

力の更なる向上を目指して，国際的に極

めて高い評価を得ている研究者の招聘や

講演会の実施について検討する。 

■ ビジネス・リーダーシップ専攻において，専任教員や外

部有識者等を講師とする特別講座・セミナー等を主催し，

入学者の確保につなげる。 

・ビジネス・リーダーシップ専攻の入学志願者の確保に向けて，従来からの「MBA セミナー」に加え，「企業等人事担当者

対象セミナー」を新たに開催した。また，在学生が説明し，質疑応答を行う形式の大学説明会を新たに開催した。これらの

取組により，定員を上回る入学者を確保した。（セミナー等満足度：96.3％） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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51 〔サテライトキャンパスの設置と活用〕 

サテライトキャンパス（県民文化センター）

を設置・運営し，大学院授業の一部を開

講するなど，本学独自の教育活動や地域

貢献事業を実施するとともに，県内他大

学・非営利組織等多様な主体との連携事

業などを積極的に推進する。また，同キャ

ンパスを県内他大学等との共同利用施設

として位置づけ，他大学等の積極的な活

用に供する。（例：単位互換，就職支援，

学生交流，産学交流，教員免許状更新講

習，中高大連携，高校生等への情報発信

など） 

■ 小項目№.50-1 の再掲  ・小項目№50-1 に記載のとおり実施した。 

■ 地域連携センターが主催する各種公開講座等を「サ

テライトキャンパスひろしま」において開講するほか，自治

体や美術館･博物館と連携し，同施設の利用促進を図る。 

・「サテライトキャンパスひろしま」において，地域連携センター主催・共催の各種公開講座（連携講座を含む。）12講座を

開催した。（受講者数：延べ1,057人） 

・同サテライトにおいて，本学主催又は共催のシンポジウムを３件（国際関係シンポジウム，地域おこし協力隊×学生，脳

をみるシンポジウム in 三原）開催し，384人が参加した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

52 〔新たな共同教育プログラムの開発・実

施〕 

サテライトキャンパスの高度な活用を図る

ため，県内他大学と連携して新たな教育

プログラムを共同開発・実施する。（例：英

語による教養教育科目，留学生日本語教

育，大学院修士課程の社会人向け教育プ

ログラムなど） 

■ 県内大学と連携し，次の講座を「大学連携による新た

な教育プログラム開発・実施事業（広島県補助事業）」とし

て継続実施する。 

 ○広島文化学園大学を代表校，本学ほかを連携校とす

る大学連携講座 

 ○安田女子大学を代表校，本学ほかを連携校とする大

学連携講座 

・28 年度に引き続き，広島文化学園大学を代表校とした大学連携講座「日越の『食』と『農』をめぐる文化とビジネスの展

開」を共同で実施し，プログラム講師として本学教員１人を派遣した。 

・また，安田女子大学を代表校とした大学連携講座「家政学とグローバル人材養成プログラム～日本とデンマークの幸せ

の知恵～継続」を，前年度に続き共同で実施し，本学教員１人が講師として参画した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

Ⅱ 地域に根ざした高度な研究（研究の質の向上に関する目標）を達成するために取るべき措置 

１ 研究水準及び研究の成果等に関する取組 

（中期目標） 

 人材育成及び地域社会の活性化に貢献するため，県内産業の振興や地域課題の解決に資する研究を推進する。 

 特に，県内産業の振興に関しては，地域の資源等を活用した食品・バイオ・環境及び保健・医療・福祉等に関する研究を推進するほか，中堅・中小企業等の経営に関する研究にも積極的に取り組む。 

 また，複雑化・高度化する地域課題に的確に対応していくため，学部学科の枠組みを越えた学際的な研究を推進する。 

（１）重点的研究分野の明確化と研究推進 

53 〔重点的研究分野の明確化〕 

重点的に取り組むべき研究分野を明確化

し，県内産業の振興や地域課題の解決に

資する研究を推進する。 

【重点的研究分野】 

ア 県内産業の活性化に寄与する研 

究（食品，バイオ，環境，企業経営，情報

システム） 

イ 地域の再生・発展に寄与する研究（地

域資源，コミュニティ） 

ウ 暮らしの安心に寄与する研究（健康，

保健，福祉） 

■ 平成28年度に引き続き，中期計画の重点的研究分野

（県内産業の活性化，地域の再生・発展，及び暮らしの安

心に寄与する研究）を平成29年度の重点研究事業の研

究分野とし，その運用状況を検証する。 

・28 年度の運用状況を検証し，29年度の研究分野・募集区分を研究推進委員会で決定し，募集を行った。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/attachment/11586.pdf 

 ■ 地域課題解決研究における提案者の多様なニーズや

高度の目標に応えるため，学内シーズとのマッチングをより

積極的に行うとともに，研究成果の検証については，その

精度の向上に努める。また，ウェブ・サイトの活用等により，

研究成果に係る情報発信を積極的に行う。 

・29 年度地域課題解決研究において，地域のニーズと学内シーズのマッチングにより，14 件の事業を採択した。また，当

該研究活動の概要について，ウェブ・サイトに掲載し，地域への情報発信と事業の周知に努めた。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/research/list164-1049.html 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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54 

 

〔学際的・先端的研究の推進〕 

複雑・高度化する地域課題に対応した学

際的研究や先端的研究を推進するため，

学部・学科・専攻の枠を越えた学内共同

研究を推進する。 

■ 重点研究事業に係る各募集区分において，募集及び

審査を適正に行うとともに，事業成果に対する事後評価を

外部有識者等による評価を含めて適切に行う。 

・重点研究事業の各募集区分において，募集及び審査を適正に行い，29年度重点研究事業を次の内訳で採択した。 

 「県内産業の活性化」分野12件，「地域の再生・発展」分野７件，「暮らしの安心」分野13件。 

 募集区分別採択件数：「地域課題解決研究」14件，「学際的・先端的研究（Ａ）」14件，「学際的・先端的研究（Ｓ）」１件，

「学際的・先端的研究(学長プロジェクト）」２件，「総合技術研究所との共同研究」１件 

・平成28年度実施の重点研究事業について，実績報告書並びに公表論文等による事後評価(評価者：学内14人，学外

11 人）を関係規定に従って実施した。その結果，評価結果はおおむね良好であった。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/attachment/11586.pdf 

・30 年度重点研究事業応募説明会を，前年度に引き続き開催した。（11/28参加者数52人） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（３）研究の質の向上 

55 〔第三者評価等の活用〕 

認証評価機関による第三者評価等を活用

し，研究の質の向上に取り組む。 

■ 各部局等において，査読付き学術論文による研究成

果の公表，外部研究資金の積極的な応募や獲得等を通じ

て，研究の質の向上に取り組む。 

・査読付き学術論文の発表状況を「教員活動情報公開システム」で公開した。 

https://hiris.pu-hiroshima.ac.jp/search/index.html?lng=ja 

・企業等学外からの共同・受託研究資金の受入に積極的に取り組み，80件，総額97,882,289円の外部研究資金を獲得

した。 

内訳：受託研究：29件34,144,814円，共同研究：23件35,401,475 円， 

研究奨励寄附：６件2,380,000円，提案公募型研究：22件25,956,000円 

  ■ 小項目№.54 の再掲  ・小項目№54 に記載のとおり実施した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

２ 研究実施体制等の整備に関する取組 

（中期目標） 

研究の推進に当たっては，研究者情報の整備や共同研究等のコーディネートの推進など，大学の人的・知的資源を多面的に活用できる基盤づくりや実施体制の整備に取り組む。また，産学官連携を積極的に進めるとともに，外部研究

資金の積極的な導入を図る。 

（１）産学官連携の推進 

56 〔地域における共同研究の推進と地域へ

の還元〕 

大学の知的資源の地域への還元と実社

会での応用的研究を推進するため，大学

内の人的・知的資源を多面  

的に活用できる基盤づくりなど，実施体制

の整備に取り組むとともに，広島県や県内

市町，企業，非営利組織等多様な主体と

の共同研究を通じて，地域の課題解決や

活性化に積極的に取り組む。 

■ 地域連携センターに，新たに「リサーチ・アドミニストレ

ーター」を配置するとともに事業推進担当室を新設し，同セ

ンターの体制の強化を図り，本学の知的資源等の地域へ

の還元，外部資金の獲得及び共同研究等を積極的に推進

する。 

・地域連携センターに「リサーチ・アドミニストレーター」を配置するとともに，事業推進担当室を設置し，プロジェクト研究セ

ンターによる補助金申請書の作成支援，経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）や総務省戦略的

情報通信研究開発推進事業（SCOPE）等の研究事業の円滑な推進を支援した。 

 

 ■ 本学が主体となって地域に情報を発信する多様な機

会を設けて，大学の知的資源の地域への還元及び共同研

究や応用的研究を推進する。 

・小項目№53，54 に記載のとおり，重点研究事業を推進した。 

・本学教員と自治体との連携による「地域戦略協働プロジェクト事業」（８事業）を企画し，実施した。 

・自治体等の課題解決に資する研究として，「三原市県立広島大学研究開発助成事業」（新規３件），「三次イノベーション

会議・産学官連携推進事業」（１件），「三次イノベーション会議受託研究」（１件）などを受託・実施した。 

・本学学生及び教職員が「Ｎｅｗ環境展2017」（東京都），「環境の日」ひろしま大会，「信金合同ビジネスフェア 2017」，

「ひろしま IT総合展2017」に出展し，展示・紹介等を行った。 

・公益財団法人ひろしま産業振興機構等と共催し，第２回国際産学連携交流会を開催し，国際的な産学連携及び交流の

契機とするとともに，企業，県民等に本学の最新の研究成果を紹介した。（2/9，参加者数55人） 

・小項目№55 に記載のとおり，学外からの共同・受託研究資金の受入に積極的に取り組んだ。 

  ■ 地域連携センターにおいて，学外関連組織等との情報

共有について，独自に開発したクラウドシステムの活用等

を通じて，その質的強化を図る。 

・地域連携センターにおいて，「ひろしまクラウドキャンパス」システムの運用により，自治体や協定締結機関，学外関連組

織等との情報共有を推進するとともに，地域戦略協働プロジェクト事業の展開を促進した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 地域連携センターにおいて「研究者紹介名簿」の概要

版及びウェブ・サイトを更新し，両者の活用を図る。 

・地域連携センターにおいて，「29 年度版研究者紹介名簿」を作成し，冊子版を関係諸機関等に送付するとともに，本学

ウェブ・サイトで公開し，スマートフォン等での検索・参照も可能とし，活用に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（２）外部研究資金の獲得支援 

57 

◆ 

〔競争的資金の獲得支援〕 

科学研究費補助金等の競争的資金につ

いて，積極的な応募と獲得を促進するた

め，応募や獲得に対するインセンティブを

強化するとともに，申請書の作成を支援す

る。また，外部研究資金に関する情報を

収集し活用 

する。 

〔数値目標：科学研究費補助金の申請率

（応募件数／教員数）…95％以上（平成

30 年度）〕 

〔数値目標：科学研究費補助金の獲得件

数…80 件以上（各年度）〕 

■ 各部局等において，引き続き，科学研究費補助金の

高い申請率と獲得件数の維持に努める。 

〔数値目標：科学研究費補助金の申請率（応募件数／教

員数）…95％以上〕 

〔数値目標：科学研究費補助金の獲得件数…80件以上〕 

・経営企画室が主催して「平成30年度科研費応募説明会」を開催し，申請を促した。（9/21参加者数101人） 

・各学部等の教員が科研費の申請・獲得に積極的に取り組み，29年度科学研究費補助金の獲得件数は86件（特別研究

員奨励費を含む），30年度同補助金申請率※は95.0％（211件／222人，名誉教授１人を含む）で，いずれも目標数値

を上回る実績を上げた。 

※特例措置(退職までの期間が３年以内等）の教員を除いた場合の申請率 

 ■ 地域連携センターにおいて，提案公募型の競争的外

部資金の獲得に向けて，各部局等や学外機関とも連携し，

研究組織や研究計画のコーディネートを行う。 

・地域連携センターにおいて，産学連携や知的財産に関するリスクマネジメントを主眼とした「知財セミナー」や「外部資金

説明会」を経営企画室との共催で実施した。 

・競争的外部資金の獲得を推進するため，地域の研究拠点となる大型研究プロジェクトを支援する「県立広島大学プロジ

ェクト研究センター」の名称利用に関する要領をまとめた。新たに「HBMS地域医療経営プロジェクト研究センター」を設置し

た。 

・「高度人工知能プロジェクト研究センター」において，IoT の導入事例やデータ分析，セキュリティ等に関する「IoT人材育

成セミナー」を，広島県立技術短期大学校との共催で実施した。（前期８回（うち実習３回），後期14回（うち実習４回）） 

・「レモン健康科学プロジェクト研究センター」において，共同研究の成果を報告する「レモンのチカラ特別授業in 大崎上

島」を，サッポロホールディングス，ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社と共同で開催した。（9/2） 

  ■ 地域連携センターにおいて，競争的外部資金等の公

募情報を迅速かつ積極的に収集し，学内での共有化を図

る。また，同センターの「研究助成金マッチング支援システ

ム※」を運用し，各教員の助成金申請を支援する。           

・地域連携センターにおいて競争的資金等の外部資金公募情報を収集し，分野別に整理した上で教職員専用ウェブ・サ

イト（Wiki）に掲載し，関係情報の積極的な提供に努めるとともに，地域連携センター運営委員会を通じて，学科単位で公

募情報を紹介し申請を促進した。また「研究助成金マッチング支援システム」を運用し，マッチング情報を学科・教員ごと

に提供し，外部資金の獲得につなげた。 

提案公募型研究採択金額25,956,000 円（28年度21,245,000 円）  

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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★ 

〔共同・受託研究の積極的受入〕 

企業等学外からの共同・受託研究の受入

に積極的に取り組む。 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，学内の研究シ

ーズ・成果の積極的な公開及び企業等ニーズとのマッチン

グ作業を円滑に行い，外部資金や受託・共同研究資金の

獲得に努める。 

・小項目№56，57 に記載のとおり実施した。 

・地域連携センターと各学部・学科等が連携し，研究者紹介名簿，各研究室のウェブ・サイト，及び地域連携センター報等

により，関係情報を積極的に公開した。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた取組を順調に実施し，外部資金や共同・受託研究の積極的受入に努めた。 

（３）研究費の効果的な配分 

59 〔研究費の効果的な配分〕 

学内の研究費（基本研究費，重点研究費

等）の配分について，公正性・公平性・公

開性を確保しながら，研究業績に加え教

育・地域貢献・大学運営への教員の積極

的な取組を総合的に評価して配分する。 

■ 基本研究費の配分について，教員の活動実績（教育・

研究・地域貢献・大学運営）を総合的に評価し，その結果を

積極的に活用する取組を継続する。 

・教員業績評価制度を運用し，評価対象の４分野（教育・研究・地域貢献・大学運営）における活動を総合的に評価し，基

本研究費の配分に反映させた。（基本研究費総額の56％） 

・また，29年度から運用を開始した新教員業績評価制度を踏まえ，30年度分の基本研究費の配分に適用する基準の見

直しを行った。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

60 〔教職員の意識醸成〕 

説明会の開催などにより，研究費・補助金

の適正使用を徹底する。 

■ 「研究費の不正使用」及び「研究活動における不正行

為」の未然防止のための取組を継続し，研究費の適正使

用等に係る教職員の意識の醸成を徹底する。 

・研究費の適正使用を徹底するため，研究費不正使用防止説明会について，29 年度より新しい試みとしてｅラーニング

を導入し，コンプライアンス推進責任者による受講奨励により，高い受講率を確保した。 

①公的研究費の取扱全般について：ｅラーニング（受講率98％） 

②本学研究費使用に関する事項について：ウェブ簡易テスト（同97％） 

・研究費の不正使用防止及び研究活動における不正行為防止のための取組として，引き続き，コンプライアンス研修会及

び eラーニングによる研究倫理教育を継続して実施した。（29年度末時点での教員受講率：99.1％） 

  ■ 新規採用教職員及び大学院生に対して，コンプライア

ンス教育及び研究倫理教育を実施する。 

・新規採用教職員及び大学院生に対して，eラーニングによるコンプライアンス教育及び研究倫理教育を実施し，受講率

はいずれも100％であった。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

Ⅲ 大学資源の地域への提供と新たな知的資産の創造（地域貢献に関する目標）を達成するために取るべき措置 

１ 地域における人材の育成に関する取組 

（中期目標） 
サテライトキャンパスを地域の教育拠点，産学官の連携拠点及び学生・社会人の交流拠点として整備し，企業等で活躍する社会人や専門職等の技術や能力の更なる向上を支援するとともに，非営利組織等多様な主体と連携して，地

域社会の活性化を担う人材の育成を推進するほか，高齢社会に対応した学びや交流の場を提供する。 
また，各キャンパスにおいて公開講座等を開催し，地域における生涯学習や社会人の学び直しを支援する。 

（１）生涯を通じた学びの場の提供 

61 

 

〔地域の人材育成機能の強化〕 

サテライトキャンパスを地域の教育拠点，

産学官の連携拠点及び学生・社会人の交

流拠点として位置づけ，企業等で活躍す

る社会人や専門職業人を対象にした，専

門的スキルやマ 

ネジメント能力の向上に資する講座・セミ

ナーを開設し，地域社会の活性化を担う

人材の育成に取り組む。 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，本学の特徴を

生かした，多様な社会人を対象とする人材育成講座（各種

資格試験対策講座，青少年育成カレッジ総合講座等）を開

講する。  

・広島県委託事業「広島県看護教員養成講習会」（５～１月，修了者33人）など，６つの専門職講座を三原キャンパスとサ

テライトキャンパスひろしまで開講した。 

・「情報セキュリティマネジメント試験対策講座」（９月，延べ６人），「ＩＴパスポート試験対策講座」（３月，延べ54 人），青少

年育成広島県民会議との共催による「青少年育成カレッジ総合講座」（11～12月，延べ187人）などを開催し，地域社会

の要請に応える人材育成に取り組んだ。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

62 〔地域課題解決に資する人材育成プログ

ラムの開発・提供〕 

企業の経営や創業・新事業展開，地域資

源開発などに係る教育プログラムを開発

し，サテライトキャンパスに 

おいて開講する。同プログラムの成果を

検証し，社会人教育に係る本学独自の制

度を検討する。 

■ 地域連携センターが中心になって，学外諸機関（自治

体等の協定締結団体，NPO法人等）と学内部局等との連携

を図り，社会人向けの人材育成に係る講座やセミナーを実

施する。 

・小項目№57 に掲載した「IoT 人材育成セミナー」，小項目№61 に掲載した「青少年育成カレッジ総合講座」，「情報セキ

ュリティマネジメント試験対策講座」等を，「サテライトキャンパスひろしま」で社会人対象の講座として開講した。 

 ■ 小項目№.50-2 の再掲  ・小項目№50-2 に記載のとおり実施した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

63 〔マネジメント人材の養成〕 

広島県や県内の大学，企業，市町と連

携・協働し，企業等の経営やグローバル

化に資する人材の育成，並びに地域の文

化資源や産品，観光資源をマネジメント

し，地域のまちづくりや地域おこしに貢献で

きる人材の育成に取り組む。 

■ 小項目№.36 の再掲  

 

・小項目№36 に記載のとおり実施した。 

・ビジネス・リーダーシップ専攻において，地域経営人材の育成に資する「浮城塾」を開塾し，地域の課題解決と成長を促

す事業創造と，組織改革に資する実践力を備えた人材育成を目指すプログラム全８回の講座を提供した。（一期生として

の受講者数27 人）また，30年度の開塾を決定した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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64 〔専門職養成や研修機会の提供〕 

専門職養成等に関する地域のニーズに対

応するため，本学の専門性を活かした講

習会や研修会を開講する。（例：看護教員

養成，教員免許状更新講習，ケアマネジ

ャー養成） 

■ 教員免許状更新講習や看護教員養成講習会，専門職

養成講座等の講座を開講し，社会人の学び直しの場を提

供する。 

・29年度教員免許状更新講習12講座（いずれも「教育内容の充実」に係る選択講習）を広島・庄原・三原キャンパスで開

設し，179人が受講した。受講者の事後評価結果（満足度）は，前年度より良好であった。（参考：過年度の受講者数 28

年度130人，27年度242人） 

・№61 に記載のとおり，「広島県看護教員養成講習会」等を三原キャンパスで開講した。また「家族支援の実践実技講座」

（延べ36 人），「脳と身体のいきいきトレーニング－認知症予防講座－」（延べ22 人），「地域包括ケアにおける専門職連

携と地域への働きかけ」（延べ20 人），「子ども虐待の発生要因とその対処プログラム－メンタルヘルスと貧困を焦点に

－」（延べ24 人）等の６講座を開講した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

65

◆ 

〔公開講座の質的充実〕 

サテライトキャンパスにおいて，成熟社会

における県民の高度な学習ニーズに対応

した質の高い公開講座を，幅広い世代に

対して提供する。 

また，各キャンパスにおいて，地域におけ

る生涯学習や社会人の学び直しのための

公開講座等を開催する。 

 〔数値目標：全ての公開講座受講者の

満足度…80％（平成30年度）〕 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，高度な学習ニ

ーズに対応した質の高い公開講座を企画し，「サテライトキ

ャンパスひろしま」で提供するとともに，受講者アンケートの

結果を分析し，質的改善につなげる。  

・地域の高度な学習ニーズに対応した質の高い公開講座12講座を，「サテライトキャンパスひろしま」において開催した。

具体的には，本学と広島市立大学との連携による２講座，ひろしま美術館との連携講座などを開設した。 

・「ひろしまクラウドキャンパス」システムを利用し，「高度情報提供型公開講座」として，有料講座において受講者が公開

講座終了後にも復習できるように，動画のデジタル配信を行った。 

 ■ 小項目№.50-2 の再掲 

 

〔数値目標：全ての公開講座受講者の満足度…80％〕

  

・小項目№50-2 に記載のとおり実施した。 

・地域連携センターと各学部・学科等が連携し，前年度の実施状況やアンケート調査の結果を踏まえて，社会人等の多様

な学習ニーズに応える公開講座73講座を各キャンパスで開設し，受講者総数は延べ5,406人であった。（28年度5,166

人） 

・地域連携センター運営委員会の下に生涯学習検討部会を設置し，公開講座の企画，年間スケジュールの見直しを行っ

た。その成果として，「平成29年度後期」及び「平成30年度版公開講座パンフレット」を作成し，関係諸機関等に送付し，

きめ細かな広報に努めた。【新規】 

・全学統一様式によるアンケート調査を実施し，受講者の満足度等の把握に努めた。その結果，「（とても）満足」と答えた

受講者の割合（満足度）の平均は 91.0％と極めて高く，数値目標（評価規準）の80％を大きく上回っていた。（28 年度

92.9％） 

 

・地域のニーズを踏まえた多様な公開講座を各キャンパスで実施し，併せて前年度に引き続き数値目標を上回る高い満

足度が得られていることから，年度計画を上回って実施しているレベルと判断した。 

66 〔大学施設等の地域への開放〕 

図書館やグラウンド，体育館などの施設・

設備を可能な限り地域に開放する。 

■ 各キャンパスの図書館を引き続き学外者の利用に供

するとともに，図書館機能を生かした企画展示等を実施

し，地域への開放に努める。 

・図書館と地域連携センター宮島学センターが連携し，学生による企画展示「清盛・元就と宮島―名誉教授菅原範夫先生

収集近世史料を読み解く―」を実施し，383人が参加した。併せて，図書館独自の企画展示を 16回実施し，図書館機能

の充実と地域への発信に努めた。 

・引き続き，地域住民への図書の貸出を行うなど，地域への開放に努めた。（学外者の利用登録者数1,997人（28年度：

1,972人），図書貸出冊数20,416冊（28年度21,537冊） 

・小項目№44-1 に記載のとおり，庄原キャンパス図書館において，土曜日開館（通年）を実施し，地域への学習の場の提

供を拡充した。 

  ■ 教室や学生食堂等，大学施設の地域への貸出を適切

に行う。 

・大学施設の貸出について，貸出注意事項文書の見直しを行うとともに，ウェブ・サイトに掲載し周知するなど，施設の円滑

な貸出・提供に努め，有効活用を図った。 

学外機関・団体への貸出件数：有料25 件延べ54日，無料５件延べ111日 

（28 年度：有料35件延べ61 日，無料２件延べ114日） 

施設貸付料収入：788,037円 

（28 年度：1,492,994 円 「サテライトキャンパスひろしま」を除く） 

・本学を会場とした学会・研究会等の実施を促進するため，無料で使用できる基準の見直しを行い，見直し後の基準の運

用を 29 年度から開始した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 小項目№.50-1 の再掲 ・№50-1 に記載のとおり。 

「サテライトキャンパスひろしま」貸付料収入：5,259,290円（28年度：4,214,140円） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

２ 地域との連携に関する取組 

（中期目標） 

 （１）県内産業の振興や地域社会の活性化に貢献するため，企業に対する課題解決のための支援，食品・バイオ・環境及び保健・医療・福祉等の分野における専門的な知的資源の提供，政策課題に対する検討や提言などを行うことがで 

きる地域のシンクタンクとしての 機能の強化を図る。 

 （２）産学官連携や地域連携を総合的に推進するため，地域連携センター等の機能の充実を図る。 

 （３）地域の課題解決に資するため，サテライトキャンパスや地域連携センターを拠点として，企業，非営利組織等多様な主体や市町と連携・協働し，地域活性化や地域支援に取り組む。 

（１）地域貢献・連携（COC）機能の強化 

67 〔シンクタンク機能等の強化〕 

地域産業の振興や地域社会の活性化に

貢献するため，企業経営に対す 

るコンサルティングや企業の課題解決，

起業・創業に対する支援，食品・バイオ・

環境・保健・医療・福祉などの分野におけ

る専門的な知的資源の提供，幅広い領域

で地域の政策課題やまちづくりなどへの助

言を行うシンクタンク機能を強化する。 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，自治体や地域

団体との意見交換等により地域社会や産業界の課題を抽

出し，協働で解決策を探る。 

■ 地域戦略協働プロジェクト事業の成果について，事業

効果に係る検証，並びに広報活動を行う。 

・包括連携協定締結自治体（７市１区１町）と本学地域連携センター並びに学部等の教員が連携し，地域産業の振興や地

域社会の活性化や地域課題解決に資する「地域戦略協働プロジェクト事業」８件を企画し，実施した。また，その実施状況

をウェブ・サイトに掲載した。 

 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/renkei/renkeipjh29.html 

・同プロジェクト事業関係者による「自治体意見交換会」を開催し（12/13），課題の抽出などを通じて事業改善に努めると

ともに，今後も現状調査及び意見交換を実施することとした。 

・新たに，豊田郡大崎上島町との間で「包括的連携協力に関する協定」を締結した。（平成30 年２月） 

・「三次イノベーション会議」並びに「しょうばら産学官連携推進機構」主催のセミナー等に参加し，連携成果の報告，シー

ズ紹介，連携開発商品の展示等を行った。 

・小項目№51 に記載のとおり，本学主催又は共催のシンポジウムを３件開催した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

68-

1 

〔地域連携・交流機能の強化〕 

大学と地域が持つ資源やニーズを結び，

互いに活かすための産学官連携や地域

連携（教育・交流）を総合的に推進する拠

点として，地域連携センター，宮島学セン

ター，フィールド科学教育研究センター，

及びサテライトキャンパスの機能強化を図

る。 

■ 地域連携センターにおいて，ICT技術を活用して自治

体や地域社会・産業界との意見交換や情報共有に努め，

連携の強化を図る。 

・小項目№56 に記載のとおり実施した。 

 ■ 地域連携センター宮島学センターにおいて，宮島学研

究・教育の成果を生かした地域との連携活動を推進する。 

・宮島学センターにおいて，廿日市市生涯学習課と連携した公開講演会（受講者数197人）や，廿日市市教育委員会との

公開講座（受講者数延べ358 人）等を実施し，連携事業を推進した。 

・小項目№66 に記載のとおり実施した。 

 ■ フィールド科学教育研究センターにおいて，同センター

の知名度の向上と事業の推進を図るため，ウェブ・サイトを

活用した情報発信を強化する。 

・フィールド科学教育研究センターで行われた実習，演習等について，ウェブ・サイトやFacebook等のSNSを活用し，きめ

細かい情報発信を行った。 

  ■ 「サテライトキャンパスひろしま」において，地域の教育

拠点，学生・社会人の交流拠点機能の強化に資する，大

学連携，県内大学による各種公開講座を開催する。【関係

項目50-1，51，65】 

・№50-1，51，65 に記載のとおり，地域の教育・交流拠点として活用するとともに大学連携講座や県内大学による各種公

開講座を開催した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

68-

2 

また，美術館や博物館，金融機関，経済

団体と連携し，双方の資源を有効に利活

用し，地域の活性化に貢献する。（関連項

目50～52，56） 

■ 美術館や学外図書館，協定金融機関等と連携し，公

開講座等の各種事業を展開し，地域の活性化に貢献す

る。 

・ひろしま美術館，広島県立図書館との連携講座，広島市立南区図書館との連携講座，公益財団法人広島市文化財団，

広島市公民館（宇品，舟入）との連携講座等を多様なテーマ・内容で実施し，受講者の高い満足度を得た。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

  ■ 美術館等の「キャンパスメンバーズ制度」を活用して，

ミュージアムツアーを実施するなど，会員校として同制度

に基づく文化施設の利用を促進する。 

 

・キャンパスメンバーズ制度による文化施設等の利用を促進するため，年度始めのガイダンスで全学生に案内チラシを配

布し，併せて企画展示情報等の定期的な掲示等により利用促進に努めたほか，ミュージアムツアーや特別講義（広島交

響楽団等）により，同制度に基づく文化施設の利用を促進した。 

キャンパスメンバーズ制度利用者数…1,536人 

（28 年度1,623人，27年度1,614人，26年度1,512人） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

69 〔知的財産の技術移転の促進〕 

企業等からの共同研究プロジェクトを積極

的に受入れるとともに，技術・経営相談，

指導など地域企業等と研究交流を進めな

がら，知的財産の技術移転を促進する。 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，各種展示会や

イベント，ウェブ・サイト等の活用により，地域貢献•連携活

動の成果や実績について情報提供を積極的に行う。 

・地域連携センターと各学部等とが連携し，県内外で開催されたマッチングフェアや各種展示会等の関係企画５件に参加

するなど，積極的な情報発信に努めた。 

・小項目№56 に記載のとおり，「研究者紹介名簿」を送付するとともに，本学ウェブ・サイト掲載情報を更新した。 

・小項目№67 に記載のとおりセミナー等に参加し，連携成果の報告，シーズ紹介，連携開発商品の展示等を行った。 

 ■ 地域連携センターにおいて，技術移転等に関する相

談に随時対応する。 

・地域連携センターにおいて，研究シーズに関する技術相談に随時対応した。 また，知的財産の権利化に対応してい

る。 

 技術相談件数９件，特許出願件数８件，特許権利化件数６件 

・県内外の企業と共同研究を推進し，「イノシシ忌避装置（特許権利化）」については，大崎上島町の重点研究事業（地域

課題解決研究）に採択され，改良が行われている。 

  ■ ひろしま産業振興機構，広島県発明協会と協力し，中

小企業と本学との共同研究に基づいたシーズの特許出願

を積極的に行う。 

・中小企業に対し，特許出願の重要性について説明を行うとともに，発明に応じた按分率で出願費用を負担する方法で，

中小企業の特許出願件数の向上を図った。29年度においては，中小企業との共同研究（特にサポインやSCOPE）に関連

した特許の出願が行われた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

70 〔産学交流の推進〕 

企業ニーズと大学シーズのマッチングを

支援する交流会等を積極的に開 

催するとともに，他機関が主催する交流会

等への教員の参加を促進する。 

■ ひろしま産業振興機構や中国経済産業局等の学外の

産学交流支援機関と連携し，産学交流事業の共同開催等

を推進する。 

・小項目№56 に記載のとおり，公益財団法人ひろしま産業振興機構と連携し，第２回国際産学連携交流会を開催した。 

 

 ■ 地域連携センターが中心になって，産学連携交流会

を開催するとともに，「県立広島大学プロジェクト研究センタ

ー」等の研究活動を紹介する。 

・小項目№57 に記載のとおり，「高度人工知能プロジェクト研究センター」において，IoT の導入事例やデータ分析，セキュ

リティ等に関する「IoT人材育成セミナー」を実施した。 

・庄原地域連携センターにおいて，企業，自治体，自治会組織を対象とし，「レモン健康科学プロジェクト研究センター」及

び「資源循環プロジェクト研究センター」の教員による公開講座「産学官連携事業の成功事例に学ぶ」を開催するとともに，

意見交換を行った。（7/7参加者数18 人） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（２）地域貢献・連携活動の質的向上 

71 

★ 

〔地域貢献・連携活動への学生の参加促

進〕 

地域貢献・連携活動への学生の積極的な

参画を促進し，地域が抱える課題等を学

生が主体的に把握し，実践的な問題解決

能力等の修得につなげる取組を推進す

る。（関係項目25，26） 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し，自治体等と協

働で実施する地域貢献事業などの情報を学生に積極的に

提供し，学生の主体的な参加を促す。 

■ 小項目No.26 の再掲 

・地域や自治体等と協働で実施する地域貢献事業などの情報を学生に積極的に提供し，学生の主体的な参加を全学的

に促した。その結果，以下のとおり，取組や規模の拡大が認められた。 

・地域戦略協働プロジェクト事業への学生の参画を促すとともに，その活動状況をウェブ・サイトで紹介した。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/renkei/renkeipjh29.html 

・主な活動については，小項目№26に記載のとおり。 

・４学部において，学生の主体的な地域貢献・連携活動を通じた学修成果や成長，地域の活性化，並びに事業の有効性

等の観点から各事業の成果検証を行った。 

参考：「本学は地域社会に対して積極的に貢献していると感じますか」の設問に対して，「積極的・やや積極的」79.0％，

「あまり積極的ではない」17.8％，「そう思わない」1.4％（29年度「学生意識調査」集計結果（４年次生）より） 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

    

・以上のとおり，地域貢献・連携活動への学生の参加状況は良好であり，活動を通じた学修成果等に関する検証作業につ

いても４学部に拡大していることから，年度計画を上回るレベルで実施していると判断した。 

72 〔地域貢献・連携活動の見える化〕  ■ 小項目№.69 の再掲 ・№69 に記載のとおり。 

 積極的な広報活動を展開して，大学の地

域貢献・連携活動の「見える化」を推進す

る。 

■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献･連携事業の成

果について，地域連携センターや各学部等のウェブ・サイト

等を通じて積極的に発信する。 

・学生の自主的活動を含む地域貢献･連携の成果について，地域連携センターや各学部等のウェブ・サイト，SNS，テレビ・

新聞報道等を通じて積極的に発信した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

Ⅳ 大学運営の効率化（法人経営に関する目標）を達成するために取るべき措置 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する取組 

（中期目標） 
 （１）組織運営の改善に関する目標 
   ア 理事長のリーダーシップの下，大学内部における情報の共有化や目的の共通理解を進めるため，透明性のある大学運営に努める。また，大学のマネジメントを支える経営企画機能を強化するとともに，事務の効率化を進めるな 

ど，機動的・弾力的な事務局運営を行う。 
   イ 今後の大学改革の方向性を踏まえたメリハリのある資金配分を行う。 
   ウ 教育目標を達成するため，教育プログラムの運営体制を整備し，効果的・効率的に運用するなど，全学的な教学マネジメントの確立を図る。 
   エ 法令遵守など法人としての社会的責任を果たすためのコンプライアンスの確保を推進する。 
 （２）教職員の教育力等の向上に関する目標 
   ア 大学教育に情熱を有する優秀な教員を育成するため，年俸制等の多様な人事制度を導入するとともに，業績を適正に評価し，その結果を人事，給与，研究費等に反映させる教員業績評価制度を着実に実施する。また，教員の 

確保に当たっては，任期制の活用等により，柔軟で機動的な採用を行う。 
   イ 教育の質の向上を図るため，授業内容や方法を改善し，向上させるための組織的な取組（ファカルティ・ディベロップメント）を着実に実施するとともに，教員に求められる資質能力の多様化・高度化に対応した職能開発を積極的に 

行う。 
   ウ 法人運営の安定化を図るため，職員の採用方法の見直しを行う。また，業務執行に係る能力の向上を図るため，職員研修制度を充実させ，職員の能力向上を図るとともに，目標管理評価制度を導入する。 
 （３）業務執行の効率化に関する目標 
   事務処理方法の改善や執行体制の見直し等に努め，業務執行の一層の効率化を図る。 
 （４）戦略的広報に関する目標 
   教育，研究，地域貢献，法人経営等の状況等について，広報の目的，ターゲット，メッセージを明確化するとともに，適切な広報手段を選択し，戦略的な広報を展開する。 

（１）組織運営の改善 

73-

1 

〔組織運営に係る留意事項と体制の強化〕 

理事長・学長のリーダーシップの下，法人

や大学の目的（学部・学科等の目的を含

む。）を大学の構成員に周知し，その共通

理解に努めるとともに，大学内部における

情報の共有化を進め，透明性のある大学

運営に努める。（関係項目92，95） 

■ 理事長・学長が，教育研究審議会や目標・計画に係る

説明会等の機会を通じて，法人運営や学部・学科等の再

編，全学的なアクティブ・ラーニングの推進等に関するメッ

セージを発信するとともに，教職員との意見交換に努め，

共通理解を深める。 

■ 理事長・学長のリーダーシップのもと，目標・計画委員

会等を通じ，全教職員に対し，中期目標・中期計画，年度

計画及び重点項目の周知徹底を図る。 

・ 

・目標・計画に係る説明会を前・後期各１回開催し，合わせて313 人の教職員が参加した。アンケート調査の結果，「説明

会の企画（主旨・構成等）」について，回答者の約８割（前期83.6％，後期82.9％）が「非常に良い・良い」と回答した。（参

考：前年度参加者数318人） 

・同説明会及び学部・学科等再編に係る説明会（８月開催），新任・昇任教員研修会，教育研究審議会等の機会を通じ

て，理事長・学長が法人運営や学部・学科等の再編，全学的なアクティブ・ラーニングの推進等に関するメッセージを発

信し，法人や大学が目指す方向性について共通理解を深めた。 

・学長と本学教職員との意見交換の場「学長オフィスアワー」を３キャンパスで20回開催し，延べ79人の教職員が参加し

た。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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73-

2 

また，社会経済情勢の変化に迅速かつ的

確に対応するため，理事長・学長のトップ

マネジメントを支える経営企画機能及び教

育企画機能を強化するとともに，全ての教

職員が一体となって，大学の経営・運営に

当たる体制の構築を図る。  

■ 重点的に取り組むべき事業や課題に応じて，理事及び

学長補佐等を適切に任命するとともに，法人経営や教育に

係る企画機能の強化を図る。 

・学部等再編推進担当の学長補佐を任命するとともに，29年４月に学部等再編推進室を設置し，学部等再編推進委員会

及びその下にキャンパス別の部会，大学院部会等を設置し，法人方針の具体化に向け，人材育成目標や３ポリシーなど

の検討を進めた。 

・教育改革等を担当する学長補佐に総合教育センター副センター長を兼務させ，同センターとの連携の下で，教育改革

の取組を加速した。 

・小項目№11 に記載のとおり，中等教育の現場での経験が豊富で，初等中等教育及び教育改革に精通した教員を総合

教育センターの専任教員として配置した。 

■ 小項目№.15 の再掲 ・小項目№15 に記載のとおり。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

74 〔資源配分の重点化〕 

今後の大学改革の方向性を踏まえた，人

員配置や財源配分の重点化を進める。 

■ 今後の大学改革の方向性について情報収集に努める

とともに，学部・学科等再編の検討状況及びスケジュール

等を勘案し，適切な人員配置や財源配分に努める。 

・公立大学協会等を通じて情報収集に努めるとともに，学部・学科等の再編に係る大学改革を見据えた教員採用方針に

基づき，教員の適正な人員配置や財源配分に努めた。また，事務組織についても学部等再編推進室を設置し，職員の重

点配置を行った。 

■ 厳しい財政状況を踏まえつつ，引き続き「国際交流推

進事業」及び「経営学機能強化事業」等の全学的な主要プ

ロジェクトの重点的な展開を図る。 

・小項目№39 に記載のとおり，国際交流事業の充実等を担う特任教授１人を採用し，協定締結数及び派遣留学生数並び

に受入留学生に関して，目標を上回る実績を上げた。 

・№36 に記載のとおり，経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻において，実践的な教育プログラムの運営の他，関

係事業を積極的に推進した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

75 〔教育運営体制の整備と全学的な教学マ

ネジメント〕 

理事長・学長のリーダーシップの下，教育

運営体制を整備するとともに，効果的・効

率的に教育プログラムを実施し，全学的

な教学マネジメントの確立を図る。 

（関係項目11～13，29，35，38）  

■ 何れも小項目№11の再掲 

 

・小項目№11 に記載のとおり。 

 

・小項目№11 に記載のとおり，年度計画を順調に実施した。 

76 〔コンプライアンスの確保〕 

内部統制のための基本方針を策定し，法

令の遵守など公立大学法人としてのコン

プライアンスを確保するとともに，大学経

営に伴うリスクマネジメントに努める。 

■ 内部統制基本方針に基づいて内部統制が有効に機能

しているか否かの検証を行い，コンプライアンスの確保と大

学経営に係るリスクマネジメントに努める。 

・26 年度に策定した内部統制基本方針に沿った内部統制機能の実効性について，検証を行った。 

・監査計画策定時にリスクアセスメントを行い，リスクアプローチの観点から内部監査（会計に関する監査，業務に関する監

査及び情報セキュリティ監査）を行うことにより，リスクマネジメントに努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（２）教職員の教育力等の向上 

77 〔多様な教育・研究人材の確保〕 

任期制や年俸制等の人事制度を活用し

ながら，教育力や研究力に優れた多様な

経歴を有する教員の採用を積極的に推進

する。 

■ 本学の教育，研究，地域貢献の機能向上を図るため，

任期制や年俸制等の人事制度を活用し，教育力や研究力

等に優れた多様な経歴を有する教員を採用する。 

・経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻採用教員の任期制度の見直しを行うとともに，みなし専任教員を制度化し

た。 

・小項目№39 に記載のとおり，総合学術研究科のイングリッシュトラック・プログラムの強化及び国際交流事業の充実等を

担う特任教授１人を採用した。 

・産学連携による人材育成体制を強化するため，総合教育センターに配置する特任教授１人を選考した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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78 

★ 

〔教員業績評価制度の適切な運用〕 

教員の教育・研究・地域貢献・大学運営へ

の貢献を適正に評価し，その結果を人

事，給与，研究費等に反映させる教員業

績評価制度を着実に実施する。 

■ 平成28年度に検討した「新教員業績評価制度」の適

切な運用を図るとともに，平成30年６月の勤勉手当への

評価結果の反映に向けた準備を着実に進める。 

・新教員業績評価制度の導入に併せて，評価結果を勤勉手当へ反映するための関係規程の見直しや要領を整備すると

ともに，教員への事前説明や情報提供を行った。 

・教員業績評価委員会において検討・調整を行い，新教員業績評価制度の正式運用を開始した。 

・副学長，学長補佐，学部長等の幹部教員については，一般教員とは別に，目標評価制度（期首に設定した組織目標の

達成度に基づく評価）による教員業績評価の仕組みを新たに導入し，その運用を開始した。 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた取組を順調に実施し，教員業績評価制度の適切な運用に努めた。 

79 〔教員の教育研究力等の向上〕 

教員に求められる資質能力の多様化・高

度化に対応した職能開発を推進するた

め，FDを着実に実施するとともに，国内外

研修制度の充実に取り組む。 

■ 教員の教育・研究の遂行に必要な知識及び能力の向

上を図るため，FDを着実に実施するとともに，教員学外研

修助成制度による学外研究機関への派遣を適切に実施す

る。 

・総合教育センター主催の FD研修会等を下記のとおり実施し，専任教員248人中168 人が１回以上参加した（参加率

67.7％）。（参考：28年度参加率：73.8％）また，研修会等の実施概要をウェブ・サイトで公表した。 

・FD 活動促進（助成）事業を学内で募集し２件を採択した。（応募４件，助成総額598,400 円）なお，採択に当たって，事

業報告の総合教育センター紀要への掲載と事業実施報告会での発表により，成果の共有化を図った。 

・学部・学科等による FD 活動（教育改善）14件を推進し，その実施内容を総合教育センターのウェブ・サイトで公表した。 

URL：http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/attachment/11057.pdf 

・29 年度「県立広島大学教員学外研修助成事業」を実施し，英国と日本に准教授１人，講師１人を派遣した。また，研究

推進委員会において次年度の助成対象者の選考を行うとともに，前年度の実施報告に基づき事業成果の検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

 

 
回 日 程 主会場 

参加総数 

  （人） 

全学FD 研修会 

第１回 6/21 
広島C 

（庄原・三原遠隔） 
87 

第２回 10/13 
三原C 

（広島・庄原遠隔） 
92 

第３回 11/17 
広島C 

（庄原・三原遠隔） 
92 

FD活動促進事業報告会 第１回 5/24 
庄原・三原C 

（広島遠隔） 
59 

教育改革フォーラム  3/8 
広島C 

（庄原・三原遠隔） 
186 

ＦＤｅｒ養成講座 

第１回 第１回FD 研修会と合同開催 

第２回 

6/28 

6/30 

7/4 

広島C 

庄原C 

三原C 

35 

第３回 9/14 広島C 59 

第４回 9/21 三原C 12 

第５回 1/24 広島C 240 
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80-

1 

〔職員のマネジメント力の向上〕 

「事務職員人材育成プラン」に基づき，専

門性の向上，教員との協働，学生支援の

強化に向けたＳＤ（スタッフ・ディベロップメ

ント）の取組など，大学職員に求められる

能力開発を推進する。 

■ 「事務職員人材育成プラン」（平成24年３月策定）に基

づき，階層別研修，スキルアップ研修等を学内で企画・実

施し，職員の資質向上を図るとともに，学外で開催される

研修会等に職員を派遣することで，大学で特に必要となる

能力を開発し，「大学人」としての意欲と資質を備えた職員

の育成に努める。 

・「事務職員人材育成プラン」に基づき，職位や経験年数に応じた計画的な研修を学内で実施した。（受講者数110人） 

学内階層別・テーマ別研修：新規採用職員ガイダンス13人，新規採用職員研修20人，大学業務研修会7人，教学業

務最適化研修32人，教学業務最適化合宿研修25人，キャリアアップ研修13人 

・学外で開催された次の研修会に職員を派遣し，資質の向上と意識改革を図った。（受講者数44 人） 

公立大学に関する基礎研修２人，公立大学職員セミナー８人，SPOD フォーラム１人，広島県自治総合研修センター主

催の研修27人，公立大学協会公立大学法人会計セミナー３人，公立大学協会担当者研修会２人，公立大学中堅職員

研修１人 

・本学の基本理念「地域に根ざした，県民から信頼される大学」に基づいた取組（“それ，ええじゃん！”な取組）を職員間

で共有し，意見交換を行う場として，「ええじゃんトーーク！」を職員有志で企画・実施した。（12/1参加者約38 人） 

  ■ 専門性の向上，教員との協働，学生支援の強化に向

けて，教職員を対象とした SD研修を実施する。 

・小項目№11 に記載のとおり，高等教育や県の施策・マネジメント手法に関するSD研修（教職員共通）を実施した。（受講

者数1,209人） 

マネジメント手法に関する研修124人，広島県の施策等に関する研修180人，知的財産セミナー32人，平成29年度

目標・計画に係る後期説明会210人，ハラスメント防止研修307人，高等教育に関する研修208人，外部資金受入説明

会52人，安全保障輸出管理説明会38人，広報研修会58人 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。   

80-

2 

また，優秀な人材確保に向け，長期的視

野に立った職員採用に取り組むとともに，

人材育成の視点から目標管理制度を導

入する。 

■ 法人として平成25年度に整理した職員配置計画に基

づき，平成30年度法人職員等採用方針を策定し，事務職

員の募集・選考を適切に行う。 

・30 年度法人事務職員の採用について，外部委員を含む選考委員会において基本方針を策定し，「社会人経験者」（国

際職，主任・主事級）枠での募集を行い，所定の選考手続きを経て10人の採用候補者を決定した。 

 

 ■ 平成28年度から導入した常勤事務職員対象の目標

管理制度について，運用状況を検証し制度の改善に取り組

む。 

・28 年度から導入した常勤事務職員対象の目標管理制度については，２年間の運用状況を検証し，様式の見直しを行っ

た。その上で，平成30年12 月以降に導入する勤勉手当の成績率判定の参考資料とすることを決定した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。   

（３）業務執行の効率化 

81 〔業務執行の効率化〕 

組織体制を不断に見直すとともに，業務

内容を点検し，事務の簡素化・廃止のほ

か，事務処理権限を見直すなど業務執行

体制の効率化に取り組む。 

■ 平成29年度重点事業やその他の業務量の増減を踏

まえて組織体制の見直しを行うとともに，事務処理権限の

見直しなど，業務執行体制の効率化に取り組む。 

・キャンパスごとの業務量の増減等を踏まえ，配置職員数の適正化を図った。 

・広島キャンパス図書館運営業務について，民間事業者への委託範囲を拡大するとともに，職員の端末に自動シャットダ

ウンシステムを導入するなど，時間外勤務の縮減に取り組んだ。 

・平成30年度一般選抜（29年度実施）からインターネット出願システムに入学手続機能を追加導入し，ウェブ・サイトでの

入学手続必要事項の入力及び入学金の支払いを可能とした。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（４）戦略的広報の推進 

82 

★ 

〔戦略的広報の展開〕 

本学の知名度向上及び社会に対する説

明責任を果たすため，広報の基本方針を

定め，戦略的広報を展開する。 

■ 平成28年度のウェブモニタリングの分析結果を踏ま

え，本学のブランドイメージの構築に資する効果的な情報

発信・提供により，本学の情報へのアクセスやメディアへの

掲載・放送回数の拡大を図る。 

・マスコミ関係者に対し，本学の教育・研究活動に関する情報を個別に提供することにより，広報に努めた。 

・広島キャンパスの調理実習室等を会場に，広島県等の主催による「第４回ひろしまシェフ・コンクール」及び「第３回ひろし

ま和食料理人コンクール」が開催され，当日の調理や審査の状況がマスコミ等で取り上げられたことにより，本学及び健康

科学科の教育環境のイメージアップや理解度の向上等につながった。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/cultural/health300130.html 

・広島キャンパス図書館が，広島ホームテレビ「Ｊステーション」の「ひろしま建物探訪」コーナーで取り上げられ，図書館の

外観・内部，学生の利用状況，当日図書館で開催されていたイベント「脱出ゲーム」の様子が紹介された。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/media/media300117.html 
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年度計画の進捗状況等 

   ・広島テレビ「広島発！夢の通り道スペシャル」で取り上げられ，経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻の授業風

景，広島レモンの研究，カルビー株式会社とコラボレーションした新商品開発プロジェクト，庄原キャンパスボランティアサ

ークル「ファーマーズハンズ」の活動等が紹介された。 

・ビジネス・リーダーシップ専攻が，TSS テレビ新広島の「情熱企業 新たなる価値の創造」において，「地域の未来をつくる

ビジネススクールHBMS」として紹介された。 

・29 年度卒業式・大学院学位記授与式 （広島キャンパス）の動画を作成し，YouTube で配信した。 

 https://www.youtube.com/watch?v=kDl27kpFSww 

・小項目№65 に記載のとおり，３キャンパス及びサテライトキャンパスひろしまにおいて，多様な講演会等を開催し，学生

や県民に幅広い学習の機会を提供するとともに，本学の知名度の向上を図った。 

・小項目№19 に記載のとおり，広報研修会を実施し，教職員一人ひとりが広報マンであることの意識付け，ウェブ・サイトを

通じた積極的な情報発信への動機付けの機会とした。（3/16，教員23人，職員35 人参加） 

 

・以上のとおり，年度計画に掲げた各取組をおおむね順調に実施し，戦略的広報の推進に努めた。 

83 〔多様な広報媒体の活用〕 

本学ウェブ・サイトの多言語対応を推進

し，海外への積極的な情報発信を行うとと

もに，ソーシャル・ネットワーク・サービスな

ど，新たなメディア・ツールを活用した広

報に取り組む。 

■ 広報戦略の中核をなすウェブ・サイトやSNS について，

そのアクセシビリティの向上や各学部・学科等における適時

適切な独自のコンテンツの充実を図る。 

・小項目№82 に記載のとおり，アクセシビリティの向上やウェブ・サイトを通じた積極的な情報発信に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

２ 財務内容の改善に関する取組 

（中期目標） 

 （１）自己収入の改善に関する目標 

   法人運営の安定性・自律性を高めるため，外部資金を積極的に獲得するなど，自己収入の改善を図る。 

 （２）経費の抑制に関する目標 

   ア 教育研究水準の維持向上に配慮しながら，教職員の適正な人員配置を行い，人件費の抑制を図る。 

   イ 管理業務の合理化等により，経常経費の抑制を図る。 

（３）資産の管理・運用の改善に関する目標 

   ア 法人が保有する資産については，全学的な視点から効率的な管理を行うとともに，有償貸付けや共同利用を促進するなど，その活用を図る。 

   イ 法人が保有する資金については，実態を常に把握・分析し，適正に管理するとともに，安全かつ効率的な運用を図る。 

（１）自己収入の改善 

84

◆ 

〔外部資金の獲得〕 

法人運営の安定性・自律性を高めるた

め，企業等との共同・受託研究や科学研

究費補助金等の競争的資金の積極的な

獲得により，外部資金の恒常的な獲得を

図る。 

 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総額…

２億円以上（各年度）〕 

■ 各部局等において，企業等との共同研究，受託研究を

推進するほか，各種の競争的資金の獲得に向けて情報収

集と申請を行い，外部資金の着実な獲得に努める。 

・科学研究費補助金等の競争的資金への応募や企業等学外からの共同・受託研究資金の受入に積極的に取り組んだ。 

 

 ■ 小項目№.57 の再掲  ・小項目№57 に記載のとおり実施した。 

 ■ 地域の研究拠点を目指す「県立広島大学プロジェクト

研究センター」を中心として，国庫金を財源とする大型補

助金への申請を行う。 

 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総額…２億円以上〕 

・小項目№57 に記載のとおり，「HBMS医療政策経営プロジェクト研究センター」を新設した。 

・「高度人工知能プロジェクトセンター」において，平成29年度経産省戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）や

平成29年度総務省戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）地域ＩＣＴ振興型(2ndステップ)に申請し，採択された。 

 29年度科学研究費補助金採択件数86件，獲得総額112,150 千円 

（応募分に対する件数及び金額で，教員の転出入分を反映していない実績） 

 その他の外部資金受け入れ状況：80 件，総額97,882,289 円 

内訳：受託研究：29件34,144,814円，共同研究：23件35,401,475 円， 

      研究奨励寄附：６件2,380,000 円，提案公募型研究：22件25,956,000 円 
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   〔外部資金の年間獲得総額…209,032,289円（数値目標の105％）〕 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

85 〔多様な収入源の確保〕 

有料公開講座等の増設，商品化につなが

る産品に係る技術指導等収入，大学施設

使用料収入など，多様な収入源の確保に

努める。 

 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，有料公開講座

の受講料，商品化された産品に係る知財等の実施に伴う

収入の確保に努める。 

・有料の公開講座を３キャンパスで計13講座（39 回）開講し，受講料収入の確保に努めた。（同収入505,600円：28 年

度793,444 円） 

・「アスリートスポーツ弁当」に係るノウハウ実施料155,814円（28年度169,276円） 

■ 小項目№.66 の再掲 ・小項目№66 に記載のとおり。 

 ■ 財務課や経営企画室などが連携し，ステークホルダ

ーからの寄附金等の収入を学生支援等に生かす仕組みの

運用を開始する。 

・本学のステークホルダーから寄附金等を受け入れ，学生支援等に活かす仕組みの一つとして，中国新聞社が開設した

クラウドファンディングを活用することとし，広報室・財務課・健康科学科が連携して，ウェブ・サイトへの掲載と学内外への

周知を図った。 

タイトル：「レモンのレシピで県民の健康づくりを応援したい！」 

期間：Ｈ30.2.23～5.23（90日間） 

目標額：60万円 → 実績 90.6万円 

その他：中国新聞に12回広告掲載（無料），広告費換算額 1,721万円 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（２）経費の抑制 

86 〔人件費の抑制〕 

教育研究・学生支援水準の維持向上に配

慮しながら，教職員の適正な人員配置を

行い，総人件費の抑制を図る。また，非常

勤講師担当科目の削減や隔年開講等に

より経費の節減を図る。 

■ 理事長・学長のリーダーシップのもと，教職員配置計画

（平成25年度整理）に基づき，中長期的な視点及び大学

改革等の動向を踏まえた教員採用を行い，適正な人員配

置に引き続き努める。 

・学部・学科等再編等に向けた教員採用枠の確保に留意し，更には法人経営の安定化を図るため，理事長・学長のリーダ

ーシップのもと，教員採用に係る方針を決定し，選考・審査を適正に実施した。 

 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

87 〔経費の節減〕 

管理的経費を中心に契約期間の複数年

化，契約方法の競争的環境の確保で経費

の抑制を図る。特に，光熱水費について

は電気調達に係る入札実施や省エネ対

策により経費の節減を図る。 

■ 引き続き，日常的に省エネ意識の向上に努めるととも

に，夏季・冬季休業期間中の機器・設備の一部停止などに

より，省エネ法に基づく目標数値の達成に努める。 

・全学的な意識啓発（長期休業期間中の節電対策，空調設定温度の遵守等）や省エネ設備改修（LED 照明器具への交

換・経年劣化した機器の更新等）を継続するとともに，エネルギーの使用状況及び目標に対する達成状況を，毎月，部局

長等連絡会議報告により共有し，省エネ法に基づく目標数値の達成に努めた。 

・上記のとおり，建物延床面積当たりのエネルギー使用量について，24年度の使用量基準から５年間で年平均１％以上

低減する目標数値の達成に努めたものの，29年度については冬期の低温等の外的要因により，３キャンパス合計の実績

が，2.6％増（広島0.7％増，庄原6.4％増，三原1.6％減）であった。 

 

・以上のとおり，目標数値の達成はできなかったものの，全学的な意識啓発等を継続し，省エネに努めた。 

（３）資産の管理・運用の改善 

88 〔資産の適正な管理〕 

全学的な視点から資産の効率的な管理

を行うとともに，有償貸付や共同利用を促

進する。 

■ 平成26 年度に策定した「長期保全整備計画」の見直

しを行い，大学施設・設備等のより効果的・計画的な整備

に努める。 

・26年度に策定した現行「長期保全整備計画」に基づき，庄原・三原キャンパスにおいて校舎の外壁修繕工事を実施する

とともに，31年度からの次期長期保全整備計画の策定に向け，建物・設備等の現況調査に着手した。 
 

 ■ 財務課において，固定資産及び管理物品の実査を引

き続き実施し，資産の適正な管理に努める。 

・資産の適正な管理・利用を図るため，引き続き，固定資産（50万円以上）及び管理物品（10 万円以上）の実査を３キャ

ンパスで行った。（実査件数：1,177件） 

 ■ 教育研究用の高額機器の全学共同利用制度につい

て，円滑な運用に努める。 

・教育研究用の高額機器については，「県立広島大学における教育研究用機器の共同利用取扱要領」に基づき，取得金

額1,000万円以上の機器を共同利用機器一覧表に掲載・周知を通して，円滑な運用に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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89 〔資金の適正な運用〕 
資金の運用に当たって，法人の資金管理
運用方針に基づき，毎年度管理計画を定
めて安全かつ効率的な運用管理を行う。 

■ 資金管理計画を定め，財務課において，安全性が高く

効率的な資金運用を行う。 

・一定水準以上の格付を有する金融機関の預金利率が高い定期預金を選定し，運用益の確保に努めた。 

運用実績：953千円（28年度1,153千円） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

３ 自己点検・評価に関する取組 

（中期目標） 
 中期目標，中期計画及び年度計画の取組の進捗状況，数値目標の達成状況，社会経済情勢の変化，学生及び産業界等のニーズを的確に把握し，大学機関別認証評価等の第三者評価も活用しながら，自己点検・評価を行い，教育研
究活動や法人経営の見直し，改善に継続して取り組む。これらの自己点検・評価及び第三者評価の結果は，速やかに公表する。 

90 〔到達目標の可視化と各種データ・資料の

収集〕 

年度ごとや中間期における計画の達成状

況を把握できるよう，各期の目標の具体

的な設定に努める。また，客観性の高い

点検・評価を行うため，大学運営に係る各

種データや資料を継続的に収集・蓄積す

る。 

■ 目標・計画委員会が主催する目標・計画に係る説明会

（前期・後期各１回）の開催等により，年度計画の周知徹底

を図る。 

・小項目№73-1 に記載のとおり，「目標・計画に係る説明会」を前・後期各１回開催し，年度計画や重点項目の学内共有

化に努めた。 

・当日の説明用資料を教職員専用のウェブ・サイトに掲載するとともに，同説明会のDVDを作成し当日出席できなかった

教職員の視聴に供した。 

 ■ 法人や大学の運営状況を示す指標となる各種データ

や資料を継続的に収集・蓄積し，その分析を継続する。 

・関係部局等が連携し，大学の運営状況の指標となる各種データや資料を継続的に収集・蓄積し，「アニュアルレポート

2017（平成28（2016）年度分）」及び「大学概要2017」にまとめ，本学ウェブ・サイトへの掲載等を通じて，県民等へのより

分かりやすい情報公開に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

91 〔自己点検・評価の実施と評価結果の活

用〕 

大学運営に係る各種データや資料に基づ

き，部局等による客観性の高い自己点

検・評価に努めるとともに，業務評価室に

よる自己評価を実施し，  

その評価結果及び第三者による評価結果

（設置者による法人評価結果，大学機関

別認証評価結果等）を適切 

に大学運営の改善に反映させる。これら

の自己点検･評価及び第三者評価の結果

は，速やかに公表する。 

■ 各部局等や業務評価室による自己点検・評価，並びに

広島県や同公立大学法人評価委員会への関係資料の提

出などを，適切に行う。 

・29 年度業務の実績に係る根拠資料・部局等評価などを集約するとともに，業務評価室による自己点検・評価等の機関

評価を実施した。 

・根拠資料に基づく自己点検・評価の実施，並びに広島県公立大学法人評価委員会による評価結果（課題や意見）に対

する対応を関係部局等に促すとともに，平成30年３月末までの対応状況を取りまとめ評価委員会に報告した。また，進捗

状況に応じて30年度の年度計画に反映させた。 

■ 大学機関別認証評価及び同選択評価に係る「自己評

価書作成等委員会」のもと，教育・研究等に関する学内の

資料を収集・整理・分析し，自己評価書に適切に反映させ

るとともに，同認証評価及び同選択評価を受審する。 

・同評価結果において，「優れている点」として「AP事業によるアクティブ・ラーナーの育成」などの取組10項目が特記さ

れ，「大学設置基準をはじめ関係法令に適合し，独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準を満

たしている」との評価を得た。 

・訪問調査時の評価担当者の指摘事項や意見に対し，「成績評価に係るガイドラインの策定」など，全学を上げて迅速かつ

的確に対応した。その結果，最終的な評価結果において「改善を要する点」としての記載・指摘はなかった。 

・認証評価に併せて受審した選択評価「評価事項B 地域貢献活動の状況」において, 「優れている点」として「宮島学セン

ターによる研究成果・学習成果の地域への還元」などの取組４項目が特記され，「目的の達成状況が良好である」との評

価を得た。 

 

・以上のとおり年度計画を順調に実施し，大学機関別認証評価及び同選択評価において，訪問調査時の指摘事項等に適

切に対応するなど，総合的にみて年度計画を上回るレベルで実施していると判断した。 

４ その他業務運営に関する重要な取組 

（中期目標） 

 （１）危機管理・安全管理に関する目標 

    危機管理を徹底し，事故や災害等に適切かつ迅速に対応することができるよう，学生や教職員に対する教育や研修を推進するとともに，関係機関との連携強化を図る。 

 （２）社会的責任に関する目標 

    人権の尊重や法令の遵守など公立大学法人としての社会的責任を果たす体制を確立する。 

 （３）情報公開等の推進に関する目標 

    教育研究活動や法人経営の透明性を確保するとともに，社会への説明責任を果たすため，情報公開の促進を図る。 

 （４）施設設備の整備・活用等に関する目標 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

    既存施設の効率的な維持・管理を行うとともに，長期的な展望に立ち，施設設備の計画的な整備を行い，有効活用を図る。 

（１）危機管理・安全管理と人権侵害の防止 

93 

 

〔危機管理・安全管理〕 

事故や災害等に適切かつ迅速に対応す

るため，危機管理規程に基づく危機事象

対応マニュアルを整備し，学生や教職員

に対して安全教育や研 

修を実施するとともに，関係機関との連携

強化を図る。 

■ 大規模災害の発生に備えた非常用物資の備蓄を計画

的に実施するとともに，消防計画に基づく訓練を３キャンパ

スで実施する。 

・総務課において，大規模災害の発生に備えた非常用物資の備蓄（３年目）を継続するとともに，所管消防署の協力のもと

教職員・学生が参加して消防訓練を実施した。 

（参加者概数：広島300人，三原250人） 

・庄原キャンパスにおいては，例年どおり11 月の実施を目指して調整していたが，学内外の日程調整等の課題により29

年度の消防訓練が未実施となった。そのため，30 年度早期の実施に向けて調整を進め，学生寮については６月に，教育

研究棟については７月に実施することを決定した。 

■ 平成27年度に整備した危機管理マニュアルについ

て，教職員に周知するとともに，危機管理への対応を徹底

する。 

・総務課において，J アラート作動時に取るべき行動や，作動時の危機管理マニュアルを整理し，学内に周知及び危機管

理マニュアルに追加（９月）するとともに，危機管理委員会を開催し，危機管理ガイドラインの改訂（12月）を行った。 
 

・以上のとおり，非常用物資の計画的な備蓄や危機管理マニュアルの整備など着実に実施している一方，年度計画の一

部の取組で未実施のものがあることから，全体的・総合的な評価としては，順調に実施しているレベルに達していないと判

断した。 

94 〔人権侵害の防止〕 

各種ハラスメントなどの人権侵害を防止す

るため，教職員・学生に対して人権に関す

る研修や啓発活動を実施する。 

■ 平成28年度に全面改正した「ハラスメント防止ガイドラ

イン」及び「ハラスメント等の防止等に関する規程」の趣旨

を全ての在学生や教職員等に周知徹底するとともに，研修

会等の啓発活動を実施する。 

・総務課において，発生したハラスメント事案に迅速・的確に対応するとともに，事案発生を踏まえ，改めてハラスメント関

係規程やガイドラインの趣旨・内容等の周知徹底を図った。 

・全教職員を対象とした研修会（11/7，307 人参加）や，ハラスメント相談窓口担当者を対象とした研修会（9/4，31人参

加）を実施した。 

・学年始めガイダンスにおいて，改訂版のリーフレットを全学生に配付した。（４月） 

・全学生に対し，教学ポータルに学生相談窓口（各キャンパスのハラスメント相談対応職員）及びハラスメントガイドライン

URL を掲示し，意識を高めた。（５月） 

■ 全学共通教育科目「人権論」の授業等を通じて，引き

続き，学生の人権に関する意識の啓発を図る。 

・全学共通教育科目「人権論」において，人権に関わる諸課題や体罰問題について考察し，学生の意識の啓発を図った。

（履修者137 人） 
 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（２）情報公開の推進 

95 〔情報公開の推進〕 

法人経営の透明性確保と社会への説明

責任を果たす観点から，大学内部 

における情報共有とともに，県民に対する

情報公開の一層の促進を図り，法的に義

務化された事項以外についても，集約し

て分かりやすく積極的に公表する。 

■ 本学のウェブ・サイトを通じた積極的な情報公開と，「大

学ポートレート」の活用によりステークホルダーへの適切な

情報提供に努める。 

・全学部による「ウェブ版オープンキャンパス」の公開など，情報公開に積極的に取り組むとともに，文部科学省が推進す

る全国の大学の情報ポータルサイト「大学ポートレート」に加入し，全国規模での大学情報の公開を推進した。また，本学

教員の特色ある研究活動を紹介するコーナー「県大リサーチNow！」をトップページに配置し，毎月更新することにより，

研究の成果を積極的に配信した。 

■ 平成28年度の事業実績や財務状況等をまとめた「ア

ニュアルレポート」を作成し，ウェブ・サイトで公表する。 

・小項目№90 に記載のとおり，情報公開に努めた。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（３）施設設備の整備・活用 

96-

1 

 

〔計画的な施設整備・活用と環境への負

荷に対する配慮〕 

計画期間中の施設設備の整備・活用方針

を定め，年次整備計画を策定し，計画的

な整備・活用に努める。 

■ 小項目№.88 の再掲 ・小項目№88 に記載のとおり。 

 

・小項目№88 に記載のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

96-

2 

また，施設・設備の更新に当たっては，環

境への負荷を抑えた機種の選定に努め，

エネルギー使用の合理化に十分に配慮し

て行う。 

■ 施設・設備の更新に当たっては，省エネ・省資源の観

点から環境への負荷の低減に資する機種の導入を進め

る。  

・省エネ性能に優れた空調機器やLED照明器具への更新を，３キャンパスで実施した。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

97 〔ＩＣＴを活用した大学運営システムの整

備〕 

効率的・効果的な大学運営を推進す 

るため，セキュリティの高い情報ネットワー

クシステム及び高精細遠隔講義システム

などを計画的に整備し，学生や教職員の

有効活用を支援するとともに，情報倫理の

醸成に努める。また，遠隔講義システム

の更新時に，サテライトキャンパスや他大

学との接続について検討する。 

■ 情報資産の格付け及び取扱制限を規定した「情報格

付け及び取扱制限に関する要領」について，教職員への周

知徹底を図る。 

・情報資産の格付け及び取扱制限について，「情報格付け及び取扱制限に関する要領」施行後の浸透状況等を把握する

ため，教職員を対象に実態調査を実施した。その結果，情報資産を学外に持ち出す場合の暗号化やパスワード保護等，

最低限の情報漏えい対策を行っていない教職員が約３割いたことから，30年度に SD研修（教職員共通）を実施すること

とした。 

 ■ 外部からのサイバー攻撃による被害を未然に防ぐた

め，定期的に不正アクセス等を監視するほか，引き続き予

防に努める。 

・28 年度に引き続き，全教職員を対象とする標的型メール攻撃対策訓練を２回実施し，外部からのサイバー攻撃に対す

る回避意識の醸成に努めた。（開封率：１回目22.2％，２回目０％） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

98-

1 

〔学生の学修環境の整備〕 

学生の自主的な学修活動を支援するた

め，自習やグループワークで活用できる

教室等の充実，教育教材や実験実習用

設備の計画的な整備，自習用ノートパソコ

ンの貸出の拡大などに取り組む。 

■ 教育施設整備の一環として，外国語学修支援（CALL）

システムを更新し，自習やグループでの活用を含めて効

果的な運用を図る。 

・外国語学修支援（CALL）システムを更新し，アクティブ・ラーニングの導入に対応しやすいよう，教室の什器（机・椅子

等）を更新し，後期からそれらの運用を開始した。  

・CALL 教室での自習やグループ学習を促進するため，学生への周知に努めるとともに，学修支援アドバイザーの配置，タ

ブレット貸出等を行った。（貸出件数32 件） 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

98-

2 

また，滞在型学修スペース（ラーニングコ

モンズ）の整備・運用など，図書館の学修

機能の充実に取り組む。 

■ 図書館内に整備したラーニングコモンズに引き続き学

修支援アドバイザーを配置するとともに，当該施設の利用

方法を周知するなど，利用促進に努める。 

・引き続き，ラーニングコモンズに学修支援アドバイザーを配置し，学生への指導などを通じ，幅広く支援した。 

定期試験前の期間に常駐（広島・三原） 

11 月から図書館内に設置した専用カウンターに週１回配置（広島） 

定期利用・事前予約制とし，ニーズに応じて個別に支援（庄原） 

・ラーニングコモンズの利用方法について，掲示やウェブ・サイトで周知を図った。 

ラーニングコモンズ利用者延べ人数：11,185 人（28年度：9,133人） 

（広島2,476 人，庄原1,232人，三原7,477人） 

ラーニングコモンズ利用時間 5,429時間（28年度：4,148時間） 

・小項目№10に記載のとおり，AP事業推進部会において同アドバイザー養成研修や継続メンバーとの合同研修会を実施

し，支援体制の強化と質的向上を図るとともに，ラーニングコモンズ等で利用できるタブレットを庄原キャンパスに整備し

た。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 

（４）支援者との連携 

99 〔ステークホルダーとの連携強化〕 

保護者や卒業生，同窓会等の本学を取り

巻くステークホルダーから継続的な支援

が得られるよう，本学の教育研究活動等

に関する情報提供などに努めるとともに，

連携の強化につながる方法について検討

する。 

■ ウェブ・サイト等を通じて，本学の教育研究活動に関す

る情報提供の充実を図るとともに，大学本部総務課が中心

になって，後援会会員対象の事業を保護者からの要望を

踏まえて実施する。 

・総務課が中心となって，後援会総会に併せて，学食ランチの試食，就職に関する講演会及び学部・学科別教員との懇

談会を実施し，後援会会員に対する情報提供の拡大・充実を図った。（参加者数117人 28 年度134人） 

・講演会及び懇談会に対する出席者の満足度は，それぞれ92％，97％と高値を示し，何れの企画でも良好であった。 

■ 小項目№85 の再掲 ・小項目№85 に記載のとおり。 

■ 小項目№95 の再掲 ・小項目№95 に記載のとおり。 

 

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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№ 中期計画 平成２９年度 年度計画 
法人の自己評価 

年度計画の進捗状況等 

100 〔卒業留学生組織〕 

卒業（帰国）後も本学との交流を継続して

行うことにより，優秀な留学生の受入れ

や，本学や広島県域への国際的な理解

の深化や支援につながる期待があること

から，卒業留学生のネットワークづくりにつ

いて検討する。 

■ 国際交流センターとキャリアセンター及び各部局等が

連携して，卒業留学生に関する情報の収集を継続し，情報

の蓄積と拡充を図る。 

・交換留学生に帰国時に「交換留学終了報告」の提出を依頼し，その中でメールアドレスなどの連絡先記載欄を設け，ネッ

トワークづくりの基礎となる情報収集を継続した。 

・中国語担当教員を中心として，中国人留学生の同窓会ネットワークの組織化に向けた情報収集を開始した。 

  

・以上のとおり，年度計画を順調に実施した。 
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特記事項 

① 大学教育再生加速プログラム（AP）事業において，FDer 及び学修支援

アドバイザー養成等やピア・レビューによる授業改善に取り組むとと

もに，県内高校等での授業参観，広島県教育委員会や県内高等学校と

連携した合同発表会を開催するなど，高大接続に係る取組の強化を図

り，自律的なアクティブ・ラーナーの育成に資する取組を推進した。

また，当該事業に対する大学教育再生加速プログラム委員会（日本学

術振興会）の中間評価において，本学の取組（平成 26～28 年度）は，

「FDer を中心とした授業改善等において優れている」として，総括評

価区分「Ａ」の高い評価を得た。（№４，10） 

 

② 国際文化学科が留学体験等を重視する「異文化体験枠入試」を推薦入

試に新設したほか，健康科学科等５学科でも留学経験を評価する仕組

みを導入した。（№18-1） 

 

③ 経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻において，ワークショ

ップやプロジェクト演習等の多様な授業を運営するとともに，地域経

営人材の育成に資する「浮城塾」を三原市と連携して開塾するなど，

地域におけるマネジメント人材の育成に取り組んだ。（№20，36，50-

2，63） 

 

④ 派遣・受入留学生の拡大等，国際化に係る幅広い取組を推進し，新た

に大連民族大学など３大学との学術交流協定を締結するなど，交流事

業の拡大を図った。（表３参照）（№21，40，41） 

 

⑤ 学生の主体的な参加による産学官連携商品開発（「Calbee Future 

Labo」との協働，野草等を活用した入浴剤の企画）や，継続的なボラ

ンティア活動等の地域貢献活動や事業を通じて，実践的な学修が促進

された。（№26，71） 

 

⑥ 就職希望者就職率の全学平均は 99.8％（前年度 99.2％）で，11 学科中

10 学科において 100％を達成した。（表１参照）（№48） 

⑦ 文部科学省科学研究費助成事業の採択実績（86 件）は，中四国・九州

の公立大学 27校中 11年連続で１位（表２参照）であった。（№57） 

 

表１ 進学者数及び就職希望者就職率（平成 29年度卒業生） 

学部 学  科 
卒業者数 

（人） 

進学者数 

（人） 

就職 

希望者数

（人） 

就職者数 

（人） 

就職希望

者就職率 

（％） 

人間

文化 

国際文化 87 2 81 81 100.0 

健康科学 35 7 27 27 100.0 

経営

情報 

経  営 64 0 62 62 100.0 

経営情報 39 2 36 36 100.0 

生命

環境 

生命科学 103 20 81 81 100.0 

環境科学 59 11 44 44 100.0 

保健

福祉 

看  護 63 9 51 50 98.0 

理学療法 31 0 31 31 100.0 

作業療法 32 0 29 29 100.0 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

障害 
24 0 23 23 100.0 

人間福祉 45 2 42 42 100.0 

全学（４学部） 582 53 507 506 99.8 

※平成 30年５月１日現在 

 

 

 

 

 

 

表２ 科学研究費助成事業の応募・採択状況（平成 21～30年度） 
年 度 
（平成） 

応募総数 
応募率 

（％）※1 
採択件数 

※2 
採択率 
（％） 

採択額 
（千円） 

21 226 89.7 72 31.9 127,000 

22 228 90.8 74 32.5 109,530 

23 219 86.6 70 32.0 95,550 

24 232 92.1 88 37.9 123,760 

25 232 91.3 91 39.2 117,130 

26 234 97.7 105 44.4 122,980 

27 236 95.2 94 39.0 119,340 

28 228 99.1 90 39.5 141,180 

29 226 97.8 92 40.7 129,870 

30 211 95.0 86 40.8 112,150 

※1定年退職までの期間が３年以内等の特例措置該当教員を除いて算出した割合 

※2 新規採択件数＋継続件数。なお，平成 30 年度分の実績は，４月時点での採択内定件数 

及び基金継続件数（研究成果公開促進費を除く。）を示す。 
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⑧ 科学研究費補助金等の競争的資金への応募や，学外の企業・団体等か

らの共同・受託研究資金等の受入に積極的に取り組み，年間獲得総額

に係る目標値２億円を達成した。（数値目標の 105％）（№57，58，

84） 

 

⑨ 新教員業績評価制度の導入に併せて，評価結果の平成 30 年６月期勤勉

手当への反映について，教員へ事前説明や情報提供を行った。また，

幹部教員については，目標評価制度による教員業績評価の仕組みを新

たに導入し，その運用を開始した。（№78） 

 

⑩ 多様な公開講座（73 講座）に 5,406 人が参加し，受講者の満足度は目

標値の 80％を超える 91.0％と良好であった。（№65） 

 

⑪ 大学機関別認証評価及び同選択評価を受審し，同評価において「基準

を満たしている」との結果と併せて 10 項目の「優れている点」が，同

選択評価においては，「目標の達成状況が良好である」との結果と併

せて４項目の取組がそれぞれ特記された。（№91） 

 

⑫ 各学科のウェブ・サイトや SNS を活用して，即時的な情報提供を行う

とともに，新たにスマートフォンアプリによる AR 動画の配信や，29 年

度卒業式・大学院学位記授与式 （広島キャンパス）を YouTube で配信

した。また，中国新聞社のクラウドファンディング「カナエンサイ

夢」を活用し，知名度の更なる向上を図った。（№19，82，85） 

 

⑬ 高等教育や県の施策・マネジメント手法に関する SD 研修（教職員共

通）を新たに実施するとともに，「ええじゃんトーーク！」等により

職員のマネジメント力の向上を図った。（№11，80-1） 

 

⑭ 平成 28 事業年度の「業務の実績に関する評価結果」において，評価２

とされた項目（国家試験対策）についての対応状況は次のとおり。 

 

【一貫した学士課程教育の推進】（№29） 

保健福祉学部において国家試験対策に係る情報を共有し，模擬試験や

その結果を踏まえた個別指導，グループ学修等を全学科で実施した。 

29 年度作業療法士国家試験合格率…93.8％（全国合格率 83.9％） ※平成 30年３月 31日現在 

 

表３ 協定締結大学（14か国・１地域 30大学） 

大 学 名 国・地域 
締結年度 
（平成） 

四川大学 中国 7,18 

キングモンクット工科大学トンブリ校 タイ 10,18 

ソウル市立大学校 韓国 11,18 

西安交通大学 中国 14,18 

四川農業大学 中国 16,18 

ミドルセックス大学 英国 17 

ハワイ大学ヒロ校 米国 17 

アンダラス大学 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 19 

シェフィールド大学 英国 20,24 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州カトリック大学 ドイツ 22 

西南交通大学 中国 24 

東フィンランド大学 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 24 

インドネシア教育大学 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 24 

上海対外経貿大学 中国 24 

ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジ 米国 24 

アルスター大学 英国 20,25 

カセサート大学 タイ 25 

コンケン大学 タイ 25 

世新大学 台湾 25 

成都大学 中国 26 

ジュンブル大学 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 26 

ランガラ大学 カナダ 27 

ノンラム大学 ベトナム 28 

ジェッソール科学技術大学 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 28 

マレーシアイスラム科学大学 ﾏﾚｰｼｱ 28 

長安大学 中国 28 

キャンベラ大学 豪州 28 

大連民族大学 中国 29 

州立イスラム大学マラン校 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 29 

馬偕醫學院 台湾 29 
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Ⅴ 予算，収支計画及び資金計画 

 １ 予算（平成２９年度） 

（単位：百万円） 

区      分 中期計画 金     額 

収入   

運営費交付金収入 １９，７２８ ３，４５２ 

学生納付金収入 ９，８９４ １，６８１ 

診療センター収入 １１４ ２１ 

その他の自己収入 ６１２ ８５ 

目的積立金取崩 ４８９ １９１ 

外部資金収入 ６４８ １０２ 

補助金収入 ９６ １５３ 

借入金収入 ０ ０ 

計 ３１，５８１ ５，６８７ 

 

区      分 中期計画 金     額 

支出   

人件費 ２０，６２４ ３，５１５ 

一般管理費 ４，０８１ ６５０ 

教育研究経費 ２，４９３ ７０２ 

教育研究支援経費 ２，７７５ ４６０ 

学生支援経費 ７８６ ９０ 

診療経費 ７８ １２ 

外部資金事業費（受託等分） ６４８ １０２ 

外部資金事業費（補助金分） ９６ ２１ 

施設整備費 ０ １３１ 

借入金償還金 ０ ０ 

計 ３１，５８１ ５，６８７ 
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２ 収支計画（平成２９年度） 

（単位：百万円） 

区      分 中期計画 金     額 

費用の部 

 経常費用 

３１，２３３ 

３１，２３３ 

５，８４６ 

５，８４６ 

業務費 ２６，３２１ ４，９１４ 

教育研究等経費 ４，９５３ １，０４１ 

外部資金等経費 ７４４ ５１ 

人件費 ２０，６２４ ３，８２２ 

一般管理費 ３，８４７ ６６１ 

財務費用 ５ 8 

雑損 ０ ２ 

減価償却費 １，０６０ ２５９ 

臨時損失 ０ ０ 

 

区      分 中期計画 金     額 

収入の部 ３１，００７ ５，８１７ 

経常収益 ３１，００７ ５，８１７ 

運営費交付金収益 １８，８１６ ３，６０４ 

学生納付金収益 ９，８９４ １，７０５ 

外部資金等収益 ６４８ ８１ 

補助金等収益 ９６ １４０ 

資産見返運営費交付金戻入 ７２３ １０６ 

資産見返物品受贈額戻入 １０４ ４８ 

財務収益 １２ ０ 

雑益 ７１４ １２８ 

臨時利益 ０ ０ 

純利益 －２２６ -２９ 

目的積立金取崩額 ２２６ １５９ 

総利益 ０ １３０ 
※金額欄には、当期の実績額を記載。なお，目的積立金取崩額には前中期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
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３ 資金計画（平成２９年度） 

（単位：百万円） 

区      分 中期計画 金     額 

資金支出 ５７，０８１ １０，０１８ 

業務活動による支出 ３０，２６９ ５，４４７ 

投資活動による支出 ２６，６７５ ４，４３４ 

財務活動による支出 １３７ １３６ 

次期中期目標期間への繰越金 ０ ９９３ 

資金収入 ５７，０８１ ９，９５８ 

業務活動による収入 ３１，５６９ ５，５６３ 

学生納付金収入 ９，８９４ １，６２９ 

外部資金収入 ６４８ ８６ 

運営費交付金収入 １９，７２８ ３，７２４ 

雑収入 １，２９９ １２２ 

投資活動による収入 ２５，５１２ ４，３９５ 

財務活動による収入 ０ ０ 

※金額欄には、当期の実績額を記載。 

 

Ⅵ 短期借入金の限度額 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実    績 

 
(１) 短期借入金の限度 

５億円 
 

(２) 想定される理由 
運営費交付金の受入れ遅延及び事

故の発生等により緊急に必要となる

対策費として借り入れることが想定

される。 

 
(１) 短期借入金の限度 

５億円 
 

(２) 想定される理由 
運営費交付金の受入れ遅延及び事

故の発生等により緊急に必要となる

対策費として借り入れることが想定

される。 

 

なし 

  

57



Ⅶ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実    績 

なし なし なし 

 

Ⅷ 剰余金の使途 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実    績 

 
決算において剰余金が発生した場合

は，教育研究の質の向上及び組織運営の

改善に充てる。 

 
決算において剰余金が発生した場合

は，教育研究の質の向上及び組織運営の

改善に充てる。 

 

なし 

 

Ⅸ 県の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 法第 40条第 4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実    績 

 
前中期目標期間繰越積立金は，教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 
 

 
なし 

 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

        １６５，３０８千円 

 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実    績 

なし なし なし 
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等）                                                          （平成２９年５月１日現在） 

学部，研究科名学科 学科，専攻名 
収容定員 

(a)  (名) 

収容数 

(b)  (名) 

定員充足率 

(b)/(a)×100 (％) 

学部計  2,300 2,478 108％ 

 

人間文化学部  480 527 110％ 

 国際文化学科 340 378 111％ 

 健康科学科 140 149 106％ 

経営情報学部  400 464 116％ 

 経営学科 240 276 115％ 

 経営情報学科 160 188 118％ 

生命環境学部  660 691 105％ 

 生命科学科 440 455 103％ 

 環境科学科 220 236 107％ 

保健福祉学部  760 796 105％ 

 看護学科 240 246 103％ 

 理学療法学科 120 128 107％ 

 作業療法学科 120 127 106％ 

 コミュニケーション障害学科 120 124 103％ 

 人間福祉学科 160 171 107％ 

助産学専攻科  10 10 100％ 

 助産学専攻科 10 10 100％ 

総合学術研究科  155 168 108％ 

 人間文化学専攻 20 27 135％ 

 情報マネジメント専攻 20 22 110％ 

 生命システム科学専攻 75 61 81％ 

 保健福祉学専攻 40 58 145％ 

経営管理研究科   50 55 110％ 

 ビジネス・リーダーシップ専攻 50 55 110％ 
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○ 計画の実施状況等 

 

（収容定員に関する計画の実施状況） 

 

収容数は，平成２９年５月１日現在の在学者数を記載している。（平成２９年度学校基本調査記載数値） 

 

・大学全体の学部・研究科の定員充足率は，下記のとおりであった。これらはいずれも，「大学，短期大学高等専門学校等の設置の際

の入学定員の取扱い等に係る基準」（文部科学省告示）で定める学部ごとの入学定員超過率１．３倍未満（大学院の入学定員は対象

外）の基準を満たしている。 

 

学 部 計：収容定員２，３００人に対し，収容数は２，４７８人で，定員充足率は１０８％であった。 

助産学専攻科計：収容定員１０人に対し，収容数は１０人で，定員充足率は１００％であった。 

総合学術研究科計：収容定員１５５人に対し，収容数は１６８人で，定員充足率は１０８％であった。 

経営管理研究科計：収容定員５０人に対し，収容数は５５人で，定員充足率は１１０％であった。 
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